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論

第
三
款

法
的
事
実
学
説

陪
審
の
寛
容
を
避
け
、
有
罪
な
い
し
処
罰
を
確
保
す
る
た
め
に
判
例
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
「
法
的
事
実
説
」

の
意
義
、
内
容
は
、

本
章
第
一
款
、
第
二
款
に
あ
げ
た
判
例
に
よ
っ
て
十
分
語
ら
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

支
え
て
き
た
学
説
の
各
所
説
に
つ
い
て
は
、
以
下
、
簡
潔
に
述
べ
る
に
止
ど
め
た
い
。

そ
こ
で
本
款
で
は
、
こ
の
判
例
を
理
論
的
側
面
か
ら

響
を
与
え
た
の
は
、

(
法
的
事
実
)
判
例
を
確
固
た
る
も
の
に
す
る
こ
と
に
強
い
影

メ
ル
ラ
ン
及
、
ひ
ル
グ
ラ
ヴ
ラ
ン
(
同
・
冨
・
戸
叩
∞

E
S
Bロ
仏
)
の
学
説
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
メ
ル
ラ
ン
の
所
説
に
つ

一
人

O
八
年
治
罪
法
典
施
行
の
当
初
、
判
例
変
更
を
促
し
、

さ
ら
に



い
て
は
、
既
に
本
節
第
一
款
で
デ
ィ
フ
ィ
ス
事
件
の
検
察
官
の
主
張
と
し
て
詳
し
く
採
り
上
げ
て
お
い
た
の
で
、

の
精
綾
な
概
説
話
の
中
か
ら
、
彼
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

」
こ
で
は
ル
グ
ラ
ヴ
ラ
ン

彼
は
、
治
罪
法
典
三
六

O
条
の
「
同
一
事
実
の
た
め
に
」
の
解
釈
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
同
条
に
与
え
う
る
唯
一
の
意
味
は
、
重
罪
で
訴
追
さ
れ
た
者
は
、
同
一
重
罪
起
訴
(
目
白

gbgm
同
2
5丘
町
ロ
)

の
た
め
に
再
び
逮
捕
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
治
罪
法
典
は
、
重
罪
起
訴
を
生
じ
さ
せ
た
と
こ
ろ
の
自
然
的
行
為
で
は
な
く
、

重
罪
起
訴
そ

の
'
も
の
、

つ
ま
り
法
的
に
評
価
さ
れ
た
重
罪
を
『
事
実
』
と
称
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
法
典
の
各
法
条
〔
原
註
・
治
罪
法
典
コ
一
三

七
、
三
三
八
、

三
四
五
及
び
三
五
一
条
参
照
〕

を
総
合
し
た
帰
結
で
も
あ
ろ
う
。

再
訴
を
禁
止
す
る
の
に
同
法
典

そ
し
て
、

三
四
四
、

うτヵ:
しも)用

L 、
7こ

の
語
に
別
の
意
味
を
与
え
る
こ
と
は
、
問
題
に
す
ら
な
っ
て
い
な
い
事
象
に
既
判
力
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

『
事
実
』

従
来
の

中
間
法
期
の
自
然
的
事
実
判
例
に
よ
れ
ば

尊
属
殺
(
官
同
江
口
広
町
)
で
陪
審
無
罪
を
得
た
者
は
、

そ
の
後
事
実
を
自
白
し
た
場

合
で
す
ら
、
そ
の
父
親
に
対
す
る
殴
打
で
訴
追
さ
れ
る
こ
と
も
不
可
能
な
わ
け
で
、

一事不再理の客観的効力 (2)

で
、
よ
り
正
義
及
び
司
法
の
利
益
に
合
致
す
る
」
、

そ
れ
に
比
べ
る
と
、
法
的
事
実
説
の
方
が
「
よ
り
健
全

と
い
う
の
が
ル
グ
ラ
ヴ
ラ
ン
の
立
場
で
あ
る
。
こ
こ
に

「
正
義
」

が
強
調
さ
れ
て
い
る

占川は、

注
意
さ
れ
て
よ
い
。

一
九
世
紀
半
ば
の
代
表
的
法
的
事
実
学
説
と
し
て
、
ト
レ
ビ
ュ
シ
ア
ン
の
説
を
あ
げ
る
。
彼
も
ま
た
、
既
判
力
成
立
の
第
二

の
要
件
で
あ
る
「
原
因

(ng印
巾
)
の
同
一
」
(
民
法
典
一
三
五
一
条
)
を
、
証
拠
方
法

(
g
a
g由
)
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
基
礎
づ
け
ら
れ

る
と
こ
ろ
の
法
的
事
実

(
g
p
x
y巳
色
心
ロ
巾
)
と
理
解
す
る
。
ト
レ
ピ
ュ
シ
ア
ン
に
よ
れ
ば
、
「
陪
審
の
宣
告
は
、
『
重
罪
起
訴
〔
罪
名
〕

(
R
S
S足
。
芯
)
』
を
排
除
す
る
が
、
『
事
実
自
体
(
な
¥

S

H

N

忌

-shW3、
柏
町
)
』
を
排
除
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
『
法
的
に
評
価
さ
れ
て
き
た
事
実

次
に
、

(¥ミ
H

H

と
Q
N
へ
た

h
H
h
H
h
A刊
誌
h
N
N

吉
弘
)
』
に
つ
い
て
し
か
既
判
力
は
存
せ
ず
、
新
た
な
罪
名
の
下
で
事
実
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
既
判
力
は
存
し

北法34(5・3)747
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な
い
」
と
。

し
か
し
、
こ
の
見
解
に
は
強
い
異
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、

な
お
検
討
の
必
要
が
あ
る
|
!
と
ト
レ
ピ
ュ
シ
ア
ン
は
言
う
。

論

ず、

一
般
論
と
し
て
、
重
罪
あ
る
い
は
軽
罪
、
た
と
え
ば
殺
人
あ
る
い
は
過
失
致
死
、
強
姦
あ
る
い
は
公
然
わ
い
せ
つ
を
構
成
し
う
る
よ
う

な
事
実
に
直
面
し
た
場
合
、
法
哲
学
的
に
は
(
室
、
『
一
む
た
』
忌
凡
な
宮
、
注
意
向
)
「
こ
の
事
実
を
判
決
す
る
た
め
の
手
続
(
自
向
島
市
世
田
巳

45)」

に
関
し
て
異
な
っ
た
ニ
つ
の
シ
ス
テ
ム
を
観
念
で
き
る
。
た
だ
、
こ
の
二
つ
の
シ
ス
テ
ム
と
も
に
等
し
く
、
「
理
性
(
-
間
同
曲
目
的
。
ロ
)
、
道
義
(
日
間

い
か
な
る
場
合
に
も
不
処
罰
の
利
益
を
有
罪
者
に
獲
得
さ
せ
な
い
こ
と
を
要
求
す
る
」
も

B
R乱
開
)
、
社
会
の
利
益
(
-
w

百件
b
H
b
H
E
n
-
巳
)
が
、

の
で
あ
る
。

第
一
の
シ
ス
テ
ム
は
、

共
和
暦
四
年
ブ
リ
ュ
メ

i
ル
三
日
法
典
が
実
施
し
て
い
た
も
の
で
、

察
さ
れ
る
べ
き
正
し
い
側
面
を
選
び
出
す
」

「
あ
ら
ゆ
る
側
面
か
ら
事
実
を
検
討
し
、

こ
と
を
裁
判
官
に
要
求
す
る
英
国
法
流
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
「
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、

そ
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
、
罪
責
の
す
べ
て
の
原
因
が
検
討
さ
れ
、
あ
る
い
は
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、

度
に
こ
の
す
べ
て
の
原
因
を
排
除
す
る
効
果
を
も
っ
」
こ
と
に
な
る
。

一
個
の
訴
追
が

こ
れ
に
対
し
て
、

第
二
の
シ
ス
テ
ム
は
、

「
事
実
の
異
な
っ
た
側
面
を
反
復
し
て
検
討
し
、

裁
判
官
に
は
一
度
に
一
個
の
観
点
か
ら
し
か

事
実
を
付
託
す
る
こ
と
を
し
な
い
」
と
い
う
方
法
を
と
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
有
罪
者
の
不
処
罰
を
避
け
る
こ
と
を
達
成
す
る
が
、
こ
れ
が

立
法
者
の
窮
極
の
目
的
で
あ
る
べ
き
も
の
」
で
あ
る
。

(-g-EVF52) 

一
人

O
八
年
治
罪
法
典
が
い
ず
れ
の
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
「
ー

l
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

々
議
論
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
1

1
、
法
律
を
適
用
す
る
こ
と
に
限
ら
れ
る
べ
き
法
律
家

(
Z
Y
E
g
g己
互
に
つ
い
て
い
え
ば
、

ン
ス
の
立
法
が
第
二
の
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
た
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
」
と
解
す
る
。
治
罪
法
典
の
「
立
法
者
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
に
よ

そ
し
て
陪
審
に
は
新
た
な
設
聞
が
提
出
さ
れ
る
可
能
性
も
な
く
、
そ

れ
ば
、
陪
審
に
は
重
罪
起
訴
状
か
ら
生
じ
た
設
問
し
か
提
出
さ
れ
ず
、

ま

北法34(5・4)748
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だの
け五答
L~ 申

でを
あ説
る明
。す

る

と
さ
え

で
き
ず

=;] 

然
り

(
。
ミ
)
』
及
び
『
否
官
。
3
)
』

に
よ
っ
て
設
聞
に
答
え
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

し
た
が
っ
て
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
帰
結
と
し
て
、
判
例
も
認
め
る
よ
う
に
、
陪
審
の
答
申
は
「

b
h町
一
い
骨
骨
お
ふ
わ
宇
野
」

に
つ
い
て
し
か
既
判
力
を
有
せ
ず
、
「
一
般
的
な
自
然
的
事
実

(
-
P
R
H
S
R
H
H
h
ミ町内

hNw
芯
ま
き
お
芯
芯
若
h
h
a
h
E
N
h
)
」

に
ま
で
既
判
力
は
及
ば

:
、
、

チ
九
、
し
V

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四

ト
レ
ピ
ュ
シ
ア
ン
の
法
的
事
実
説
は
、

二
重
処
罰
の

特
に
有
罪
無
罪
を
区
別
せ
ず
に
論
じ
て
い
る
が
、

今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
、

弊
を
自
覚
し
は
じ
め
た
た
め
か
、

法
的
事
実
説
の
適
用
を
、
陪
審
の
無
罪
答
申
に
制
限
し
よ
う
と
す
る
議
論
が
起
っ
て
き
た
。

ト
レ
ピ
ュ
シ
ア
ン
と
同
じ
カ
ン
大
学
教
授
ド
ゥ
グ
ワ

(
F
m
O町
田
)
は
、
「
公
訴
権
は
、
消
滅
効
を
生
じ
さ
せ
う
る
判
併
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う

に
消
滅
す
る
か
」

と
い
う
命
題
に
対
し

そ
し
て
、
前
者
に
つ
い
て
は
、

免
訴
の
裁
判
・
判
決
裁
判
所
の
判
決
と
重
罪
院
裁
判
長
の
無
罪
の
宣
告
の
二
つ
を
区
別
す
る
。

こ
の
場
合
「
裁
判
所
は
、
付
託
さ
れ
士
自
然
的
事
実

(
Z
F
F
自
国
広
江
巳
)
が
刑
罰
法
規
の
適
用
に
よ
っ
て
有

の
だ
か
ら
、
「
既
判
力
に
も
と
づ
く
尊
厳
は
、

関
し
て
訴
追
を
反
復
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
」
と
い
う
。
こ
の
限
り
で
自
然
的
事
実
説
を
採
用
し
た
と
い
え
る
。

し
う
る
す
べ
て
の
関
係
を
検
討
し
た
」

い
か
な
る
形
に
し
ろ
、

被
告
人
に
対
し
こ
の
事
実
に

一事不再理の客観的効力 (2)

と
こ
ろ
が
、
後
者
、
す
な

イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
持
ち
え
な

す
な
わ
ち
、
「
陪
審
は
提
出
さ
れ
た
設
問
に
対
し
て
し
か
答
申
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

わ
ち
重
罪
院
無
罪
判
決
の
場
合
は
一
転
し
て
法
的
事
実
説
に
戻
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
彼
の
論
拠
は
、

い
陪
審
の
受
動
性
で
あ
る
。

か
ら
、

た
と
え
ば
被

の
う
ち
故
殺
の
罪
名
に
つ
い
て
無
罪
と
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
傷
害
致
死
や
過
失
致
死
の
罪
名
に
つ
い
て
ま

で
無
罪
と
さ
れ
た
と
は
解
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
陪
審
は
あ
く
ま
で
「
検
討
に
付
さ
れ
た
罪
名
に
対
し
て
し
か
判
決
で
き
な
い
。
他
の
罪
名

そ
れ
ら
の
罪
名
に
つ
い
て
は
新
た
な
訴
追
、
新
た
な
判
決
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」
。

告
人
が
致
死
行
為

(
F
O
B
W丘
町
)

北法34(5・5)749

に
は
既
判
力
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、

五

時
代
は
少
し
前
後
す
る
が
、

マ
ン
ガ
ン
(
呂
田
口
紅
丘
、

ル
セ
リ
ユ
(
宮

ω色
吉
岡
)
も
、

一
九
世
紀
後
半
の
法
的
事
実
説
の
論
者
と
し

て
重
要
で
あ
る
。



説

マ
ン
ガ
ン
は
、
ブ
リ
ュ
メ

l
ル
法
典
と
治
罪
法
典
を
対
比
し
た
う
え
で
、

し
た
現
状
で
は
、
陪
審
の
宣
告
あ
る
い
は
判
決
〔
複
数
〕
が
す
べ
て
の
犯
罪
(
罪
名
)

罪
名
を
付
し
て
む
し
返
え
す
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
が
、

の
立
法
及
び
破
棄
院
の
法
的
事
実
判
例
の
確
立

現
行
(
当
時
)

を
排
除
し
て
し
ま
え
ば
そ
の
事
実
に
つ
い
て
は
別
の

論

し
か
し
、

「
逆
に
陪
審
あ
る
い
は
裁
判
長
が
、

被
告
人
の
犯
し
た
事
実
が
構
成
し

う
る
犯
罪
の
う
ち
ひ
と
つ
に
つ
い
て
し
か
判
決
し
な
か
っ
た
場
合
で
、

こ
の
軽
罪
な
い
し
重
罪
が
現
実
に
判
決
さ
れ
た
唯
一
の
も
の
で
あ
る

こ
の
事
実
が
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
た
別
の
重
罪
な
い
し
軽
罪
を
訴
追
す
る
公
訴
権
は
少
し
も
消
滅
せ
ず
、

事
不
再
現
原
則
も
こ
の
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
解
さ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
言
う
。
や
や
限
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
窺
え
る

こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
、

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ル
セ
リ
エ
は
、
先
に
挙
げ
て
お
い
た
ル
グ
ラ
ヴ
ラ
ン
の
所
説
を
引
用
し
つ
つ
、
こ
れ
に
対
す
る
ド
ゥ
ヴ
ィ
ル
ヌ
ヴ
(
「
冨
・
ロ
雪
山
口
巾
ロ

g〈
叩
)

の
あ
げ
る
こ
つ
の
批
判
、
す
な
わ
ち
①
法
的
事
実
説
で
は
被
告
人
が
陪
審
で
無
罪
と
さ
れ
た
意
義
が
骨
ぬ
き
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
②
既

の
二
点
に
対
す
る
再
反
論
を
ま
ず
提
示
す
る
。
①
に
対
し
て
は
、
こ
の
よ
う
に
言
う
だ
け
で
は
未
だ
ル
グ

判
カ
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、

ラ
ヴ
ラ
ン
言
う
と
こ
ろ
の

を
排
斥
す
る
に
十
分
と
は
い
え
な
い
し
、
実
際
問
題
と
し
て
、
「
刑
事
無
罪
判
決
の
言
渡
の
対
象

「
同
一
事
実
」

と
な
っ
た
事
実
が
、
別
の
関
係
か
ら
考
察
さ
れ
て
も
お
よ
そ
軽
罪
起
訴
の
対
象
と
は
な
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

の
だ
」
。
つ
ま
り
、
実
際
の
不
都
合
な
例
は
殆
ん
ど
生
じ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
②
の
批
判
に
対
し
て
は
、
「
弁
論
で
検
討
さ
れ
た
事
実
に

そ
も
そ
も
既
判
力
の
侵
害
な
る
も
の
は
起
こ
り
え
な
い
o
l
-
-
こ
れ
ら
が
ル
セ
リ
エ
の
反

し
ば
し
ば
起
る
こ
と
な

つ
い
て
し
か
既
判
力
は
生
じ
な
い
」
の
だ
か
ら
、

論
で
あ
る
@

『
故
殺
で
無
罪
と
さ
れ
た

{
間
)

被
告
人
を
、
過
失
致
死
で
再
起
訴
で
き
る
か
』
と
い
う
既
判
力
論
争
の
著
名
な
命
題
に
対
し
、
肯
定
の
解
答
を
提
出
す
る
。
彼
は
、
こ
の
点

逐
一
反
駁
し
て
い
る
の
だ
が
、

ル
セ
リ
エ
は
さ
ら
に
、

ブ
リ
ュ
メ

l
ル
法
典
と
の
条
文
比
較
を
し
な
が
ら
法
的
事
実
説
を
補
強
し
た
う
え
で
、

に
つ
き
、

カ
ル
ノ
(
の
同
町
口
。
同
)
の
否
定
説
を
採
り
上
げ
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
カ
ル
ノ
の
所
説
と
と
も
に
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再
説
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

.品田/、

ル
ー
は
、
前
訴
裁
判
所
が
軽
罪
裁
判
所
・
違
警
罪
裁
判
所
で
あ
る
と
き
は
自
然
的
事
実
説
を
採
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
重
罪
院
の

場
合
に
は
、

「
た
と
え
新
要
素
が
付
加
さ
れ
な
く
て
も

自
然、

的
同
二
事
実
に
異
な
る
罪
名
を
付
す
こ
と
で
、

新
た
な
嫌
疑
が
第
一
の
嫌
疑
よ
り
重
い
か
軽
い
か
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、

再
訴
は
行
使
さ
れ
う
る
」
と
号
一
日
ぅ
。
重
罪
院
に
関
し
て
は
法
的
事
実
説
を
徹
底
さ
せ
、
判
例

の
い
う
「
新
要
素
」
す
ら
再
訴
に
不
要
と
言
う
の
で
あ
る
。

持
っ
て
い
な
い
こ
と
、

そ
の
論
拠
は
、
陪
審
が
軽
罪
(
違
警
罪
)
裁
判
官
の
よ
う
な
事
実
調
査
権
限
を

陪
審
の
答
申
が
提
出
さ
れ
た
設
問
に
厳
格
に
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
、
特
に
独
自
の
理
論
展
開
を
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。

な
お
、
自
然
的
事
実
説
の
有
力
な
論
拠
が
ブ
リ
ュ
メ

l
ル
法
典
等
の
中
間
法
な
の
だ
が
(
次
節
参
照
)
、

ル
ー
は
、
「
〔
自
然
的
事
実
説
が
〕

援
用
す
る
中
間
法
に
関
す
る
歴
史
的
先
例
は

一事不再理の客観的効力 (2)

通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
明
瞭
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
も
眼
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
で
の
問
題
は
判
決
陪
審
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
批
判
を
加
え
て
い
る
。

ガ
ロ

l

(の同門

E
d門
戸
)
も
、
軽
罪
裁
判
所
・
違
警
罪
裁
判
所
に
関
し
て
は
自
然
的
事
実
説
を
採
り
な
が
ら
、
重
罪
院
無
罪
に
つ
い
て
の

み
、
法
的
事
実
説
に
依
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
ガ
ロ
ー
が
重
罪
院
の
有
罪
、
不
論
界
(
田
宮
己
己
円
。
ロ
)
の
場
合
に
な
ぜ
自
然
的
事
実
説
を
採
る
の

論
者
ら
は
主
に
起
訴
陪
審
を
持
ち
出
す
が
、

七

注
目
に
値
い
す
る
。

す
な
わ
ち
、

こ
の
場
合
の
自
然
的
事
実
説
採
用
の
第
一
の
理
由
は
、
「
陪
審
が
被
告
人

か
を
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
は

を
有
罪
と
賞
告
し
た
場
合
、
事
実
が
ど
れ
だ
け
の
法
律
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
の
は
、
実
際
、

罪
院
の
義
務
で
あ
る
(
治
罪
法
典
三
六
=
玄
米
コ
一
六
五
条
都
民
ど
か
ら
「
被
告
人
が
有
罪
、
不
論
罪
と
さ
れ
る
理
由
と
な
っ
た
同
一
事
実

は
、
別
の
罪
名
に
よ
っ
て
再
度
問
題
と
さ
れ
え
な
い
け
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
第
二
の
理
由
は
、

再
理
を
持
ち
出
し
て
く
る
も
の
で
、
「
重
罪
院
に
お
け
る
有
罪
な
い
し
不
論
罪
の
後
の
、

一
事
不
再
理
原
理
の
必
然
的
結
果
と
し
て
不
可
避
」
で
あ
り
、

刑
の
適
用
に
つ
き
判
決
す
る
重

北法34(5・7)751

正
面
か
ら
一
事
不

最
初
の
罪
名
と
は
異
な
る
罪
名
に
よ
る
再
訴
の
不

可
能
性
は
、

「
自
然
的
同
一
事
実
に
つ
い
て
、

た
と
え
こ
の
事
実
に
付
さ
れ



説

う
る
法
律
上
の
罪
名
の
相
違
が
あ
る
に
し
ろ
、
個
人
が
二
度
処
罰
さ
れ
た
り
有
罪
を
宣
告
さ
れ
た
り
で
き
な
い
こ
と
は
司
法
の
基
本
原
理
で

あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
だ
け
の
理
由
を
あ
げ
る
の
で
あ
れ
ば
、

ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
ガ
ロ

i
は
、
《
無
罪
↓
法
的
事
実
説
》

異
を
二
点
あ
げ
る
に
止
ど
ま
{
旬
、
右
の
疑
問
に
十
分
答
え
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
結
局
、
彼
の
議
論
は
、
法
的
事
実
説
と
一
事
不
再
理
原

則
と
の
不
調
和
H
法
的
事
実
説
の
破
綻
を
暗
示
す
る
も
の
と
評
価
で
き
る
。

次
に
、
次
節
で
は
、
自
然
的
事
実
説
の
側
か
ら
の
各
レ
ベ
ル
に
お
け
る
反
撃
の
過
程
を
跡
付
け
る
こ
と
に
す
る
。

「
無
罪
」

ガ
ロ
ー
が
「
有
罪
」
の
場
合
に

の
場
合
に
な
ぜ
自
然
的
事
実
説
を
採
っ
て
は
い
け
な
い
の
か
が
関
わ
れ
な
け
れ
ば
な

北法34(5・8)752

論

右
に
論
じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
は
、

1
1特
に
第
二
の
理
由
は

l
i正
し
く
自
然
的
事
実
説
の
論
証
で
あ
る
。

の
根
拠
と
し
て
、

ブ
リ
ュ
メ

I
ル
法
典
と
の
比
較
つ
ま
り
陪
審
シ
ス
テ
ム
の
差

(

1

)

宮
〉
Z
E
Z
(冨
・
)
・
吋
ミ
凡
な
札
。

E
円な

s
b
S町民屯宮司ぬ
h
b
N
W白内同凡
g
円
民
世
凡
な
喜
遠
白

h
e
z
町、凡若宮司『問問・

ω
e
E
-
L
-
M
-
H∞

a-M】

-
N
お・

(

2

)

戸
開
。

E〈
回
開
Z
U
G
・
戸
)
・
同
，

E
凡
な
民
間
向
島
町
h
h
主
主
g
nミ
ぎ
な
と
な
霊
平
白
港
町
時

-
N
O
E
-
-
N
S
B
o
p
g
N
ω
・

(
3
)
H
E仏
-
-
F
Y
-
v
-
A
h目白・

(
4
〉
守
三
・
・
匂
・
仏
当
!
な
∞
e

こ
こ
に
、
「
正
義
」
「
司
法
の
利
益
」
は
登
場
す
る
が
、
被
告
人
の
利
益
に
つ
い
て
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
点
は
、
注
意
を
要
す
る
。

(
5
)

な
ぜ
民
法
典
を
準
用
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
一
章
第
二
節
第
二
款
参
照
。

(
6
)
吋
問
何
回
C
4口
出
品

(
H
W
-
Y
O回
以

-
n
X
4
F
口
・
匂
-
E
H
M
W
O仲
田
・

(
7
)
F
r
-
p
-
喝

-
m品
AH
・

(
8
)
-
E
L
-
-
M
M
-
E
A
H
I
E
印・

(
9
)
-
z
p
-
唱
・
詮
印
・
か
よ
う
に
、
「
不
処
罰
」
の
利
益
を
与
え
な
い
と
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
、
法
的
事
実
説
の
特
質
が
あ
る
。
私
が
、
本
稿
で
、
法
的
事
実
説

な
ど
一
事
不
再
理
の
客
観
的
効
力
を
狭
め
よ
う
と
す
る
見
解
を
、
「
処
罰
の
確
保
」
の
た
め
の
理
論
で
あ
る
と
再
三
指
摘
す
る
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

(
仙
山
)
守
正
・

(
日
〉
-

ゲ
FL.



一事不再理の客観的効力 α〕

(ロ
)
P
E
-

(
お
)
特
に
「
裁
判
官
」
を
指
す
ο

中
間
法
時
代
の
司
法
改
革
以
降
、
裁
判
所
の
任
務
は
専
ら
法
律
を
適
用
す
る
こ
と
に
限
ら
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

(
山
口
・
前
掲
書
五
六

l
五
七
頁
)
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
法
的
事
実
説
の
も
う
ひ
と
つ
の
背
景
と
し
て
、
裁
判
官
(
及
び
陪
審
)
不
信
な
い
し
消
極
的
裁
判
官
像
(
観
)
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
。

(
M
〉
、
H
H
N何
回
d
A
a
H同
Z
(
H
W
-
Y
O司

-nx-

(
お
)
忌
日
仏
よ
℃

-mst昂怠・

(
r
m
〉
「
消
滅
効
を
生
じ
さ
せ
う
る
判
決
」
は
、
訴
訟
を
終
結
さ
せ
る
判
決
に
限
る
(
口
開
。
。
窃

(
(
U
-
V

吋
言
凡
な
恥
な
喜

S
芯
弘
、
向
丸
町
弘
、
三
同
町
、
私
書

S
明
白

-
N
e
b
p
e

H
申

N
N
-

ロ。
H
印∞
A
H
a

司・吋印。・)。

(げ

)
-
E
P
-
ロ
S

H

印∞印
i
H
m
∞
∞
・
司
・
叶
印
()i
叶一出・

(
時
)
手
広
ニ
ロ
。

5
∞吋
-
M
Y

叶
2
・

(
m
M
)

』
宮
《
凶
二
回
)
吋
印
N-

〔

m

v

y

p

z

E

Z

(

ζ

u
・

s・
2
・
L
・
N
・ロ。

h
c
p

同V
・
N
A
∞.

ハ
れ
)
ロ
担
片
岡
戸
戸
別
呂
田
同
〈
開

(
F
-
E
去
-
Y
5
5
2
ω
・
お
お
-
F
4
ω
品・

(
泣
)
円
、
開

ω開
F
F
4
問
問
(
〉
-EH1
・Y

吋『白凡
h
h
民
間
で
悶
H
向、円弘司問問
H
h
同
町
、
同
iHH
宮
内
足
。
誌
、

s
h町
民
巴
誼
旬
、
ミ
ミ
民
会
主
ミ
』
V

ミ
e
h
p
F
N
-
H
∞
吋
タ
ロ
。
司
令
P
匂

-
U
H
H
・

(
お
〉
吾
氏
・

(但

)
F
E・

(お

)
-
E
L
-
-
ロ
。
白
血
白
・
同
y
ω
区・

(お

)
-
z
p
-
M
V・
ω
広

jug-

(
幻
)
本
章
第
二
節
第
二
款
参
照
。

(
お
)
何
C
C
M
G
・
〉
-
Y
O
旬・ロ
-
f
F
口
・
司
-
M
H
H
'

(
m
m
)
F
E
-
-
司
-
N

ロ・ロ
o
g
m
-

(ぬ

)
5
E
.

(
出
〉
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
章
第
四
節
第
二
款
で
採
り
あ
げ
る
。
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説

(
明
記
)
の
〉
問
問
〉
C
U
(剛山・

2
H
ν
)
吋、
E
H
h
H
F
S
ミ屯
Rmw

ミ
守
、
ね
な
さ
色
、

shマ
ミ
円
足
。
苫

2
、弘吉

S
と
な
司
Hhv
、
。
円
恥
礼
宮
、
司
も
ご
軸
ミ
F

F
〈
戸

]
S
N
P

口。

N
M
∞。

2

回
・
・
℃
日
印
岱
⑦
仲
田

(お

)
E
r
g
-口
氏
。
ロ
」
を
「
免
訴
」
と
訳
す
例
も
あ
る
が
(
沢
登
ほ
か
訳
『
フ
ラ
ン
ス
刑
事
法
〔
刑
法
総
論
U

』
二
五

O
頁
)
、
ア
プ
ツ
リ
ュ
シ
オ
ン
と
は
あ
く
ま

で
も
「
有
資
の
被
告
人
に
一
定
の
刑
事
政
策
的
理
由
か
ら
刑
事
制
裁
を
加
え
な
い
と
す
る
も
の
」
(
沢
登
ほ
か
訳
『
フ
ラ
ン
ス
刑
事
法
〔
刑
事
訴
訟
法
〕
』
五
三
七

頁
)
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
も
「
刑
の
免
除
」
(
同
書
二
四
七
頁
)
あ
る
い
は
本
文
に
用
い
た
「
不
論
罪
」
(
『
法
務
資
料
』
三
一
六
七
号
、
四
三

五
号
の
古
川
訳
〉
を
用
い
た
方
が
良
い
と
思
う
。
本
稿
が
「
不
論
罪
」
の
語
を
用
い
た
の
は
、
旧
刑
法
(
明
治
二
二
年
)
七
五

i
八
四
条
に
用
い
ら
れ
て
以
来
わ

が
国
に
は
こ
ち
ら
の
方
が
馴
染
み
が
深
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

(
担
)
の
〉
問
問
〉
C
U
(剛山⑦仲間》・)・

0
同

y
n
F
F
・ロ。

N
N∞
]
「
℃
-
N
ω
∞-

(
お
)
ガ
ロ
l
の
引
照
す
る
治
罪
法
典
三
六
三
条
、
三
六
五
条
は
、
一
九
四
一
年
法
律
に
よ
っ
て
三
四
五
条
か
ら
三
七
二
条
ま
で
全
面
改
正
さ
れ
る
以
前
の
旧
規
定

を
指
す
(
し
た
が
っ
て
『
法
務
資
料
』
三
五
八
号
の
同
法
典
訳
の
該
当
法
条
の
法
文
と
も
奥
な
る
)
。
こ
の
、
旧
三
六
三
条
、
旧
一
ニ
六
五
条
は
肱
川
容
有
罪
答
申
の

後
の
裁
判
所
の
職
務
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
な
の
で
、
参
考
の
た
め
以
下
訳
出
し
て
お
く
。

「
(
旧
三
六
三
条
)
裁
判
長
は
被
告
人
に
、
主
張
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
、
質
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

被
告
人
及
び
弁
護
人
は
、
事
実
が
虚
偽
で
あ
る
旨
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
事
実
は
法
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
法
律
に
よ
っ
て
犯

罪
と
評
価

SE--牢
)
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
事
実
は
検
察
官
が
適
用
を
要
求
す
る
刑
に
相
応
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
事
実
は
私
訴
原
告
に
損
害
賠
償
を
も

た
ら
さ
な
い
こ
と
、
き
い
ご
に
私
訴
原
告
は
損
害
賠
償
を
正
当
な
額
よ
り
も
可
成
り
高
額
に
引
き
上
げ
て
い
る
こ
と
を
、
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
」

「
(
旧
三
六
五
条
)
事
実
が
法
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
、
重
罪
院
は
、
弁
論
に
よ
っ
て
事
実
が
章
一
罪
院
の
管
終
に
属
き
な
い
こ
と
が
山
明
ら
か

な
場
合
に
お
い
て
も
、
法
律
の
規
定
す
る
刑
罰
を
宣
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

複
数
の
重
罪
な
い
し
軽
界
の
確
信
が
得
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
最
も
重
い
刑
の
み
が
言
渡
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
お
)
註

(
M
Y

(釘
)

F

M

L

(

お

)

】

ゲ

広

よ

匂

N
S
i
N
S・

(
活
)
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
有
罪
と
無
罪
の
場
合
を
区
別
し
て
論
ず
る
理
由
な
い
し
必
然
性
が
あ
る
の
か
が
、
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な

批
判
に
対
し
て
は
、
ガ
ロ
l
は
、
京
罪
院
の
有
罪
・
不
諭
罪
の
と
き
再
訴
を
許
さ
な
い
の
は
裁
判
実
務
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
も
の
だ
と
反
論
し
て
い
る

(FVE--

口
3
N
N
∞
N
L
)
-
N
U
Y
3
2
2
ロ
P
呂
田
N
F
開(閉山・

)
E
ぐ
司
C
(〉
-
Y
D
℃
口
k
e
ロ
。
呂
田
・
司
・
可
申
)
。
こ
の
反
論
に
対
し
、
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
エ
は
破
棄
院
一
九
四

論

北法34(5・10)754



八
年
四
月
二
九
日
判
決
(
国
家
叛
逆
罪
)
(
前
訴
有
罪
で
も
後
訴
認
め
る
)
を
挙
げ
て
反
駁
す
る
の
だ
が
(
〈
回
目
岡
田
Y

ロ
D
Z
E
H・。

-m・
5
E・
ロ
∞
N
芯・)、

右
判
決
の
原
審
は
箪
事
法
廷
で
あ
っ
て
特
殊
な
事
案
で
あ
り
、
一
般
化
で
き
な
い
と
思
う
。

(
必
)
ガ
ロ
ー
の
あ
げ
る
二
古
川
と
は
、
①
罪
賓
の
多
様
な
要
素
は
、
治
罪
法
典
に
な
る
と
も
は
や
別
個
の
設
問
の
対
象
と
は
な
り
え
な
く
な
っ
た
、
②
重
罪
院
裁
判

長
は
、
も
は
や
間
審
に
す
べ
て
の
罪
名
を
提
出
す
る
義
務
は
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る

(-zp-
口。

N
N
∞
少
七
-

N

S

立町・)。

(
4
)

ガ
ロ

l
の
議
論
の
不
徹
底
さ
の
た
め
か
、
彼
が
自
然
的
事
実
説
の
論
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が

(
Z〉
】
〉
百
〉

Z
(
内)・
0
咽

-n-r

HY5MIME-)、
こ
れ
は
正
し
く
な
い
。

ヶ・
2
a
一
年
円
ド

bmバ
同
月
一
一
斤
白
山

自
然
的
事
実
説
の
反
撃

第
一
款

立
法
化
の
失
敗
(
。
ハ
ラ
ン
提
案
)

一事不再理の客観的効力 (2)

判
例
の
最
大
の
形
式
的
根
拠
が
、
ブ
リ
ュ
メ

l
ル
法
典
と
治
罪
法
典
と
の
条
文
上
の
差
異
で
あ
る
と
し
た
ら
、
自
然
的
同
一
事
実
説

の
立
場
か
ら
、
こ
の
差
異
を
な
く
そ
う
と
い
う
主
張
の
出
て
く
る
の
は
、
い
わ
ば
必
然
の
結
果
で
あ
っ
た
。

ゴ
ン
ス
(
。
。

B
巾
)
(
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
及
び
破
棄
院
付
弁
護
土
)
は
、
「
治
罪
法
典
三
三
七
条
及
び
三
六

O
条
の
改
町
に
(
一
八
七
五
年
)

と
い
う
論
文
の
中
で
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

一
定
の
複
雑
さ
を
も
た
ら
す
と
は
い
え
、

「
ブ
リ
ュ
メ

l
ル
法
典
の
シ
ス
テ
ム
は
、

上
記
の
よ
う
な
終
局
的
で
確
実
な
解
決

す
な
わ
ち

を
導
く
と
い
う
多
大
な
メ
リ
ッ
ト
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
一
八

O
八
年
の
治
罪
法
典
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
な
か
っ

た
」
。
「
も
し
三
六

O
条

す

べ

て

の

新

た

な

嫌

疑

(

即

日

己

官

庁

芯

と

を

禁

止

す

る

効

果

を

有

す

る

と

主

張

す

る

な

〔
治
罪
法
典
〕
が
、

な
お

ら
、
結
果
と
し
て
、

判
決
に
一
定
の
対
象
及
び
係
争
中
の
設
問
自
体
を
超
え
た
効
力
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
こ
と

北法34(5・11)755



説

は
、
法
の
明
文
の
存
在
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
認
め
ら
れ
る
異
例
の
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
言
い
、

も
し
一
事
不
再
理
原
則
を
最
大
限
認
め
る
べ

論

き
で
あ
る
と
い
う
立
場
|
|
こ
れ
は
ゴ
ン
ス
の
立
場
で
も
あ
る
、
ー
ー
ー
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
言
う
の
で
あ
れ
ば

立
法
の
改
正
が
必
要
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。

(
後
述
)
、

治
罪
法
典

「
現
行
法
文
の
不
都
合
を
除

去
す
る
た
め
に
、

ヴ
ィ
レ
ー
も
、

自
然
的
事
実
説
の
論
者
で
あ
る
が

三
六

O
条
の
暖
昧
さ
に
関
し
て
「
立
法
者
は
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
お
り
、

る
の
が
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、
同
条
の
改
正
案
で
あ
る
パ
ラ
ン
(
司
民
自
同
)
法
案
を
引
照
す
る
。

次
に
、
こ
の
最
初
の
立
法
的
提
案
で
あ
る
。
ハ
ラ
ン
案
の
運
命
を
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

そ
し
て
、

立
法
者
が
こ
の
問
題
を
直
ち
に
終
局
的
に
解
決
す

パ
ラ
ン
案

(
F
H
V
H
8
2
E
s
t
宮・

3
2
2
)
(
一
次
案
)

既
判
力
論
争
を
一
気
に
解
決
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
も
っ
同
法
案
は
、
国
民
議
会
議
員
。
ハ
ラ
ン
氏
に
よ
っ
て
、
議
員
立
法
と
し
て
↑

一
八
七
九
年
に
国
民
議
会
、
次
い
で
代
議
院
令
官

S
F叩
仏

2
k
-
E
H
b
m
)
に
提
出
さ
れ
た
。
当
初
。
ハ
ラ
ン
氏
は
、

七
四
年
、

一
八
七
六
年
、

補
充
設
問
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
三
三
七
条
の
改
正
だ
け
で
十

自
然
的
事
実
説
の
方
向
に
舵
を
と
る
の
に
一
二
六

O
条
の
改
正
は
不
要
で
あ
り
、

分
だ
と
考
え
た
。
つ
ま
り
、
ブ
リ
ュ
メ

l
ル
法
典
の
シ
ス
テ
ム
に
戻
ろ
う
と
し
た
わ
け
で
、
彼
が
国
民
議
会
に
提
出
し
た
改
正
案
の
標
題
も

ま
さ
に
『
共
和
磨
四
年
ブ
リ
ュ
メ

I
ル
法
典
の
諸
原
理
へ
の
回
帰
(
河
2
0日
)
』
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
。
ハ
ラ
ン
氏
の
提
案
し
た
三
三
七
条
案
は

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
(
三
三
七
条
〔
案
〕
)

裁
判
長
は

重
罪
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
事

重
罪
院
の
見
解
と
し
て
、

設
聞
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
事
情
が
、

実
に
も
と
づ
く
犯
罪
の
性
格
を
変
え
る
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
、

重
罪
公
訴
事
実
に
関
し
て
多
少
と
も
そ
の
重
大
性
を
決
定
す
る
よ
う

な
す
べ
て
の
設
聞
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
複
雑
な
設
問
、
あ
る
い
は
重
罪
起
訴
に
含
ま
れ
な
い
設
聞
は
、
証
人
の
供
述
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
提
出
は
許
さ
れ
な
い
が
、
重
罪
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
一
個
ま
た
は
数
個
の
事
情
に
関
し
て
、

が
被
告
人
に
対
す
る
犯
罪
事
実
の
性
格
を
変
え
る
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
、
陪
審
員
に
尋
問
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
す
べ

北法34(5・12)756
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て
、
違
反
し
た
場
合
は
無
効
で
あ
る
」

パ
ラ
ン
氏
が
三
六

O
条
で
は
な
く
、
一
一
一
一
一
一
七
条
の
み
の
改
正
で
足
り
る
と
考
え
た
の
は
、

既
判
カ
の
客
観
的
範
囲
が
陪
審
の
権
限
に
関
す

こ
の
一
般
原
理
の
方
を
動
か
す
こ
と
で
、
ブ
リ
ュ
メ
l
ル
法
典
時
代
の
解
釈
に
至
る
は
ず
だ
と
考
え
た

る
一
般
原
理
に
左
右
さ
れ
る
か
ら
、

か
ら
で
あ
っ
恥
し
か
し
、
パ
ラ
ン
氏
の
折
角
の
提
案
も
、

一
八
七
四
年
六
月
二
五
日
の
国
民
議
会
に
お
け
る
第
一
回
討
議
か
ら
、

厳
し
い

反
対
を
受
け
る
。
同
議
会
議
員
デ
ュ
ポ
ン
(
ロ
ロ
宮
口
片
)
氏
は
、
パ
ラ
ソ
案
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
陪
審
は
、
自
己
の
良
心
を
そ
の
人
道
的
感
情
に
一
致
さ
ぜ
る
た
め
に
、

し
ば
し
ば
、
〔
被
告
人
に
υ
最
も
有
利
な
仮
説
を
あ
え
て
受
け

世
論
の
大
き
な
ひ
ん
し
ゅ
く
と
治
安
へ

ま
た
、
完
壁
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
謀
殺
が
存
す
る
の
に
過
失
致
死
を
あ
え
て
宣
言
し
て
、

の
重
大
な
侵
害
を
も
た
ら
し
た
」

ゴ
ン
ス
も
い
う
よ
う
に
、
右
の
反
論
は
陪
審
制
度
そ
の
も
の
へ
の
攻
撃
で
あ
る
。
デ
ュ
ポ
ン
が
心
配
す
る
「
治
安
」

容
れ
、

の
侵
害
を

し
か
し
、

防

ぎ

た

い

な

ら

、

一

二

三

七

条

、

陪

審

制

度

そ

の

も

の

の

廃

止

を

要

求

す

れ

ば

よ

い

。

陪

審

の

是
正
す
る
た
め
に
軽
罪
に
よ
る
再
起
訴
を
認
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
本
末
顛
倒
で
あ
る
。

一六

O
条
の
維
持
よ
り
も

「
寛
容
」

一事不再理の客観的効力 (2)

パ
ラ
ン
第
一
次
提
案
に
対
し
て
は
、
他
に
も
二
つ
の
反
対
理
由
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
司
法
官
の
良
心
を
侵
害
す
る
の
は
避
け
る
べ
き

で
あ
る
、
②
裁
判
長
が
重
罪
公
訴
部
の
決
定
の
修
正
者
と
な
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
、

ン
ス
の
次
の
反
対
論
が
妥
当
し
よ
う
。

と
の
理
由
で
あ
る
。

」
れ
に
対
し
て
は
、

①
法
律
が
司
法
官
(
裁
判
長
)

に
そ
の
役
割
を
示
す
こ
と
を
も
っ
て
、
彼
の
良
心
を
侵
害
す
る
と
主
張
す
る
の
は
正
し
く
な
い
。
弁
論
か

ら
生
じ
た
設
関
の
探
究
や
そ
の
陪
審
へ
の
提
出
が
、

い
か
に
し
て
侵
害
を
含
み
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

②
重
罪
公
訴
部
の
決
定
は
、
絶
対
的
・
終
局
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
弁
論
や
証
人
尋
問
は
、
裁
量
権
限
に
も
と
づ
い

て
活
動
す
る
裁
判
長
を
し
て
、

日
々
、
補
充
設
聞
に
よ
り
右
決
定
を
修
正
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

さ
を‘P コ
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説

こ
の
よ
う
に
、
パ
ラ
ン
第
一
次
案
に
対
す
る
反
論
は

い
ず
れ
も
十
分
な
説
得
性
を
備
え
て
い
る
よ
う
に
は
み
え
な
い
の
だ
が
、
こ
の
第

論

一
次
案
は
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
理
由
は
、
右
に
紹
介
し
た
反
論
に
尽
き
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

重
罪
院
裁
判
長
を
拘
束
す
る
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
他
方
で
補
充
設
問
(
し
ば
し
ば
よ
り
軽
い
犯
罪
に
関
す
る
)
が
陪
審
の
怠
慢

や
善
意
の
寛
大
さ
に
途
を
聞
い
て
し
ま
う
と
い
う
懸
念
を
説
得
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
パ
ラ
ン
案
は
一
方
で

ハ
ラ
ン
案
(
二
次
案
)

第
一
次
案
か
ら
二
年
経
っ
た
一
八
七
六
年
、

再
度
。
ハ
ラ
ン
氏
か
ら
の
治
罪
法
典
改
正
提
案
が
な
さ
れ

た
。
た
だ
し
今
回
は
、
三
三
七
条
で
は
な
く
、
三
六

O
条
を
次
の
よ
う
に
修
正
し
よ
う
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

適
法
に
無
罪
を
言
渡
さ
れ
た
者
は
、
同
一
事
実
の
た
め
に
、
た
と
え
そ
れ
が
別
の
罪
名
を
付
さ
れ
て
い
て
も
、

第
一
次
案
と
同
じ
目
的
か
ら
、

「
(
三
六

O
条
〔
案
〕
)

再
び
逮
捕
な
い
し
訴
追
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
(
傍
点
白
取
)

す
な
わ
ち
、
当
時
の
治
罪
法
典
三
六

O
条
に
、
右
傍
点
部
分
「
た
と
え
そ
れ
が
別
の
罪
名
を
付
さ
れ
て
い
て
も

(nmEZE---ER巾
5
8同

AE--E)」
を
付
加
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

は
じ
め
第
一
次
議
会
発
議
委
員
会
に
か
け
ら
れ

果
は
リ
ズ
ボ
ン
ヌ
(
戸
町
σcロロ巾)

パ
ラ
ン
第
二
次
提
案
は
、

議
員
が
議
会
で
報
告
し
て
い
る
が
、
こ
の
報
告
要
旨
に
よ
る
と
、

。
ハ
ラ
ン
案
の
検
討
を
付
託
さ
れ
た
右
の

そ
の
結

委
員
会
は
。
ハ
ラ
ン
氏
と
「
実
質
上
同
一
目
的
を
企
画
し
て
い
た
が
、
法
案
と
同
じ
法
的
手
段
に
依
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
委
員
会
は
一
二

三
六

O
条
に
数
語
付
加
す
る
に
止
ど
め
た
」
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
六

O
条
改
正
案
が

一
七
条
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
修
正
を
無
視
し
、

パ
ラ
ン
氏
の
意
思
に
沿
っ
た
も
の
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

い
ず
れ
に
し
ろ
論
争
は
再
び
議
会
に
持
ち
込
ま
れ
た
。
リ
ズ
ボ
ン
ヌ
氏
は
、
法
案
の
提
案
理
由
と
し
て
、
今
の
ま
ま
で
は
、
被

告
人
は
事
実
が
す
べ
て
の
罪
名
を
受
け
終
わ
る
ま
で
何
度
で
も
裁
判
所
に
呼
ば
れ
る
苦
痛
を
免
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
で
は
究
極
的
な

と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
、

し
か
し
、

治
安
の
利
益
は
守
り
え
て
も
「
司
法
判
断
の
道
徳
的
権
威
」
が
守
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
、
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次
の
よ
う
な
反
論
が
出
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

同
法
案
に
よ
る
と
、
①
重
罪
院
裁
判
長
の
権
限
に
煩
雑
さ
を
も
た
ら
し
、
@
刑
事
サ
ン

ク
シ
ョ
ン
を
弱
体
化
さ
せ
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

リ
ズ
ボ
ン
ヌ
報
告
で
は
、

」
れ
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
反
駁
し
て
い
る
。

て

事
実
の
主
観
面
及
び
犯
罪
の
多
少
と
も
重
要
な
面
に
関
し

重
罪
起
訴
状
及
び
被
告
人
の
防
禦
な
い
し
弁
論
か
ら
生
じ
た
す
べ
て
の
設
聞
を
陪
審
に
提
出
す
る
義
務
は
な
い
。
義
務

2
2
0
5

こ
の
点
に
つ
い
て
、
何
も
新
し
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
」

①
「
重
罪
院
裁
判
長
は
、

共
和
暦
四
年
ブ
リ
ュ
メ
i
ル
法
典
下
の
よ
う
に
、

か
わ
り
に
権
限
(
出
血
h
己
芯
)
を
持
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。

旧
三
六
五
条
を
あ
げ
て
説
明
す
る
。

と
し
て
、
治
罪
法
典
旧

ゴ
一
八
条
、

②
反
論
の
第
二
は
、
刑
事
サ
ン
ク
ジ
ョ
ン
及
び
公
共
の
利
益
は
第
二
の
訴
追
に
よ
る
有
罪
か
ら
よ
り
も
、

不
当
な
無
罪
か
ら
よ
り
一
一
層
害

さ
れ
る

と
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
、

軽
罪
で
限
ら
れ
た
傍
聴
人
の
前
で
言
渡
す
有
罪
よ
り
重
罪
院
で
弁
論
を
経
た
陪
審
に
よ
る
有

し
か
し

罪
の
方
が
、
世
論
に
対
す
る
心
理
的
効
果
は
大
で
あ
ろ
う
(
つ
ま
り
、
前
訴
の
重
罪
院
の
間
違
っ
た
無
罪
を
避
け
る
の
が
先
決
、

と
い
う
こ

と
で
あ
る
)
。

四

こ
の
第
二
次
案
も
結
局
成
立
し
な
か
っ
た
。
不
成
立
の
理
論
的
レ
ベ
ル
に
お
け
る
理
由
は
、

右
に
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
い
ち
お

一事不再理の客観的効力 (2)

「
こ
れ
ら
法
案
は
委
員
会
の
興
味
深
い
議
論
の
対
象
と
は

さ
れ
た
が
、
決
し
て
大
衆
の
議
論
(
島
田
口

5
回目。ロ匂己】
-
S己
申
)
に
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
ガ
ロ
1
の
指
摘
の
あ
る
こ
と
を
、
最
後
に

う
説
明
が
可
能
と
思
わ
れ
る
が
、

政
治
的
レ
ベ
ル
に
お
け
る
理
由
に
関
し
て
は
、

挙
げ
て
お
く
。

(
1
)

。。Z印
開
(
岡
山

-
y
h
h
h
x片
付
白
色
口
昌
弘
同
師
向
、
同
庁
守
的

ωωuv
ミ

ω町
、
九
呂
町
岳
民
冊
、
言
的
問
、
廷
内
向
叫
O
呂

町

wι
ぎ
な
と
な
'
勾
司
HVHha河
内
、
.HH凡
さ
ミ
野
川
町
h
h
&
~
b
h芯
苫

ミ

吾

川

、
宮
、
民
旬
、
、
忠
弘
ぬ
苫
円
、
.

H
∞J
可
印
・
目
v
・
]
{
∞
ぬ
丹
切

(
2
)
F
M
L
-
M
】・巴

の
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説

(
3
)
E
P
-
-
M十
日
印
・

(
4
)
-
Z
Lニ
司

-
N
m
-

(
5
)

〈
同
FFMWJ同
(
何
-
Y

ロO
宮
田
口

ω

-

H
∞叶斗・]「品
H

・

(
6
)

議
員
提
出
法
案
で
あ
る
こ
と
は
、
「
司

B
u
s
-
t
oロ
」
と
い
う
用
語
に
よ
っ
て
も
分
か
る
。
政
府
提
出
法
案
で
あ
れ
ば
「
司
同
と
2
L
O
Z
F
」
と
い
う
と
こ
ろ
で

あ
る
。

(
7
)

の
〉
間
同
〉
d
ロ
(m・
2
M
M
-
y
o
-
u
-
a
f
口。

N
N
由N
-
℃
-
N
∞。・

(
8
)

の
O
Z印
刷
出

(
m
Y
D
M
M
e
n
-
r
u
-
M
A凶

・

〈

9
)

与
正
・

(凶

)
5
F
P
-
匂
-

N
由
児
・

(

口

)

』

r
E・
・
同
v
-
U
0
・

(ロ
)
F
-
L
.

(臼

)
F
E
-

(
M
)

忌
丘
二
句
-

N
由・

(
お
)
同
じ
三
六

O
条
の
改
正
に
つ
き
、
ベ
ル
ギ
ー
一
八
五

O
年
法
は
ま
っ
た
く
反
対
の
方
向
を
目
指
し
た
立
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
八
五

O
年
法
の
方
は
無
事
成

立
し
、
解
釈
上
の
争
い
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
。
詳
細
は
、
本
章
〔
小
括
〕
註

(
1
)
参
照
。

n
f
m
)

』
・
。
・
二
w
o
g
m
w
-
5
a
-
匂

-ug∞
l
ω
S由・

(
幻
)
手
広
・

(
由
同
)
与
三
・

〔
ゆ
)
「
義
務
」
が
な
い
、
と
い
う
点
は
、
第
一
次
案
と
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
設
問
提
出
の
「
義
務
」
を
認
め
る
こ
と
な
く
、
一
事
不
再
理
の
客
観
的

範
囲
を
拡
げ
る
こ
と
を
企
画
し
た
点
に
、
第
二
次
案
の
特
徴
が
あ
る
。

〈
加
)
こ
の
三
三
八
条
、
一
ニ
六
五
条
は
、
後
述
す
る
一
九
四
一
年
法
律
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
(
本
節
第
三
款
参
照
〕
。

(
幻
)
の
〉

mm〉
己
り

(
H
P
2
司
-
Y
D同
y
n
F
f
ロ。
N
N由
一
戸
回
以

-
M昂{)・

論
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第
二
款

学
説
H
自
然
的
事
実
説
付

一
九
世
紀
に
お
け
る
展
開

ω一
八
一
二
年
デ
ィ
フ
ィ
ス
破
棄
院
判
決
を
鳴
矢
と
し
て
、
判
例
は
、

の
で
あ
る
が
、

既
に
み
た
よ
う
に
い
わ
ゆ
る
「
法
的
事
実
」
説
を
確
立
し
て
い
く

こ
れ
に
対
す
る
学
説
の
対
応
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
も
ち
ろ
ん
、
時
代
と
と
も
に
そ
の
対
応
に
も
変
遷
が
み
ら

れ
る
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
一
九
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
、

う

判
例
に
反
対
し
自
然
的
事
実
説
を
主
張
す
る
論
者
は
ご
く
少
数
に
止
ど
ま
り
、

そ
れ
を
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
典
の
各
法
条
の
必
然
的
帰
結
と
理
解
し
て
き
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

自
然
的
事
実
説
は
当
初
は
ご
く
少
数
説
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
あ
り
、
一
般
に
言
わ
れ
る
よ
う
な
「
学
説
札
判
例
」
と
対
比
さ

一
九
世
紀
末
か
ら
今
世
紀
以
降
に
か
け
て
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。

「
学
説
の
大
部
分
は
こ
の
判
例
に
従
い
、

れ
る
程
に
学
説
に
浸
透
し
て
き
た
の
は
、

こ
こ
で
は
ま
ず
、
治
罪
法
典
の
下
で
自
然
的
事
実
説
の
口
火
を
切
っ
た
カ
ル
ノ
の
主
張
を
取
り
上
げ
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。

一事不再理の客観的効力 α〕

ωカ
ル
ノ
は
、
法
的
事
実
説
を
採
っ
た
破
棄
院
判
例
に
対
す
る
反
証
は
、

る
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条
に
は
「
同
一
事
実

(
Z
B
D自
由
主
丹
)
」

と
は
な

「
明
白
か
つ
明
確
な
」

ヱハ
O
条
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き

と
あ
る
だ
け
で
、
「
同
一
犯
罪

(
F
B
P
B
m
R
E
5
)」

っ
て
い
な
い
、
と
。
例
を
あ
げ
る
と
、
「
故
殺

(
B
2
2
2
)」
と
「
致
死
行
為

(roEn丘
町
)
」
が
、
「
同
一
事
実
」
で
は
な
い
、

と
果
た
し
て

言
え
る
だ
ろ
う
か
。
加
重
事
情
、
減
軽
事
情
が
加
わ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
致
死
行
為
」
と
い
う
「
事
実
」

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
法
的
事
実
説
は
、
ブ
リ
ュ
メ

l
ル
法
典
か
ら
治
罪
法
典
に
変
わ
っ
て
、

の
性
質
を
変
え
る

裁
判
長
は
起
訴
状
に
由
来
す
る
設
問

を
提
出
す
る
義
務
し
か
な
く
な
っ
た
こ
と
を
理
由
に
あ
げ
る
が
、

し
か
し
、
「
同
法
典
の
い
か
な
る
条
文
も
、

裁
判
長
が
、

陪
審
を
し
て
す

べ
て
の
側
面
か
ら
事
実
を
評
価
さ
せ
る
よ
う
な
事
情

(-2
巳
R
Oロ
忠
告
自
由
)
に
関
す
る
設
聞
を
補
充
的
に
提
出
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
他
方
、

し
た
が
っ
て
、
『
故
殺
』

の
存
在
に
つ
い
て
設
聞
を
受
け
た
陪
審

陪
審
の
行
う
審
議
を
妨
げ
る
も
の
は
何
も
な
い
。
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説

~'i 

『
軽
率
ま
た
は
不
熟
練
』

に
つ
い
て
も
当
然
宣
言
で
き
る
」
。

こ
の
理
は
無
罪
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ

に
よ
る
単
純
『
致
死
行
為
』

て
、
故
殺
無
罪
は
過
失
に
つ
い
て
も
無
罪
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
の
例
で
は
、
盗
罪
の
み
起
訴
さ
れ
た
と
き
の
蛙

論

の
設
聞
が
何
故
許
さ
れ
る
か

物
隠
匿
(
同
叩
n
b
H
b
)

の
設
問
、
重
罪
正
犯
の
み
起
訴
さ
れ
た
と
き
の
共
犯

(nos--aS、
未
遂
(
芯
ロ
仲
間
片
山
4
巾
)

と
い
え
ば
、

」
れ
ら
は
決
し
て
別
の
「
事
実
」
で

」
れ
ら
は
重
罪
起
訴
「
事
実
」
の
修
正

(
ヨ
。
門
回
目
白

g昨
日
。
ロ
凹
)

に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

は
な
い
。
故
殺
無
罪
の
後
の
過
失
致
死
起
訴
を
認
め
る
こ
と
は
、

ひ
い
て
は
、
謀
殺
無
罪
後
の
故
殺
の
起
訴
を
防
止
し
え
な
く
さ
え
な
っ
て

し
ま
う
。

こ
の
カ
ル
ノ
の
所
説
前
半
の
、
加
重
事
情
、
減
軽
事
情
が
加
わ
っ
て
も
、

こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
、

た
と
え
ば
「
致
死
行
為
」
と
い
う
「
事
実
」
の
性
質
を
変
え
る

ル
セ
リ
エ
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
す
な
わ
ち
三
六

O
条
の
「
事
実
」
は
法
的
事
実
で
あ
り
、

(
同
コ
二
九
条
)
を
異
な
っ
た
法
的
事
実
と
み
な
し
た
か
ら
こ
そ
、

(
吉
田
山
口
丘
町
庄
司

o-oE白
古
川
)
」

そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
罪
名
を
与
え
た
の
で
あ
る
、
と
。

法
は
、
故
殺
す
な
わ
ち
「
故
意
の
殺
害
容
O
B
E号
4
0
Z
ロ仲間
FB)」
(
刑
法
典
二
九
五
条
)

と

「
過
失
致
死

し
か
し
、
右
の
対
立
は
、
三
六

O
条
の
「
事
実
」
の
解
釈
と
い
う
出
発
点
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

必
ず
し
も
噛
み
合
っ
た
議
論

に
は
な
っ
て
い
な
い
。

カ
ル
ノ
の
所
説
後
半
の
、
法
的
事
実
説
に
よ
る
と
謀
殺
無
罪
後
の
故
殺
の
起
訴
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
、

と
い
う
点
に
つ
い
て

』主

の
設
問
に
対
す
る
陪
審
の
答
申
が

『
故
殺
』

の
存
在
・
不
存
在
に
関
す
る
宣
告
を
含
ま
な
い
と
い
う

ル
セ
リ
エ
は
、
「
も
し
『
謀
殺
』

の
で
あ
れ
ば
、
『
謀
殺
』
無
罪
の
被
告
人
を
『
故
殺
』

の
犯
人
と
し
て
訴
追
で
き
る
こ
と
を
認
め
る
」
が
、
「
し
か
し
、
『
故
殺
』

の
事
実
に

対
し
て
も
同
時
に
答
え
る
こ
と
な
く
、
陪
審
が
『
謀
殺
』
の
事
実
に
つ
い
て
答
申
す
る
こ
と
は
不
可
能
」

該
ら
な
い
と
言
う
。
こ
の
場
合
、
い
わ
ば
大
は
小
を
兼
ね
る
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
か
ら
、

で
あ
る
か
ら
、

カ
ル
ノ
の
反
論
は

ル
セ
リ
エ
の
言
う
通
り
で
あ
る
し
、
現
に
か
よ

う
な
再
訴
を
認
め
た
判
例
も
見
当
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、

一
事
不
再
理
の
適
用
が
恋
意
に
流
れ
る
こ
と
を
警
戒
す
る
カ
ル
ノ
の
姿
勢
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に
は
汲
む
べ
き
も
の
が
あ
る
。

ωエ
リ
ー
の
言
う
自
然
的
事
実
説
は
、
大
要
次
の
五
つ
の
論
拠
に
も
と
づ
く
。

①
治
罪
法
典
の
陪
審
日
補
充
設
問
シ
ス
テ
ム
も
自
然
的
事
実
説
を
と
っ
た
と
言
わ
れ
る
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
法
典
の
シ
ス
テ
ム
と
同
様
で
あ
る
。

②
治
罪
法
典
に
お
け
る
重
罪
院
裁
判
長
の
権
限
・
義
務
も
、
ブ
リ
ナ
メ

l
ル
法
典
下
の
裁
判
長
の
権
限
・
義
務
と
同
じ
で
あ
る
。

③
治
罪
法
典
の
各
条
文
の
「
事
実
」
と
い
う
語
は
自
然
的
事
実
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

④
判
例
の
法
的
事
実
説
は
陪
審
の
決
定
の
不
可
侵
性
を
害
ず
る
。

⑤
判
例
の
法
的
事
実
説
は
既
判
力
原
理
に
反
す
る
。

以
上
で
あ
る
が
、
自
然
的
事
実
説
の
代
表
的
論
者
た
る
エ
リ
!
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
を
、

右
の
各
論
点
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
検
討

す
る
。

一事不再理の客観的効力 ο〉

「
治
罪
法
典
が
共
和
暦
四
年
ブ
リ
ュ
メ

l
ル
コ
一
日
法
典
の
シ
ス
テ
ム
を
別
の
シ
ス
テ
ム
に
変
え
、

諸
項
目
に
関
す
る
陪
審
の
権
能
(
宮
山
回
目
白
日
刊
)
を
制
限
し
た
と
い
う
の
は
、
事
実
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
疑
問
を
提
起
す
る
。
そ
し
て
、

ブ
リ
ュ
メ

i
ル
法
典
三
七
四
条
、
一
二
七
九
条
か
ら
導
か
れ
る
原
則
に
よ
れ
ば
、
設
問
は
、
罪
と
な
る
べ
き
事
実

(
g
p
w
g
n江
田
町
忌
)
の
存

在
、
道
義
性
、
付
随
事
情
を
対
象
と
す
る
も
の
で
当
該
犯
罪
の
性
格
を
少
し
も
変
更
し
な
い
も
の
と
、

① 

エ
リ
ー
は
ま
ず
、

重
罪
起
訴
状
の

重
罪
起
訴
状
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
な

い
が
当
該
犯
罪
の
性
格
を
変
更
す
る
も
の
の
二
つ
が
区
別
さ
れ
る
。
裁
判
長
は
、
前
者
の
設
聞
は
必
ず
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
後

者
の
設
問
提
出
は
、
「
単
な
る
権
限
(
由

5
1
1
2己
広
)
L

に
す
ぎ
な
か
っ
問
。
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」
の
よ
う
な
手
続
様
式
は
、

治
罪
法
典
の
下
で
も
生
き
て
い
る
。

設
問
の
二
つ
の
範
障
は
な
お
存
続
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
「
ひ
と
つ

の
範
障
は
違
反
す
る
と
無
効
と
な
る
も
の
で
、
重
罪
起
訴
状
の
結
果
た
る
設
問
、

た
法
律
上
の
宥
恕
す

E
5伺
)
事
実
で
あ
る
。
他
の
ひ
と
つ
は
、

弁
論
か
ら
生
じ
た
加
重
事
情
、
最
後
に
被
告
人
の
提
出
し

か
っ
そ
の
評
価
も
裁
判
長
な
い
し
重
罪
院
に
委
ね
ら
れ

純
粋
に
任
意
的
、



説

て
い
る
も
の
で
、
事
実
の
性
格
を
変
更
し
、
新
た
な
関
係
で
彼
を
問
責
し
、

主
た
る
訴
追
と
並
行
し
て
弁
論
か
ら
生
じ
た
補
充
設
聞
を
提
出

す
る
設
問
で
あ
る
。
そ
し
て
現
行
法
〔
治
罪
法
典
〕
は
、

補
充
設
問
の
提
出
を
少
し
も
禁
じ
て
い
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
〔
旧
〕

三
三
七
条

論

は
、
設
聞
が
提
出
さ
れ
る
べ
き
方
法
を
示
す
に
す
ぎ
ず
、
〔
旧
〕

弁
論
か
ら
生
じ
た
設
聞
が
陪
審
に
提
出
さ
れ

一
般
的
に
、

=
二
八
条
は
、

る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
〔
旧
〕
三
六
五
条
は
、
『
弁
論
の
結
果
、

事
実
が
重
罪
院
の
管
轄
に
属
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
に
お

い
て
も
』
重
罪
院
は
法
律
上
の
刑
の
適
用
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、

重
罪
院
は
陪
審
の
宣
言
に
も
と
づ
か

な
け
れ
ば
判
決
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
陪
審
は
弁
論
の
結
果
、

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
。

事
実
が
単
な
る
軽
罪
し
か
構
成
し
な
い
場
合
で
も
そ
の
事
実
を
評
価
し
な

エ
リ
ー
の
右
の
解
釈
は
、
な
か
な
か
巧
妙
で
あ
り
一
定
程
度
説
得
性
を
有
す
る
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
追
随
者
は
、

B
V
 

そ
の
後
限
に
つ
か
な

②
エ
リ
ー
は
さ
ら
に
①
を
承
け
て
、
ブ
リ
ュ
メ
I
ル
法
典
と
治
罪
法
典
の
設
問
提
出
に
関
す
る
「
差
異
」
の
問
題
を
検
討
す
る
。

ー
も
、
両
者
の
聞
の
差
異
が
存
在
す
る
こ
と
は
認
め
る
。
し
か
し
、
「
そ
れ
は
本
質
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
形
式
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、

重
罪
院
や
陪
審
の
管
轄

(gBHub芯
ロ
ロ
叩
)
を
変
更
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、

で
も
な
い
」
と
言
う
。
具
体
的
に
は
、
「
二
つ
の
立
法
に
お
い
て
、

結
果
と
し
て
罪
と
な
ら
ず
の
宣
言
の
効
果
を
変
更
す
る
も
の

重
罪
起
訴
の
対
象
と
さ
れ
た
事
実
は
弁
論
で
単
に
重
罪
起
訴
が
意
図
し

た
観
点
か
ら
だ
け
で
な
く
、
弁
論
が
そ
の
性
格
を
変
更
さ
せ
る
場
合
に
は
別
の
側
面
か
ら
も
評
価
さ
れ
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
つ
の
立
法

同
一
事
実
を
対
象
と
は
し
て
い
る
が
第
一
の
〔
訴
訟
の
〕
弁
論
で
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
必
然

的
に
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
す
べ
て
の
後
発
的
重
罪
起
訴
か
ら
、
被
告
人
を
等
し
く
保
護
す
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、
抽
象

に
お
い
て
、
無
罪
の
後
の
重
罪
起
訴
は
、

的
に
は
右
の
よ
う
に
も
言
え
る
が
、
こ
こ
で
の
問
題
は
補
充
設
問
提
出
の
「
義
務
」
の
存
否
で
あ
り
、

エ
リ
ー
が
こ
の
点
に
十
分
答
え
て
い

る
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
原
因
は
、
彼
が
補
充
設
聞
に
関
し
て
①
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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な
お
エ
リ
ー
は
、
「
補
充
設
聞
は
主
た
る
重
罪
起
訴
を
弱
体
化
す
る
効
果
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
」
、

つ
ま
り
陪
審
員
に
寛
容
さ
の
逃
げ
道

を
作
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
倶
に
答
え
て
、

法
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
陪
審
員
へ
の
不
信
感
か
ら
生
ま
れ
た
こ
の
懸
念
も
、

法
律
は
重
罪
院
に
付
託
さ
れ
た
事
実
は
す
べ
て
の
側
面
か
ら
検
討
さ
れ
う
る
と
規
定
し
た
。

そ
し
て
も
し
こ
の
条
文
が
、
知
的
で
良
心
的
な

陪
審
員
を
前
提
と
す
る
な
ら
、
裁
判
長
が
討
議
の
場
を
準
備
し
た
と
き
に
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
、
結
論
と
し
て
「
い
か
な
る
補
充
設
問
も
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、

隠
さ
れ
た
暗
礁
を
陪
審
員
に
認
知
さ
せ
る
の
は
裁
判
長
の
役
割

第
一
の
重
罪
起
訴
は
同
一
事
実
に
つ

い
て
す
べ
て
の
後
の
嫌
疑
を
消
滅
さ
せ
て
し
ま
う
か
、

結
論
に
至
る
べ
き
で
あ
る
」
と
論
定
す
る
。

こ
の
嫌
疑
が
基
礎
を
欠
い
た
も
の
と
判
断
さ
れ
た
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
、

と
い
う

③ 

次
に
、

エ
リ
ー
は
条
文
形
式
の
問
題
を
論
じ
る
。

一
七
九
一
年
九
月
二
ハ
|
二
九
日
法
律
入
篇
三
条
及
び
共
和
暦
四
年
ブ
リ
ュ
メ

l
ル
三
日
法
典
四
二
六
条
の
文

言
を
正
確
に
再
現
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
右
の
ニ
つ
の
法
律
の
言
う
「
同
一
事
実
」
は
自
然
的
同
一
事
実
と
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
だ
と
す

治
罪
法
典
三
六

O
条
は

る
と
、
「
も
し
治
罪
法
典
の
起
章
者
、
が
、

先
の
二
つ
の
立
法
の
下
で
有
し
て
い
た
意
味
と
異
な
る
意
味
を
こ
の
文
言

〔
同
一
事
実
〕
に
付
与

ー事不再理の客観的効力 α〉

し
た
と
主
張
す
る
な
ら
、
何
故
そ
れ
を
再
現
し
た
の
か
、
何
故
再
現
す
る
に
あ
た
っ
て
、

っ
た
の
か
?
」
。

少
な
く
と
も
新
し
い
意
味
を
表
明
し
て
お
か
な
か

さ
ら
に
エ
リ
ー
は
、
治
罪
法
典
の
他
の
条
文
に
お
け
る
「
同
一
事
実
」
の
用
例
を
と
り
上
げ
る
。

ま
ず
彼
の
指
摘
す
る
治
罪
法
典
の
二
つ

の
条
文
を
あ
げ
る
と
、
ー
ー

「
(
ニ
四
六
条
)
重
罪
公
訴
部
が
重
罪
院
に
移
送
す
る
必
要
が
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
被
告
人
は
同
一
事
実
の
た
め
再
び
重
罪
院
に
移
送

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
新
た
な
証
拠
が
あ
ら
わ
れ
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
」
(
傍
点
白
取
)

重
罪
公
訴
部
は
、

「(一二ニ

O
条
〔
一
八
五
六
年
七
月
一
七
日
法
律
〕
)

被
告
人
を
違
警
罪
裁
判
所
ま
た
は
軽
罪
裁
判
所
に
移
送
す
べ
き

北法34(5・21)765



説

も
の
と
認
め
る
と
き
は
、
管
轄
裁
判
所
に
移
送
す
る
旨
の
言
渡
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
違
警
罪
裁
判
所
に
移
送
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
被
告
人
を
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
一
び

論

右
の
二
四
六
条
の
「
同
一
事
実
」
は
、

「
自
然
的
同
一
事
実
」
以
外
の
意
味
に
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
の
は
、
「
重

罪
公
訴
部
は
、
二
三

O
条
の
文
言
に
よ
れ
ば
、

事
実
が
軽
罪
ま
た
は
違
警
罪
の
性
格
を
も
っ
と
認
め
ら
れ
た
と
き
は
、
被
告
人
を
軽
罪
ま
た

は
違
警
罪
裁
判
所
に
移
送
す
る
権
限
(
℃

2
4
0
5
を
も
っ
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
免
訴
決
定
は
、

新
た
な
証
拠
が
発
見
さ
れ
な
い
限
り
可
能
性

あ
る
す
べ
て
の
罪
状

(
B
E
g
-
g
S
R
E比
ロ
色
町
内
】
ロ
印
)
を
排
除
す
る
。
こ
の
場
合
に
、

二
四
六
条
と
三
六

O
条
に
関
し
て
、
前
者
〔
の
同

事
実
〕
が
自
然
的
同
一
行
為

(
g
h
v
B
m
R
S
B民
合
主
)
を
意
味
し
、
後
者
〔
の
同
一
事
実
〕
が
同
一
罪
状

(
B
b
B
o
g
ロユ
5
2位
。
ロ
)
を
意

味
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
し
て
認
め
ら
れ
ょ
う
か
」
。

要
す
る
に
、

同
一
法
典
の
同
一
文
言
は
統
一
的
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
彼
の
主
張
し
た
い
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

④ 

エ
リ

l
の
解
釈
は
、

法
の
沿
革
に
も
そ
の
諸
条
文
に
も
合
致
す
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
何
よ
り

特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
?
陪
審
が

右
に
み
て
き
た
よ
う
に
、

も

そ
の
所
説
の
基
礎
に

「
陪
審
決
定
の
不
可
侵
性
の
原
理
」

を
据
え
る
点
が
、

「
被
告
人
は
罪
と
な
ら
ず
」
と
答
申
し
て
も
、

そ
の
答
申
を
決
定
づ
け
た
理
由
を
探
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
被
告
人
が
そ
の
事
実
の
行

為
者
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
事
実
が
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ず
、
あ
る
い
は
実
行
行
為
に
際
し
て
い
か
な
る
犯
罪
意
図
も
な

か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
そ
も
そ
も
、
陪
審
員
が
罪
名
を
拒
否
し
た
の
か
、
訴
権
ま
で
、
す
な
わ
ち
事
実
そ
の
も
の
ま
で
否
定
し
た
の

か
を
知
る
た
め
に
陪
審
員
の
良
心
を
調
べ
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
?
」
(
傍
点
白
取
)
。
そ
し
て
も
し
理
由
の
付
せ
ら
れ
て
い
な
い
陪
審
の

答
申
の
解
釈
が
不
可
能
で
あ
る
な
ら
、
「
い
か
に
し
て
、
前
訴
と
衝
突
す
る
危
険
を
官
す
こ
と
な
く
第
二
の
訴
追
を
提
起
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
か
」
と
い
う
疑
問
を
提
起
す
る
。

こ
れ
を
、

一
八
一
二
年
デ
ィ
フ
ィ
ス
事
件
を
例
に
し
て
一
吉
う
と
、
「
被
告
人
が
故
殺
で
罪
と
な
ら
ず

と
宣
言
さ
れ
た
場
合
、
も
し
被
告
人
が
殺
害
現
場
に
い
な
か
っ
た
と
か
、

殺
人
の
事
実
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
で
陪
審
の
答
申
が
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な
さ
れ
た
と
し
た
ら
、

い
か
に
し
て
彼
を
過
失
致
死
で
訴
追
す
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
主
張
に
な
る
。

被
告
人
と
訴
追
側
の
い
ず
れ
の
不
利
益
に
解
す
る
か
、

と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
が
、

前
訴
判
決
の
「
理
由
」
不
明
と
い
う
事
実
を
、

リ
ー
は
こ
れ
を
被
告
人
に
不
利
益
に
処
理
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
の
で
あ
る
。

⑤ 

最
後
に
エ
リ
ー
は
、
自
分
の
解
釈
が

と
固
く
結
合
し
て

「
既
判
力
原
理
そ
の
も
の
(
芯
背
広
口
町
宮

B
E
H刊
号

F
n
r
g
m
Y
1巾)」

お
り
、
被
告
人
の
手
続
負
担
を
む
し
返
え
さ
な
い
と
い
う
そ
の
本
質
に
合
致
し
て
い
る
、
と
一
百
ぅ
。
す
な
わ
ち
、
判
例
の
よ
う
に

「
被
告
人

が
重
罪
院
で
弁
論
の
厳
し
い
苦
痛
を
受
け
た
場
合
に
、
彼
を
、

同
一
事
実
の
た
め
に
別
の
裁
判
所
に
再
度
召
喚
で
き
る
と
い
う
の
は
、

し
く
は
な
い
か
?

こ
の
第
二
の
訴
追
は
、

そ
れ
は
、
間
接
的

陪
審
決
定
に
対
す
る
一
種
の
抗
議
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
?

に
答
申
の
効
果
を
無
効
な
い
し
制
限
す
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
?

そ
し
て
さ
ら
に
言
え
ば
、

検
察
官
が
被
告
人
を
あ
れ
こ
れ
の
裁
判

所
に
訴
追
す
る
こ
と
が
で
き
、

同
一
事
実
を
、
あ
る
と
き
は
重
罪
、
あ
る
と
き
は
軽
罪
、

あ
る
と
き
は
違
警
罪
と
し
て
提
起
す
る
こ
と
に
よ

(
四
)

り
、
被
告
人
を
絶
え
間
な
い
脅
威
に
曝
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、
適
切
、
適
法
な
こ
と
だ
ろ
う
か
?
」
と
。

)事不再理の客観的効力 (2)

こ
の
⑤
の
理
由
が
、
最
も
説
得
的
か
つ
普
遍
的
に
意
義
を
有
す
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。
既
判
力
の
本
質
論
と
し
て
こ
こ
で
語
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
「
人
権
」
と
し
て
の
一
事
不
再
理
が
、

被
告
人
の
手
続
負
担
に
着
目
し
て
そ
の
苦
痛
の
反
復
を
許
さ
な
い
と
い
う
点

で
、
英
米
法
の
「
二
重
の
危
険
」
と
も
緊
密
な
共
通
基
盤
を
有
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
に
十
分
で
あ
る
。

エ
リ
ー
は
付
言
し
て
「
〔
私
見
に
よ
る
と
〕
正
義

cgznm)
は
無
防
備
に
な
る
」
と
の
反
論
が
あ
る
が
、
複
数
の
罪
名
に
理
由
が
あ
る
場

合
で
あ
れ
ば
、
臥
叩
臨
m
b
(伊
}

白

同

C
U
)

設
聞
を
提
出
す
れ
ば
よ
く
、
エ
リ
ー
が
否
定
す
る
の
は
こ
れ
を
反
復
し
む

(
Z
2
2巴
2
5
8同
)
問
題
に

す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
明
快
に
述
べ
て
い
る
。

凶
一
八
六
九
年
に
公
刊
さ
れ
た
『
刑
事
既
判
力
に
つ
い
か
)
』
と
い
う
著
書
は
、

る
。
オ
メ
ー
は
、

オ
メ

l

(〉
・
出
。
B
田
町
可
)
(
弁
護
士
)

の
学
位
論
文
で
あ

(
シ
ス
テ
ム
)
|
|
法
的
事
実

問
書
に
お
い
て
、
治
罪
法
典
三
六

O
条
の
「
同
一
事
実
」

の
解
釈
に
関
す
る
こ
つ
の
立
場

ニ巳

お
カミ

北法34(5・23)767



説

判
例
は
法
的
事
実
説
を
頑
固
に
固
執
す
る
品
川
、
「
し
か
し
、

も
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
〔
法
的
事
実
〕
説
に
賛
成
し
え
な
い
こ
と
を
宣
言
す
る
」
と
い
っ
旬
、

抵
抗
が
い
か
に
無
益
で
あ
っ
た
と
し
て

説
と
自
然
的
事
実
説
ー
ー
を
紹
介
し
、

彼
の
言
う
第
二
の
シ
ス
テ
ム
、
自
然
的
事
実

論

説
の
根
拠
づ
け
を
行
な
う
。
以
下
、

オ
メ

l
の
所
説
の
要
点
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

① 

法
的
事
実
説
は
、
ブ
リ
ュ
メ

l
ル
法
典
と
治
罪
法
典
と
の
相
違
、

特
に
裁
判
長
の
設
問
義
務
に
関
す
る
相
違
を
強
調
す
る
が
、
「
同

説
の
主
張
す
る
こ
つ
の
立
法
の
間
に
あ
る
基
本
的
差
異
は
、
お
よ
そ
存
在
し
な
い
。
〔
ブ
リ
ュ
メ

l
ル
法
典
〕
当
時
の
陪
審
が
、
事
実
が
呉

る
よ
う
に
な
る
変
更
に
関
し
て
尋
問
さ
れ
る
義
務
が
な
い
の
は
、
今
日
と
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
〔
旧
法
当
時
〕
義
務
が
な
く
て
も

陪
審
の
答
申
が
最
も
広
い
効
力
範
囲
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
旧
法
を
模
倣
し
た
〔
現
行
〕
立
法
の
中
に
そ
れ
を
制
限
す
る
理
由
を
見
出

そ
こ
に
問
題
の
核
心
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
」
と
言
っ
て
条
文
の
検
討
に
入
る
。

す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
に
は
、

「
ま
ず
第
一
に
、
現
行
法
〔
治
罪
法
典
〕
が
、
節
約
と
い
う
点
で
共
和
暦
四
年
の
立
法
と
異
な
る
こ
と
を
認
め
る
の
は
正
し
い
。

共
和
暦
四
年
法
は
主
設
聞
を
三
つ
の
部
分
に
分
割
し
た
。
す
な
わ
ち
、
事
実
の
自
然
的
存
在
に
つ
い
て
の
も
の
、

第
二
は
被
告
人
に
よ
る

遂
行
に
つ
い
て
の
も
の
、
第
三
は
故
意
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
今
日
、

故
意
の
設
聞
を
事
実
の
自
然
的
側
面
に
つ
い
て
の
設
問
と
区
別

し
か
し
表
面
的
な
こ
と
で
踊
い
て
は
い
け
な
い
。
困
難
さ
は
そ
こ
に
は
な
い
。
ブ
リ
ュ
メ

l
ル

法
典
の
下
で
主
設
聞
が
い
か
に
広
範
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
現
行
法
同
様
、
同
法
典
の
設
問
も
事
実
の
変
性

(-gt窓
口
伶

2
8
5
2

門

E
P
X
)
を
含
み
え
な
い
の
だ
か
ら
」

し
な
い
。
そ
こ
か
ら
た
め
ら
い
が
生
じ
る
。

オ
メ

l
の
言
う
「
事
実
の
変
性
」
と
は
、
犯
罪
事
実
の
性
格
な
い
し
罪
名
を
変
更
さ
せ
る
よ
う
な
要
素
、

と
い
う
く
ら
い
の
意
味
で
あ
ろ

ぅ
。
彼
に
よ
れ
ば
、

を
規
定
す
る
が
、
同

ブ
リ
ュ
メ

l
ル
法
典
三
七
四
条
は
、
そ
の
違
反
が
無
効
を
惹
起
す
る
よ
う
な
「
設
問
提
出
義
務
」

条
の
設
問
内
容
た
る
事
情

(
n
F
5
8
2
8
8由
)
に
は
罪
名
を
変
更
す
る
よ
う
な
も
の
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
他
方
、
同
法
典
三
七
九
条
は
、
犯

罪
の
性
格
を
変
更
す
る
よ
う
な
設
聞
を
規
定
す
る
が
、
こ
れ
は
「
現
行
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、

補
充
設
聞
の
提
出
を
単

北法34(5・24)768



な
る
任
意
的
な
も
の
と
表
明
す
る
」
に
止
ど
ま
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ブ
リ
ュ
メ

1
ル
法
典
と
治
罪
法
典
の
聞
に
、

本
質
的
相
違
は
な
い
。

設
問
提
出
に
関
す
る

と
こ
ろ
で
、

共
和
暦
二
年
プ
レ
リ
ア
ル
二
一
日
解
釈
法

(
-
白

-o戸
山
口
同
何
同
]
M
H
a伊
丹
由
民

4
m
L
ロ
N]{
勺
同
町
同
町
-
同
-

S
H
H
)
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
こ
の
時
代
の
す
べ
て
の
判
決
は
、
当
然
に
同
法
に
従
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
お
r

そ
の
解
釈
法
の
中
に
、
次
の

ブ
リ
ュ
メ

l
ル
法
典
の
時
代
に
は
、

よ
う
な
規
定
が
あ
っ
た
。

「
陪
審
員
、
が
重
罪
起
訴
の
理
由
が
な
い
と
宣
言
し
た
と
き
は
、

被
告
人
は
釈
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

新
た
な
証
拠
が
発
見
さ
れ
た

一事不再理の客観的効力 (2)

同
一
事
実
の
た
め
に
再
び
訴
追
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
地
方
裁
判
所
(
吋
巳

σcE-
骨
岳
町
E
2
)
は
、
陪
審
宣
告
裁
判
官

(
』
ロ
ぬ
巾
骨

Z
伝
己
白
E
t
oロ
円
宮
古
弓
)
に
な
り
か
わ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
同
裁
判
所
は
、
事
実
が
確
証
さ
れ

(
8
5
S
E
)

な
か
っ
た
と
か
、
被
告
人
は
ま
っ
た
く
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
が
な
い
と
い
っ
た
理
由
が
付
せ
ら
れ
て
い
な
い
と
判
決
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
か
く
て
、
陪
審
員
制
度
の
本
質
を
害
す
る
こ
と
な
く
:
:
:
軽
罪
裁
判
所
に
移
送
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
じ

要
す
る
に
、
陪
審
の
宣
告
決
定
が
あ
っ
た
場
合
、
後
の
裁
判
所
が
そ
の
内
容
を
云
々
で
き
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
り
、
こ
の
解
釈
法
が
中

間
法
時
代
の
自
然
的
事
実
説
の
論
拠
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
理
は
、
治
罪
法
典
の
時
代
に
な
っ
て
も
通
用
す
る
筈
だ
、

場
合
を
除
き
、

と
い
う
の
が
オ
メ
i
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

論
争
の
真
の
土
俵
で
打
ち
負
か
さ
れ
た
法
的
事
実
説
は
争
点
を
そ
ら
し
て
次
の
よ
う
に
反
問
す
る
。

の
沈
黙
に
よ
っ
て
重
罪
起
訴
の
運
命
を
左
右
で
き
る
唯
一
の
存
在
だ
な
ど
と
い
う
こ
と
が
可
能
な
の
か
?
」
と
。

「
裁
判
長
が
、

す
な
わ
ち
、

② 

そ

し
か
し
こ
れ
に
対
し
て

北法34(5・25)769

は
、
オ
メ

l
の
次
の
反
論
を
対
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
し
か
し
裁
判
官
は
、
常
に
刑
事
司
法
の
正
し
い
利
益
に
適
す
る
よ
う
に
行
動
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
?

他
方
、
反
対
論
を
論
駁
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

わ
れ
わ
れ
か
ら
み
て
法
的
事
実
シ
ス
テ



説

ム
が
間
違
っ
て
お
り
、

ま
た
か
な
り
恋
意
的
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
点
は
、

裁
判
長
が
陪
審
に
よ
り
軽
い
有
罪
刑
を
望
む
場
合
に
は
補
充
設

こ
れ
を
ま
っ
た
く
の
任
意
と
解
す
る
の
が
法
的
事
実
説
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
長
の
恋
意

を
避
け
る
と
い
う
点
で
は
、
自
然
的
事
実
説
の
方
が
幾
分
優
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

ユ
リ
ー
や
オ
メ
ー
の
よ
う
に
、

罪
名
変
更
を
招
く
よ
う

北法34(5・26)770

論

裁
判
長
が
訴
因
(
ロ
ゲ
え
)
に
つ
き
無
罪
を
期
待
す
る
場
合
に
は
ま
っ
た
く
設
聞
を
手
つ
か
ず
に
し
て
お
く
こ
と
の
で
き
る

唯
一
の
支
配
者
で
あ
る
こ
と
の
方
で
は
な
い
か
!
」

裁
判
長
の
補
充
設
問
提
出
の
義
務
性
を
否
定
し
、

聞
を
提
出
し
、

な
補
充
設
問
提
出
の
義
務
性
を
否
定
す
る
見
解
か
ら
は
、
果
た
し
て
右
の
よ
う
に
言
え
る
か
疑
問
が
あ
る
。

ま
た
、
裁
判
長
の
「
恋
意
」
と

は
別
に
、
法
的
事
実
説
の
誘
因
と
な
っ
た
陪
審
の
「
恋
意
」
な
い
し
「
寛
容
」

の
問
題
を
ど
う
考
え
る
か
ー
ー
ー
に
つ
い
て
は
、

オ
メ

1
の
触

れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

次
に
オ
メ

l

は
、
三
六

O
条
以
外
の
条
文
(
一
三
ハ
一
条
)
を
あ
げ
、

実
説
を
基
礎
づ
け
て
い
る
。

③ 

そ
こ
に
言
う
「
事
実
」

の
意
義
の
比
較
か
ら
、
自
然
的
同
一
事

オ
メ

l
言
う
と
こ
ろ
の
「
幾
分
メ
タ
フ
ィ
ジ
ィ
ッ
ク
な
」
も
の
で
、
「
自
然
的
事
実
、
す
な
わ
ち
裸
の
事
実

(
F
E
H

ロ
己
)
と
い
う
の
は
訴
訟
の
外
に
止
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
の
か
」
と
い
う
法
的
事
実
説
か
ら
の
反
論
に
つ
い
て
で
あ
る
。

④ 

次
の
論
点
は
、

こ
こ
か
ら
、
彼
ら

そ
れ
が
司
法
的
抑
制
を
受
け
る
限
り
に
お
い
て
人
間
の
行
動
に
関
わ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

音
色
Bb)
の
受
容
こ
そ
が
刑
罰
規
定
に
承
認
さ
れ
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
」
と
帰
結
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
は
、
オ
メ

l
の
次
の
よ
う
な
指
摘
に
よ
っ
て
こ
れ
を
排
斥
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
よ
れ
ば
、

「
法
律
は
、

法
的
事
実

(
Z
E同

す
な
わ
ち
、

オ
メ

l
は
、
「

『
自
然
的
事
実
』

た
。
そ
の
う
え
、
治
罪
法
典
二
四
六
条
に
お
い
て
も
ま
た
、
よ
り
は
っ
き
り
と
こ
の
意
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
」
と
し
た
う
え
、

も
し
事
実
の
同
一
罪
名
に
も
と
づ
く
重
罪
起
訴
に
つ
い
て
し
か
禁
止
が
及
ば
な
い
な
ら
重
大
性
の
小
さ
な
別
の
罪
名
に
も
と
づ
く
新
た
な
訴

七
九
一
年
法
律
三
条
及
び
共
和
暦
四
年
刑
事
法
典
四
二
六
条
に
お
け
る

『
事
実
』

の
韮
聞
は
、

明
ら
か
に

の
意
味
で
あ
っ

「
実
際
、



追
を
禁
じ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、

新
た
な
証
拠
〔
治
罪
法
典
二
四
六
条
参
照
〕

{
叫
}

と
い
う
条
件
も
ま
っ
た
く
理
解
不
能
に
な
っ
て
し
ま
う
」

う

オ
メ
!
の
議
論
は
な
お
続
く
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
、
オ
ル
ト
ラ
ン

(O
ロ
o-S)
の
所
説
に
限
を
転
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

ωオ
ル
ト
ラ
ン
も
ま
た
、
代
表
的
な
自
然
的
事
実
説
の
論
者
で
あ
る
が
、
彼
の
議
論
の
特
徴
は
、
同
時
訴
追
義
務
、
同
時
審
判
義
務
の
強

調
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
国
に
も
馴
染
み
の
深
い
オ
ル
ト
ラ
ン
の
見
解
を
次
に
一
示
す
。

判
決
言
渡
に
確
定
的
性
格
が
付
与
さ
れ
た
ら
、

「
ひ
と
た
び
訴
訟
が
解
決
さ
れ
、

裁
判
所
の
権
威
と
被
告
人
の
安
全
に
対
し
、

こ
れ
を
再

び
取
り
上
げ
な
い
こ
と
を
認
め
よ
う
。
公
訴
事
実
の
あ
る
側
面
、
あ
る
要
素
が
手
を
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

時
期
に
遅
れ
た
証
拠

資
料
に
関
す
る
の
と
同
様
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
検
察
官
は
す
べ
て
を
訴
追
す
る
義
務
を
も
ち
、
裁
判
官
は
す
べ
て
を
判
決
す
る
義

務
を
も
っ
。
攻
撃
不
能
と
な
っ
た
判
決
一
言
渡
は
、
こ
の
義
務
を
終
了
さ
せ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
公
訴
権
は
消
滅
す
る
」
。

い
わ
ゆ
る
公
訴
権
消
滅
論
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
で
消
滅
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
訴
追
の
義
務
と
、
判
決
す
る
義
務
で
あ
る
。

次
に
オ
ル
ト
ラ
ン
は
、

こ
れ
は
、

一
事
不
再
理
の
客
観
的
効
力
(
範
開
)

に
関
し
て
、
英
米
法
の
「
同
一
犯
罪
(
回
目
。
。
出
自
国
内
)
」
を
フ
ラ
ン
ス
法

一事不再理の客観的効力 (2)

フ
ラ
ン
ス
法
と
英
米
法
の
一
事
不
再
理
の
客
観
的
効
力
の
差
異
に
つ
い

{
胡
}

フ
ラ
ソ
ス
の
代
表
的
な
刑
事
法
学
者
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
知
る
と
い
う
意
味
で
も
興
味
深
い
。

イ
ギ
リ
ス
の
実
務
も
、
そ
れ
に
由
来
す
る
ア
メ
リ
カ
の
実
務
も
、

の
「
同
一
事
実
」
と
比
較
し
、
批
判
的
に
考
察
す
る
。
こ
の
点
は
、

て

オ
ル
ト
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、

フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
典
三
六

O
条
の
よ
う
な
一
事
不
再
理
原
則
を
、
次
の
二

点
に
お
い
て
認
め
て
い
な
い
。

英
米
で
は
、

旧
ノ
ル
マ
ン
方
言
で
あ
る
「
前
の
無
罪
の
抗
弁

(
3
2
0同
〉

E
H広
O
山
田
〉

S
己片)」

及
び
「
前
の
有
罪
の
抗
弁

① 
。同〉

E
B沙門田口
O
ロ
丘
三
)
」
と
名
付
け
ら
れ
た
二
つ
の
防
禦
方
法
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
イ
ギ
リ
ス
・
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
れ
ば
、

法
格
吾
一
口
が
、
何
人
も
同
一
犯
罪
に
つ
い
て
二
度
生
命
の
危
険
に
遭
う
こ
と
は
な
い
、

と
あ
る
た
め
、
抗
弁
の
行
使
は
死
刑
の
重
罪
に
限
ら
れ

と
仁司

(
同
M
】
巾
m
H
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説

て
い
る
」
し
、

「
ア
メ
リ
カ
憲
法
に
よ
れ
ば
、

同
抗
弁
の
行
使
は
生
命
ま
た
は
身
体
の
危
険
に
曝
さ
れ
う
る
犯
罪
に
制
限
さ
れ
て
い
る
」

と

北法34(5・28)772

批
判
す
る
。

論

② 

客
観
的
範
囲
に
関
し
て
も
、
英
米
法
は
狭
く
、

不
当
な
結
果
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、

イ
ギ
リ
ス
・
コ
モ
ン
・
ロ
ー
も
合
衆
国
憲
法
も

単
に
「
同
一
犯
罪

(gbB叩
伝
E
-
s
s
m
o同
g
S
)」
と
言
う
に
す
ぎ
な
い
。

「
同
一
事
実

(
g
b
g
m
p
F
E
B
m
p
n同
)
」
と
は
言
わ
ず
、

そ
の
た
め
「
文
言
上
は
、
刑
事
訴
追
の
多
様
性
が
あ
り
う
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
に
読
め
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
稀
れ
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
重

罪
起
訴
に
つ
き
陪
審
に
よ
り
無
罪
と
さ
れ
た
被
告
人
が
、
同
一
事
実
に
つ
い
て
よ
り
軽
い
犯
罪

(gu骨
5
2
5る
に
つ
い
て
別
の
陪
審
に
付

託
さ
れ
る
例
も
な
く
は
な
い
。
こ
れ
は
や
は
り
、
非
常
に
間
違
っ
た
刑
事
訴
訟
方
式
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
ま
で
断
じ
て
い
る
。
た
だ

し
、
彼
の
英
米
法
批
判
が
、
必
ず
し
も
今
日
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
い
。

制
そ
の
他
、

釈
で
、
「
ど
ん
な
に
い
か
め
し
い
権
威
を
ま
と
っ
て
い
よ
う
と
、

こ
の
時
代
の
自
然
的
事
実
説
の
論
者
と
し
て
は
ヴ
ィ
レ
ー
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ヴ
ィ
レ
ー
は
、
法
的
事
実
判
例
の
註

〔
法
的
事
実
説
に
よ
る
〕
解
決
に
賛
成
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
」
「
実
際
、
判
例
は
既
判
力
の
後
見
的
原
理
の
絶
対
的
否
定
で
あ
る
」
と
、
厳
し
く
判
例
を
非
難
す
る
。
彼
の
自
然
的
事
実
説
の
論

そ
の
後
公
刊
さ
れ
た
彼
の
概
説
書
に
み
る
と
、
ま
ず
、

わ
れ
わ
れ
は
こ
の

拠
を
、

形
式
文
言
上
の
理
由
と
し
て
、
「
同
一
事
実
」
の
語
を
ニ
四
六
条
、
〔
旧
〕
三

六
一
条
か
ら
拾
い
出
し
て
検
討
し
た
後
、
弁
論
か
ら
生
じ
た
補
充
設
問
に
関
し
、
中
間
法
時
代
こ
れ
は
裁
判
長
の
権
限

(P2-S
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
、
同
一
法
文
を
前
に
し
て
、
同
一
権
能

の
不
行
使
が
同
一
結
果
す
な
わ
ち
訴
追
が
終
局
的
に
排
除
さ
れ
る
と
い
う
結
論
を
引
出
す
の
が
論
理
的
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
」
と
締
め

/、
J

、ヲ心。

「
今
日
も
こ
の
権
限
は
、
法
の
沈
黙
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
長
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

切
か
く
し
て
、

自由』
0
1広
骨
宮
内
凶

S
Eロ
巾
)
」

一
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
未
だ
少
数
に
止
ど
ま
っ
た
自
然
的
事
実
説
も
、

一
九
世
紀
末
に
は
、

「
学
説
の
多
数
派
(
戸
田

の
地
位
を
占
め
、

「
有
力
な
少
数
派
(
百
℃
0
3
S
S
E
-ロO
吋伊丹恥)」

に
転
落
し
た
法
的
事
実
説
に
対
し
て
優
位



を
誇
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

今
世
紀
、

一
九
四
一
年
法
ま
で
の
自
然
的
事
実
説

一一ω一
九
世
紀
と
二

O
世
紀
の
間
に
区
切
り
を
つ
け
た
の
は
便
宜
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
ラ

コ
ス
ト
(
戸
田
8
丘
四
)
や
ベ
ロ

l
(可
冊
目

gロ
)
を
み
る
と
、
一
定
の
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
者
が
ブ
リ
ュ
メ

i
ル
法

典
、
治
罪
法
典
と
も
に
重
罪
院
裁
判
長
の
補
充
設
問
提
出
を
権
限

(
F
E
E
)
と
み
な
し
て
理
論
を
つ
け
て
い
た
の
に
対
し
、
ラ
コ
ス
ト
ら
は
、

ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
法
典
、
治
罪
法
典
と
も
に
重
罪
院
裁
判
長
の
義
務
と
解
す
る
こ
と
で
自
然
的
事
実
説
を
基
礎
づ
け
て
い
る
点
で
あ
る
。

を
ラ
コ
ス
ト
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

仰
ラ
コ
ス
ト
は
、
一
九
一
四
年
に
第
三
版
の
公
刊
さ
れ
た
『
民
事
、
刑
事
、
懲
戒
、

ラ
プ
ィ

1
の
中
で
、
法
的
事
実
説
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

行
政
に
関
す
る
既
判
力
に
つ
い
て
』
と
い
う
モ
ノ
グ

す
な
わ
ち
、
「
重
罪
院
裁
判
長
が

罪
と
な
る
べ
き
事
実

(zruzn巴
B
g
b
)
の
包
含
す
る
多
様
な
罪
名
に
つ
い
て
陪
審
に
設
聞
を
提

一事不再理の客観的効力 α)

そ
こ
か
ら
、
重
罪
院
は
こ
の
事
実
を
付
託
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
可
能
性
の
あ

る
す
べ
て
の
罪
名
を
付
託
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
陪
審
へ
の
設
問
提
出
義
務
を
媒
介
に
し

出
す
る
義
務
を
有
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、

て
、
全
罪
名
を
含
む
事
実
が
重
罪
院
に
付
託
さ
れ
て
い
る
と
説
明
さ
れ
る
。

た
ま
た
ま
重
罪
院
裁
判
長
が
補
充
設
聞
を
提
出
す
る
か
ら
と
い

「
重
罪
院
が
罪
名
を
付
託
さ
れ
て
い
る
か
ら
裁
判

っ
て
、

重
罪
院
が
そ
の
こ
と
に
よ
り
該
罪
名
を
付
託
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、

長
は
そ
の
罪
名
に
つ
き
陪
審
に
設
聞
を
提
出
す
る
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
仮
り
に
重
罪
院
が
罪
と
な
る
べ
き
事
実
に
付
せ
ら
れ
う
る
す

べ
て
の
罪
名
を
付
託
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、

そ
の
結
果
、
判
決
の
後
公
訴
権
は
完
全
に
消
滅
す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
罪
名
が
陪
審
に
〔
た
ま
た

ま
〕
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
は
な
い
。
公
訴
権
は
重
罪
院
裁
判
長
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
。
重
罪
院
裁
判
長
は
そ
の

範
囲
を
拡
張
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、
制
限
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
。

こ
れ

北法34(5・29)773



説

要
す
る
に
、
裁
判
長
で
は
な
く
重
罪
院
に
可
能
な
全
罪
名
を
含
む
事
実
が
付
託
さ
れ
て
お
り
、

公 公
訴訴
権権
は は
( 裁
自判
然所
的 の
) 容

事、珠
実、で
に き
つる

ま
た
、

も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
裁
判
長
が
あ
る
罪
名
を
補
充
設
問
と
し
て
提
出
し
た
か
否
か
に
拘
り
な
く
、

論

き
完
全
に
消
滅
し
て
し
ま
う
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ωベ
ロ
ー
も
ラ
コ
ス
ト
と
ほ
ぼ
同
旨
の
議
論
を
展
開
す
る
が
、
よ
り
詳
細
で
あ
る
。

彼
は
ま
ず
、
前
訴
の
重
罪
院
判
決
が
有
罪
の
場
合
と
無
罪
の
場
合
に
分
け
る
と
、

判
例
は
前
者
に
つ
い
て
は
既
判
力
の
絶
対
効
を
認
め
る

が
、
後
者
に
つ
い
て
は
既
判
力
を
制
限
す
る
(
法
的
事
実
説
)
と
言
う
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
「
学
説
の
大
部
分
」
は
反
対
し
て
い
る
と
言

っ
て
、
学
説
の
あ
げ
る
六
つ
の
反
対
理
由
、
あ
わ
せ
て
法
的
事
実
説
か
ら
の
反
論
を
示
す
。
そ
の
上
で
以
下
の
よ
う
に
自
説
を
展
開
す
る
。

す
な
わ
ち
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
判
例
が
そ
こ
か
ら
想
を
得
た
で
あ
ろ
う
実
務
界
(
。
丘

2
耳
目
昨
日
宮
内
)
の
考
察
の
真
価
を
軽
視
す
る
も
の
で

は
な
い
」
が
、
し
か
し
賛
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
三
六

O
条
の
法
文
の
「
外
形
的
意
味
」
に
関
す
る
形
式
的

{
聞
)

な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
重
要
な
の
は
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
、

「
公
訴
事
実
を
裁
判
す
る
権
限
」

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
o

こ
れ
を
次
に
み

て
い
く
。

ベ
ロ

l
は
、
軽
罪
裁
判
所
・
違
警
罪
裁
判
所
の
判
決
に
関
し
て
は
判
例
は
自
然
的
事
実
説
を
採
っ
て
い
る
と
い
う
理
解
に
立
つ
明
、

院
と
こ
れ
ら
の
裁
判
所
の
聞
に
、
既
判
力
に
差
異
を
設
け
る
こ
と
を
許
す
よ
う
な
決
定
的
相
違
は
な
く
、

重
罪
院
11 

法
的

と事
言実
う自説
。}を

判補
例強
にす

る
た
め
に
「
訴
追
の
法
的
諸
要
素
に
何
ら
か
の
変
化
の
存
在
を
要
求
」
し
て
も
説
得
性
を
勝
ち
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

よ
れ
ば
、
「
陪
審
は
提
出
さ
れ
た
設
聞
に
つ
い
て
し
か
判
決
し
な
い
、
と
い
わ
れ
る
。

つ
ま
り
陪
審
は
事
実
を
判
決
せ
ず
、

単
に
罪
名
だ
け

とおを
LB二判

決
す
る。
も
っ
と
正
確

そ舌

え

ば

陪
審
が
判
決
す
る
の
は

『
法
的
に
評
価
さ
れ
た
事
実
』

事
実
が
存
在
し
た
か
、
事
実
が
確
証
さ
れ
た
か
、

『
自
然
的
事
実
』

で
は
な
く

で
あ
る
、

し
か
し
ブ
リ
ュ
メ

I
ル
法
典
の
時
代
と
異
な
り
、

な
ど
別
々
に
答
申
す
る
義
務
の

な
く
な
っ
た
現
行
治
罪
法
典
の
下
で
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
殊
に
「
否
定
的
答
申
の
場
合
、
陪
審
が
自
然
的
事
実
の
存
在
自

北法34(5・30)774
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体
を
否
定
し
た
の
か
、
こ
の
事
実
へ
の
被
告
人
の
関
与
を
否
定
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
単
に
、
提
出
さ
れ
た
、
さ
ら
に
は
現
実
に
提
示
さ
れ

い
か
に
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
、
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
ベ
ロ

る
べ
き
で
あ
っ
た
設
聞
に
関
係
す
る
罪
名
の
み
を
否
定
し
た
の
か
を
、

ー
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
軽
罪
裁
判
所
は
、
自
ら
有
す
る
一
般
的
評
価
権
限
ゆ
え
に
、
事
実
が
刑
罰
法
規
と
の
関
係
で
示
す
可
能

性
の
あ
る
す
べ
て
の
側
面
か
ら
、
事
実
を
判
決
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
判
決
は
こ
の
事
実
に
付
さ
れ
う
る
す
べ
て
の
罪
状
(
即
日
立
S
E
a
-。ロ回)

を
排
除
し
、

そ
の
構
成
要
素
に
変
更
の
な
い
同
一
事
実
に
つ
い
て
、
前
訴
が
無
罪
の
場
合
で
も
別
の
罪
名
に
よ
り
再
訴
を
す
る
の
は
不
可
能

法
律
自
身
に
規
定
さ
れ
た
条
件
で
陪
審
と
重
罪
院
が
共
同
作
業
を
し
た
結
果
た
る
判

決
に
よ
っ
て
、
公
訴
事
実
は
同
様
に
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
?
」
。

だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
重
罪
に
つ
い
て
も
、

軽
罪
裁
判
所
・
違
警
罪
裁
判
所
に
関
し
て
自
然
的
事
実
説
を
採
る
理
由
は
、
陪
審
で
は
な
く
職
業
裁
判
官

(
H
真
実
探
究
義
務
)
の
み
に

よ
る
審
判
が
な
さ
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
陪
審
が
付
託
さ
れ
た
設
問
に
一
不
さ
れ
た
側
面
か
ら
し
か
事
実
を
判
断
す
る
権

利
を
も
た
な
い
重
罪
院
と
、
右
の
裁
判
所
を
問
視
で
き
る
か
、
若
干
の
疑
問
を
生
じ
る
。

ベ
ロ

l
は
答
え
て
「
し
か
し
、
補
充
設
聞
の
方
法

に
よ
っ
て
陪
審
が
付
託
さ
れ
た
事
実
を
検
討
し
え
た
側
面
を
増
加
さ
せ
る
の
も
、

重
罪
院
裁
判
長
次
第
と
言
え
る
。
仮
り
に
こ
れ
が
裁
判
長

一事不再建の客観的効力 (2)

の
法
的
義
務
で
は
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
職
務
(
向
。
ロ
ロ
片
山
O
D
)

に
由
来
す
る
義
務
で
あ
る
。
提
出
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
た
一
個
ま

そ
れ
は
あ
た
か
も
軽
罪
裁
判
所
で
公
訴
事
実
の
諸
側
面
の
ひ
と
つ
が
検
討
さ
れ

た
は
数
個
の
補
充
設
聞
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

可
能
な
罪
名
の
ひ
と
つ
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
同
様
で
は
な
か
ろ
う
か
?

法
律
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
権
限
の
限
度
内
で
そ
の
職
務
を
全
う
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
、
と
。

そ
の
い
ず
れ
の
場
合
も
、
公
判
裁
判
所
は
、

な
か
っ
た
り
、

右
の
議
論
は
、

ガ
?
ー
の
よ
う
に
明
確
に
『
重
罪
院
H
法
的
事
実
説
、

軽
罪
裁
判
所
・
違
警
罪
裁
判
所
H
自
然
的
事
実
説
』
を
採
る
者
に

軽
罪
・
違
警
罪
に
つ
い
て
明
確
に
自
然
的
事
実
説
を
採
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い

対
し
て
は
極
め
て
有
効
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
判
例
が
、

以
上
、
そ
の
限
り
で
は
説
得
力
を
欠
く
。
し
か
し
、
次
に
掲
げ
る
ベ
ロ
!
の
最
後
の
指
摘
に
は
傾
聴
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

~t法34 (5・31)775



説

陪
審
の
答
申
及
び
そ
の
結
果
た
る
無
罪
判
決
に
つ
い
て
、

さ
に
、
多
か
れ
少
な
か
れ
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
実
際
奇
妙
で
あ
る
」
。

「
既
判
力
の
範
囲
が
、

設
聞
を
提
出
す
る
重
罪
院
裁
判
長
の
示
し
う
る
聡
明

北法34(5・32)776

論

川
内
こ
の
よ
う
に
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
多
面
的
な
議
論
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
特
筆
す
べ
き
は
レ
ガ
ル

(FR回
目
)
の
主

張
で
あ
る
。
彼
は
、
「
既
判
力
」
と
「
一
事
不
再
理
」
を
戴
然
区
別
し
、
判
例
の
法
的
事
実
説
は
「
既
判
力
」
に
は
反
し
な
い
が
、
「
一
事
不

再
理
」
か
ら
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
、
以
下
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
見
解
を
披
涯
す
る
。

レ
ガ
ル
に
よ
れ
ば
、
既
判
力
は
「
何
よ
り
も
公
共
の
平
和
と
、
司
法
の
権
威
の
利
益
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
」
も
の
で
、

そ
の
目
的
と
す

に
よ
っ
て
確
保
す
る
こ
と
」

そ
し
て
こ
の
「
推
定
」
は
、
裁
判
官
に
よ
っ
て
「
現
実
に
審
理
さ
れ
、
有
効
に
判
決
が
言
渡
さ
れ
た
客
術

)(gg伺
)
の
諸
要
素
に
つ
い
て
し

か
及
ば
な
い
日
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
自
体
は
理
論
と
し
て
支
持
で
き
る
。
判
例
は
「
こ
の
理
論
を
受
容
し
て
、
前
訴
で
示
さ
れ
な
か
っ

た
罪
名
が
生
じ
た
場
合
に
、
前
の
判
決
で
認
定
さ
れ
ず
、
ま
た
取
り
あ
げ
ら
れ
ず
異
議
も
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
を
考
慮
し
て
、
既

判
力
の
抗
弁
は
受
理
で
き
な
い
と
考
え
た
と
言
え
そ
う
で
あ
お
γ

と
。
し
か
し
、
一
事
不
再
理
原
則

(
F
H
p
m
-
m
s
g
寄
言
匙
ミ
)
の
尊

る
と
こ
ろ
は
、
「
終
局
判
決
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
事
項
を
、

真
実
の
不
可
争
的
な
推
定
〔
擬
制
〕

で
あ
る
。

重
と
い
う
こ
と
か
ら
す
る
と
、
右
の
結
論
に
は
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
一
事
不
再
理
原
則
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
専
ら
個
人
の
保
護
目

的
に
応
え
る
も
の
で
あ
る
。
同
原
則
は
、
応
報
的
厳
格
司
法
の
観
念
に
よ
っ
て
と
ま
で
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
少
な
く
と
も
人
道
主
義
の
強
い

考
慮
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
。
そ
こ
か
ら
、
ま
ず
、
「
第
一
の
訴
訟
か
ら
既
に
、
刑
事
機
構
は
、
被
告
人
の
行
状

(ng仏

zwmw)
の

完
全
な
説
明
を
求
め
る
た
め
に
武
装
し
て
い
る
の
に
、
非
難
す
べ
き
一
個
の
行
為
の
行
為
者
を
、

の
は
、
ゆ
き
す
ぎ
た
厳
格
さ
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
帰
結
を
導
く
。
次
に
、

複
数
の
反
復
訴
訟
の
苦
痛
に
曝
す
と
い
う

一
事
不
再
理
原
則
の
第
二
の
側
面
と
し
て
、
単
一
の

違
法
行
為
の
場
合
に
「
二
重
の
処
罰
を
適
法
に
科
す
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
単
一
の
刑
罰
法
規
に
よ
っ
て
処
罰

さ
れ
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、

一
個
の
行
為
が
同
時
に
複
数
法
条
に
違
反
し
た
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
。

こ
れ
が
「
有
罪
判
決
の
同
時
言



渡
に
お
け
る
刑
の
重
複
と
同
じ
く
、
訴
追
の
反
復
に
も
反
対
す
る
真
の
理
由
で
あ
お
じ
。

右
の
所
説
は
、

一
事
不
再
理
と
既
判
カ
を
区
別
し
、
異
な
る
原
理
的
基
礎
を
与
え
た
の
み
な
ら
ず
、

法
的
事
実
判
例
に
対
す
る
評
価
と
い

う
具
体
的
場
面
で
別
個
の
結
論
を
導
く
と
い
う
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
事
不
再
理
の
第
二
の
側
面
と
し
て
「
二

重
処
罰
禁
止
」
を
あ
げ
る
点
込
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
が
、

レ
ガ
ル
の
こ
の
見
解
は
、
後
の
学
説
に
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
た
影
響
は
与
え

て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

一事不再理の客観的効力 (2)

(

1

)

出
国
』
開
(
司
-
Y
O
]
ω

・ロ
-
f
F
戸
口
。

5
戸
沼
・

8甲
i20・

ハ
2
)

一
九
世
紀
前
半
の
自
然
的
事
実
説
の
論
者
と
し
て
は
、
次
に
述
べ
る
カ
ル
ノ
の
外
は
、
セ
ル
テ
ィ
エ
事
件
(
本
章
第
一
節
第
二
款
)
の
デ
ュ
パ

γ
検
事
長
の

所
説
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
く
ら
い
で
あ
る
。

(
3
〉
比
絞
的
新
し
い
文
献
に
は
、
学
説
H
自
然
的
事
実
説
を
前
提
に
し
て
判
例

(
H
法
的
事
実
説
)
と
対
比
さ
せ
る
表
現
が
多
く
み
ら
れ
る
が
(
宮
何
回
同
戸
開
(
戸
)

ゆ
同
〈
月
C
(
〉
-YDHU
・
2
F
ロ
O
H
E
M
-
-
v
・
∞
寸
寸
・
(
「
破
棄
院
と
学
説
の
多
数
の
間
で
:
:
:
論
争
」
)
U
Z〉
同
〉
包
〉
Z
(同・)・

OHM-n-
了
間
M・
戸
弁
(
「
学
説
と
破
棄
院

の
間
に
:
:
:
不
一
致
」
)

U

出
口
の
巴
思
白
〆
ロ
D
Z
U・
5
8・
ω
H∞
・
(
「
学
説
の
大
多
数
は
判
例
に
反
対
し
続
け
て
い
る
」
)
)
、
歴
史
的
に
は
法
的
事
実
「
学
説
」
も

暫
く
の
間
優
勢
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
右
の
表
現
に
誤
解
の
恐
れ
が
な
い
で
は
な
い
。

(

4

)

わ〉同
N
2
0吟
(
冨
・
)
u
b
h

ミ
昌
之
、
宮
町
同
芯
苫
町
、
凡
苦
言
同
町
N
F
N
e
b
p
L
・
戸
出
N
P
H
V・
吋
広
・

(

5

)

手
広
・

(
6
〉
円
、
開

ω同
F
F
a
司
開
問
(
〉
・

l
司
-
Y
C
H
M
-
n
-
f
同
・
口
二
回
。

E
一司・

MM・
ω
E
l
ω
同日・

(

7

)

山E
L
-
-
H
Y
ω
H日
山
由
ロ
ロ
冊
目
ロ
F
冨
〉
Z
2
2
(
ζ
-
Y
O
司・

2
伸
二
目
。
品
。
一
少
匂
-
N
£・

、
、
、
、
、

ハ
8
)
「
あ
る
場
合
に
、
『
一
事
不
再
理
』
原
則
の
違
反
の
余
地
を
認
め
る
こ
と
は
、
違
反
を
許
容
す
る
と
決
定
す
る
に
等
し
い
。
そ
し
て
、
あ
る
場
合
に
違
反
を
許

、
、
、

容
し
て
、
他
の
場
合
に
違
反
さ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
が
何
故
可
能
と
い
え
る
の
か
?
そ
の
結
果
、
こ
の
よ
う
に
し
て
す
べ
て
が
怒
意
的
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ

う
」
(
の
〉
同
Z
。
吟
(
宮
-
Y
O
司
・
ロ
ル
了
匂
・
叶
に
i
三
日
・
)
と
カ
ル
ノ
は
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
。

(

9

)

国何回
LH一関(明
-
Y
C司
-
n
x
L・
戸
口
。

HOHω
・
MM・
2
c・

(
山
山
)
こ
れ
ら
の
条
文
の
結
果
、
補
充
設
問
が
幾
つ
に
も
分
割
さ
れ
る
点
に
つ
き
、
第
一
章
第
三
節
第
ご
萩
参
照
。
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一ー事不再理の客観的効力 (2)

(幻
)

F

r

広
4

ロ。

H
C
口
・
句
・
由
]
日
・
本
文
に
述
ベ
る
よ
う
に
、
被
告
人
の
「
手
続
負
担
」
に
着
目
し
て
二
』
の
「
負
担
」
を
む
し
返
え
さ
な
い
こ
と
を
既
判
力
の
本
質

と
し
て
捉
え
る
方
向
は
、
英
米
法
の
二
重
の
危
険
の
法
理
と
共
通
す
る
が
、
エ
り
ー
の
よ
う
に
表
立
っ
て
「
手
続
負
担
」
を
強
調
す
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
事
法

学
者
の
中
で
は
む
し
ろ
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
然
的
事
実
説
が
潜
在
的
に
せ
よ
「
手
続
負
担
」
「
危
険
」
な
い
し
「
反
復
訴
訟
の
苦
痛
」
(
本

款
で
後
述
す
る
レ
ガ
ル
)
を
考
慮
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

な
お
、
ェ
り
l
は
論
述
に
際
し
て
特
に
英
米
の
文
献
を
引
用
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
英
米
法
の
影
響
の
有
無
は
不
明
で
あ
る
。

(
お
)
手
広
・

〈
泊

)
H
E
P
-
司・∞

5
・

(

m

剖
)
出
。

zgMWJ同
(
〉
・
)
-
b
。』
uhN
ミ
ミ
凡
な
弘
司
宮
内
同
開
巴
的
問
見
H
h
h
h
h
h
昌
吉
ミ
仇

b
Z
町
、
弘
吉
宮
丘
町
h
-
H
r
g
m

わ
m
w
m
p
H∞品川
v

・

(
泊
)
オ
メ

l
は
、
法
的
事
実
判
例
は
一
八
一
一
年
か
ら
だ
と
言
う
が
、
同
年
に
は
治
罪
法
典
が
施
行
さ
れ
た
だ
け
で
、
前
節
第
一
款
の
デ
ィ
ア
イ
ス
判
決
(
一
八

一
二
年
)
か
ら
法
的
事
実
判
例
が
は
じ
ま
っ
た
と
見
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
(
田
口
・
前
掲
書
三
五
四
頁
が
一
八
一
一
一
一
年
と
す
る
の
は
、
そ
の
典
拠
た
る
ラ
イ

γ

ガ
ン
ス
論
文
(
第
一
章
第
三
節
第
一
款
註
(

2

)

)

が
一
八
一
二
年
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
る
と
誤
記
で
あ
ろ
う
か
)
。

ハ
回

)
F
F
P
-
唱・日
ω
l
印品・

(
お
)
日
『
日
仏
切
開
Y

印印!日由・

(
川
品

)
M
E
P
-
-
u
-
g
-

(
お
)
日
ず
日
仏
・
占
・
印
斗
印
∞
・

(
町
四
〉
彼
は
、
こ
の
よ
う
に
論
定
す
る
た
め
に
、
次
頁
の
よ
う
な
対
照
表
を
掲
げ
る

i(HEL--
可

-gi印叶・)。

(
幻
)
日

Z
P
-
司
・
印
∞
-

(
叩
拍

)
-
Z
L・
同
所
よ
り
引
用
。
解
釈
法
の
原
文
は
未
見
。

(
却
)
手
正
二
回
)
・
詔
・
「
沈
黙
」
に
よ
っ
て
重
罪
起
訴
の
運
命
を
左
右
す
る
と
は
、
裁
判
長
が
補
充
設
問
を
提
出
し
な
い
こ
と
で
検
察
官
の
後
の
別
罪
名
に
よ
る
起

訴
を
封
じ
う
る
こ
と
を
指
す
。

(
机
制

)
5
E
-

(
H
U
)

手
広
・
こ
の
点
は
、
前
述
(
本
款
)
エ
リ
l
③
と
ほ
ぼ
同
旨
な
の
で
省
略
す
る
。

(
必
)
目
立
L
i
-
-
H
Y

品。

(必

)
5
E
-
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説

(
H
H

〉
M

立
与
・
な
お
、
二
四
六
条
の
法
文
は
、
前
述

(
本
款
)
エ
リ
l
③
所
掲
の
も
の
を
参
照
。

(必

)
F
E・

(
組
制
)
オ
ル
ト
ラ

γ
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
l
ド
を
通
じ

て
、
あ
る
い
は
井
上
正
一
に
よ
る
そ
の
著
作
の
邦

訳
を
通
じ
て
、
わ
が
国
に
も
一
定
の
影
響
を
与
え

た
(
第
四
章
第
一
節
第
三
款
参
照
〉
。

(

円

引

)

。

H
N
1

『。
一
F
〉
Z
G
.
V
N円
』
恥
苦
肉
W
H
H
h
n

同
偽
札
き
た

kvh昌
白

F
A円。

b
L
・帽

F
H
H
-
H∞
叶
日
・
目
。
]
戸
斗
申
品

w
-
v
-
u
o
ι
・

(
第
五
版
(
一
八
八
六
年
)
が
入
手
し
え
な
か
っ

た
の
で
右
の
版
(
第
四
版
)
に
依
っ
た
)
。

(
川
崎
)
逆
に
ア
メ
リ
カ
の
法
学
者
の
み
た
フ
ラ
ン
ス

の
一
事
不
再
理
を
知
る
手
掛
り
と
し
て
、
一
『
・
〉
・

ω

同
の
岡
、
関
戸
同
)
。
口
問
問
、
岡
山
』
開
。
H
M
〉
何
回
)
J同

H
ω

∞
足
。

(
]
戸
市

W
由
申
)
・

(
羽
)
。
同
吋
。
F
〉
Z
G
-
Y
O唱

-n-了間
】
・

ω。印・

(
印
〉
芯
広
・

(
日
)
こ
こ
に
「
伝
一
口
ご
と
は
、
軽
罪
で
は
な
く
、

軽
罪
を
含
め
た
犯
罪
一
般
の
総
称
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
。

(
臼
〉
。
河
吋
。
戸
〉
Z
(
H
Y
O
M》

-nx-

(
臼
)
こ
の
点
、
同
じ
箇
所
で
オ
ル
ト
ラ
ン
が
、
そ

の
原
因
と
し
て
英
米
法
が
法
人
訴
追
し
か
認
め
な

い
か
ら
だ
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
示
唆
的
で
あ

言翁

Code de 1808. 

ART. 337. -La question resul-

tant de I'ACTE D'ACCUSATION sera 

pos品een ces terrnes: {L'accus品est-il

coupable d'avoir cornrnis tel rneurtre， 
tel vol ou tel autre crirne， avec toutes 
les circonstances cornprises dans le 

resum岳del'acte d'accusation?> 

339. - Lorsque l'ACCUSE aura 

propose pour excuse un fait admis 

cornme tel par la loi， le president 

devra， a peine de nullite， ajouter la 

question... 

ART 338. -S'il resulte des DE-

BATS une ou plusieurs circonstances 

aggravantes， non rnentionnees dans 

I'acte d'accusation， le president ajou・

tera la question suivante: {L'accuse 

a-t司ilcornrnis le crirne avec telle ou 

telle circonstance?> 

(On reconnait que) le president 

PUET" poser au jury la question de 

savoir si le fait incrimin品ned匂白色re

pas en un d品litrnoins grave et difJer・
emment caracterise par la loi. 

(i主36の対照表〉

Code de brumaire. 

ART. 374. -Viennent ensuite les 

questions qui， sur la moralit品dufait 

et le plus ou le moins de gravite 

du d品lit，resultent de l' ACTE D'ACCU 
SATION 

de la DEFENE DE L'ACCUSE 

DU DEBAT. et . 

ART. 379. -Les jures PEUVENT 

etre interroges sur une ou plusieurs 

circonstances non mentionnees dans 

l'acte d'accusation， quand問 emeelles 
changeraient le caraclere du delit 
resultant du fait qui y est torte. 
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一事不再理の客観的効力 (2)

る。(
出
)
そ
の
後
の
英
米
ご
重
の
危
険
法
理
の
発
展
に
つ
い
て
の
主
な
文
献
と
し
て
、
(
著
書
)
]
・
〉
・

2
の
F
M
W
F
E
H
M
B
ロ
C
Z
A
∞
u

宮

-r目
白
開
。
F
〉

z
p
o
o
d切戸一切

』
開
。
同
V
〉
河
口
J

同
(
呂
町
叩
)
、
(
論
文
)
Z
o
s
-
-
)
O
ロ
r
r
y
o
H
U
国
円
ι
可
静
岡
M
L
任
。
【
U
O
ロ
n
o
言
。
片
足
。
ロ
色
々
。
問
。
R
m
w
ロ
8
T
叶
切
開
。
。
閃
F
4
Z
F
・
河
何
〈
・

4
由
(
忌
ω
叶)U

Z
2
P
叶
唱
凶
円
。

5
】
ぬ

D
官
民
ι
i
M
〉
吋
印
ペ
〉
戸
別
戸
-
H
・
(
戸
出
品
目
山
)
u
Z
O
R
-
-
)
D
C
E
O
H
E】
唱
何
百

ι
ー
可
口
〉
ロ
ロ
-
E
F
4
0
岡
山

M
内
司
凶
ロ
ω
芯
ロ
o
h
仰
の
O
ロ
m
H
x
z
t
c
ロ
ω

二
ι
E
R
a
s
p

H
品
。
明
。
同
の
同
h
F
H
h
・
問
何
〈
・
J
1

町一戸

(]5∞
ο)

邦
文
の
紹
介
と
し
て
比
較
的
最
近
の
も
の
を
挙
げ
る
と
、
回
口
守
一
「
ア
メ
リ
カ
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
副
次
的
禁
反
言
の
原
則
」
『
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研

論
集
』
一

O
号
(
一
九
七
四
年
)
六
一
頁
〔
同
『
刑
事
裁
判
の
拘
束
力
』
(
一
九
八

O
年
)
所
収
可
高
田
昭
正
「
一
事
不
再
理
の
客
観
的
範
囲
付
同
l
l
B英
米
法

を
中
心
と
し
て

i
l」
『
法
学
壁
面
』
二
三
巻
-
号
三
九
七
六
年
)
六
八
頁
、
同
二
号
(
同
年
)
二
回
二
頁
、
田
宮
裕
「
英
米
に
お
け
る
二
重
の
危
険
の
原
則

ー

I
最
近
の
発
展
を
中
心
に
|
|
」
『
立
教
法
学
』
一
六
号
(
一
九
七
七
年
)
一
六
一
一
頁
〔
同
士
事
不
再
理
の
原
則
』
(
一
九
七
八
年
)
所
収
可
二
重
の
危
険

判
例
の
紹
介
と
し
て
、
米
国
刑
事
法
研
究
会
「
ア
メ
リ
カ
刑
事
法
の
調
査
研
究
幽
」
『
比
較
法
雑
誌
』
一
六
巻
一
号
(
一
九
八
二
年
)
一
一
一
七
、
二
二
一
二
、
二
二

七
頁
〔
中
野
目
善
則
執
筆
〕
な
ど
。

オ
ル
ト
ラ

γ
の
時
代
以
降
の
英
米
「
二
重
の
危
険
」
法
理
の
発
展
を
ひ
と
こ
と
で
要
約
す
れ
ば
、
被
告
人
の
利
益
の
た
め
「
危
険
」
の
客
観
的
範
囲
を
拡
張
す

る
方
向
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

(
臼
)
〈
同
F
E
w
a
司
(
H
W
-
Y
ロ
D
B
ω
ロ

ω・
]
戸
∞
叶
寸
-
H
・
品
H
-

ハ
出
)
〈
F
F
開
J

円
(
何

y
h
u
之
内
世
師
、
S
H
円
O
R
2
h
H
m
札
き
た
町
三
若
宮
崎
町
e
印
O
E
-
-
e
H
S
Y
M
y
b
印
・

(
mむ
こ
れ
は
、
本
款
エ
リ
l
①
、
ォ
メ
l
①
と
大
要
、
一
致
す
る
。

(
国

)
F
K
H
河
内
U
H
何
回
同
(
H
W
-
y
b
宮
内
由
主
リ
ロ
H
h
M
G
t
~
h
叫
恥
白
『
弘
正
誌
也
、
、
島
町
立
S
F
F
N
川
町
号
制
E
W
町
、
、
叫
H
S
R
m
w
弘
司
『
h
h
な
宮
町
"
・
q
ヨ
ミ
九
時
K
H
h
ミ
師
、
、
R
a
a
刊
誌
円
h
M
F
品
叶
-
H
∞
由
∞
噌
匂
・
由
申
・

〈
印
)
こ
こ
に
「
代
表
的
」
と
は
、
後
の
文
献
に
お
い
て
引
用
さ
れ
る
頻
度
が
大
変
高
い
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

(
印
〕
こ
の
発
想
は
、
前
款
で
述
べ
た
パ
ラ
ン
案
に
連
ら
な
る
も
の
で
あ
り
、
パ
ラ
ン
案
が
立
法
で
達
成
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
、
彼
ら
は
解
釈
で
達
成
し
よ
う
と

試
み
た
と
評
価
で
き
よ
う
。

ハ
町
山
)
戸
〉
内
U
O
ω
1
『
開
(
H
V
U
-
N
b
円
M
H
A
M同
仇

唱

し

R
R
h
h
h
W
2尚
道
h
h
e
z
町
民
也
凡
F

町
、
、
弘
吉
芯
ミ
~
F
色
町
恒
三
K
V

町
民
主
乱
立
。
H
Q
R
な
ミ
誼
弘
之
、
白
H
e
p
u
。
h
m
ι
・
・
5
]
F
h
H
・

(

位

〉

F
E
-
-
ロ
。
由
斗
N
a
円

yω
ミ・

(臼
)
F
E
.

(
削
山
)
M
M
何
回
同
月
間
P
C
(
切
・

)
-
b。
宮
室
ミ
ミ

S
足。苫

S
遣
ミ
芯
之
町
、
叫
苦

S
と
な
・

5
N少
司
・

8
N・
な
お
、
本
款
註

(
3
)
参
照
。
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説

(

は

山

)

』

ゲ

円

FH)・
8High-

(
伺
〉
手
広
・
・
司
・

ω
宏
lω
田町・

(
町
)
正
仏
・
ら
・

ω
8・

(
回

)
F
E・

ハ
印
〉
本
章
第
四
節
第
二
款
参
照
。
そ
こ
で
も
述
べ
る
よ
う
に
、
判
例
を
自
然
的
事
実
説
と
解
し
う
る
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。
ベ
ロ
ー
の
あ
げ
る
ナ

γ
γ
l

控
訴
院
一
八
四
四
年
判
決
は
確
か
に
自
然
的
事
実
説
を
採
る
が
、
こ
れ
と
て
も
下
級
審
判
例
に
す
ぎ
な
い
。

(
市
〉
同
》
阿
河
同
開
〉
巴
(
∞
-
Y
C
M
V
-
a
F
H
Y
U
∞∞・

(
礼
)
手
正
・

(
花

)
F
E・

〈

η〉
目
立
《
同
二
閉
y
u品
問

i
u出
叶
・

(九

)-EL--℃・

ω
ミ・

(
布

)
F
E
.

(
河
〉
戸
開
の
〉
F
(〉
・
)
・
ロ
C

件。
8
5

門
リ

r・
2
M
S・
-
u
o
守
口
q
・
5

U
口ア

ω
-
H
U
ω
坦
-

H
・
5

u
・

(
作
)
第
一
章
第
一
節
第
三
款
一
刊
で
、
レ
ガ
ル
が
「
既
判
力
」
「
一
事
不
再
理
」
に
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
意
味
づ
け
を
与
え
て
い
る
か
を
概
観
し
て
お
い
た
。

(
汚
〉
「

S
5
0」
(
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
二
一
一
五
一
条
参
照
)
は
ふ
つ
う
「
原
因
」
と
訳
出
さ
れ
る
が
、
意
味
の
上
か
ら
意
訳
し
た
。
こ
の
点
に
つ
き
、
第
一
章
第
二

節
第
二
款
参
照
。

(
乃
)
円
、
開
の
〉
H
L
(
〉
-
Y
O
H
y
n
伊丹・

(
∞
∞
)
「
新
要
素
」
(
本
章
第
一
節
第
二
款
参
照
)
の
有
無
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ハ
創
)
戸
別
の
〉
F

(
〉・
y
o
也
氏
F

(
位
)
P
M
L
・

(
部

)
F
E・

論
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第
三
款

一
九
四
一
年
一
一
月
二
五
日
法
律

既
判
力
論
争
は
、
陪
審
に
関
す
る
一
九
四
一
年
一
一
月
二
五
日
法
律
(
}
曲
目
。
日
仏
己
目
ロ
O
S
Bゲ
耳
石
企
田
口
円

F

Y弓
)
の
成
立
に

よ
っ
て
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
。
同
法
に
よ
っ
て
、
自
然
的
事
実
説
は
強
力
な
援
軍
を
得
、
後
の
判
例
変
更
の
遠
因
に
も
な
る
の
だ
が
、
そ

れ
に
し
て
も
、
被
告
人
の
自
由
権
H
一
事
不
再
現
に
味
方
す
る
一
九
四
一
年
法
律
が
、

政
権
の
下
で
成
立
し
た
と
い
う
の
も
、
歴
史
の
皮
肉
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

ハ
リ
陥
落
の
翌
年
、

対
独
従
属
下
の
あ
の
ヴ
ィ
シ

l

一
九
四
一
年
法
律
に
よ
っ
て
陪
審
に
関
す
る
多
数
の
法
条
が
改
正
さ
れ
た
が
、

既
判
力
論
争
に
関
連
す
る
の
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。

「
(
〔
新
〕
二
三
一
九
条
)
弁
論
の
結
果
、
事
実
が
移
送
決
定
書
に
記
載
さ
れ
た
と
こ
ろ
と
異
な
る
法
律
上
の
罪
名
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
と
き
は
、
裁
判
長
は
、
補
充
設
聞
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

「
(
〔
新
〕
二
一
五
九
条
〔
旧
三
六

O
条
〕
)

適
法
に
無
罪
を
言
渡
さ
れ
た
者
は

同
一
事
実
〔
複
数
〕

-
叩
即
日
静
岡
口
開
田
町
田
町
間
)

の
た
め
に
再

一事不再理の客観的効力 α〉

び
逮
捕
な
い
し
訴
追
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」

」
れ
ら
の
改
正
立
法
は

ハ
ラ
ン
案
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に

立
法
者
が
自
然
的
事
実
説
を
採
る
た
め
に
新
た
に
規
定
し
た
も
の
と
み

る
こ
と
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
一
九
四
一
年
法
律
に
関
し
て
は
、

ピ
エ

i
ル
・
ミ
マ
ン

(
P
E
5
5
)
(
ア
ン
ジ
ェ
〉
ロ
鳴
門
田
控
訴
院
軽
罪
部
部
長
判
事
)

立
法
直
後
の
「
逐
条
解
説
(
の
O
B
E
S
E
-同
町
)
」
が
あ
る
が
、

に
よ
る

こ
れ
に
よ
っ
て
右
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ミ
マ
ン
の
「
解

説
」
に
よ
る
と
、

新
=
一
五
九
条
は
、
「
既
判
力
の
絶
対
効
を

不
完
全
な
表
現
に
よ
っ
て
承
認
し
た
旧
三
六

O
条
の
文
言
に
忠
実
な
再
現
で
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あ
る
」
と
言
う
の
だ
が
、

」
の
「
不
完
全
」
と
い
う
の
は
、
有
罪
、

不
論
罪
の
言
渡
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
明
示
を
欠
く
こ
と
を
意
味
す

論

る
に
す
ぎ
な
い
。
新
三
三
九
条
に
関
し
て
は
、
は
じ
め
て
「
重
罪
公
訴
事
実
の
法
律
上
の
罪
名
を
変
更
す
る
よ
う
な
設
問
」
を
承
認
し
た
こ

と
を
中
心
に
説
明
す
る
が
、
既
判
力
論
争
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

三
そ
も
そ
も
、
同
一
事
実
の
語
を
単
数
形
(
旧
三
六

O
条
)
か
ら
複
数
形
(
新
三
五
九
条
)
に
変
更
す
る
と
い
う
画
期
的
修
正
も
、
「
い

か
な
る
議
会
討
議
の
対
象
に
も
な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、

」
と
は
予
想
さ
れ
た
。
そ
れ
よ
り
も
、

一
九
四
一
年
法
律
の
立
法
趣
旨
を
直
接
尋
ね
て
も
、
成
果
の
乏
し
い

一
九
四
一
年
法
律
が
範
と
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
一
九
三
八
年
マ
ヅ
テ
草
案
を
取
り
上
げ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
こ
の
草
案
は
、

一
九
三

O
年
二
一
月
二
三
日
に
設
置
さ
れ
た
、
検
事
長
ポ
l
ル
・
マ
ッ
テ
(
司

2-
官
民
芯
同
)
を
委
員
長
と
す
る
治

一
九
三
八
年
六
月
一
七
日
に
同
草
案
は
公
け
に
さ
れ
て
い
る
。
草
案
作
成
に

罪
法
典
改
革
の
た
め
の
委
員
会
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、

参
画
し
た
ユ
グ
ニ
l
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
私
は
、
名
誉
な
こ
と
に
、
こ
の
草
案
の
準
備
に
参
加
し
た
。

起
草
者
の
意
思
は
、

わ
れ
わ
れ
の
正
義
感
を
害
す
る
よ
う
な
起

そ
し
て
、

訴
の
む
し
返
え
し
を
禁
止
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
〔
旧
三
六

O
条
の
〕
文
言
の
変
更
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
と
、
断
言
し
う

る
。
起
草
者
に
と
っ
て
、
事
実
〔
複
数
〕
は
、
裁
判
官
が
す
べ
て
の
側
面
か
ら
検
討
を
加
え
な
い
と
き
で
も
、

を
意
味
す
る
」
。

も
は
や
再
び
取
り
上
げ
る
必

要
の
な
い
全
事
件
(
件
。
三
四

F
F片岡
巾
)

マ
ッ
テ
草
案
起
草
者
は
、
「
重
罪
院
裁
判
長
に
、

移
送
決
定
書
に
示
さ
れ
た
の
と
は

異
な
る
法
律
上
の
罪
名
を
含
む
事
実
が
弁
論
の
結
果
生
じ
た
と
き
は
、
補
充
設
聞
を
提
出
す
る
よ
う
命
じ
た
う
え
で
、
無
罪
の
場
合
に
同
一

事
実
〔
複
数
〕
に
も
と
づ
く
す
べ
て
の
新
た
な
訴
追
を
禁
じ
た
。
起
草
者
は
、
こ
の
複
数
化
に
よ
っ
て
、

何
ら
か
の
個
別
的
側
面
す
な
わ
ち

何
ら
か
の
法
律
上
の
罪
名
か
ら
観
察
さ
れ
た
事
実
で
は
な
く
、
自
然
的
事
実
〔
複
数
〕
全
体
、
す
な
わ
ち
一
体
と
み
ら
れ
た
事
件
を
意
味
す

と
考
え
た
の
だ
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

る
の
で
あ
る
と
の
彼
ら
の
意
図
を
よ
り
際
立
た
せ
う
る
、

そ
し
て
、

マ
ッ
テ
草
案
の
各
フ
ォ
l
ミ
ュ
ラ
を
結
集
す
る
こ
と
で

「
同
草
案
の
思
考
を
自
分
め
も
の
に
し
た
」
と

一
九
四
一
年
法
律
が
、

北法34(5・40)784



す
れ
ば
、
こ
の
法
律
こ
そ
、
法
的
事
実
説
を
採
る
判
例
に
止
ど
め
を
刺
す
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一事不再理の客観的効力 (2)

(
1〉

HLDF
口。

ι申
吋

m
y

』
・
。
--HN
仏
hmn
・
5
品戸

(

2

)

当
の
本
国
で
あ
る
ド
イ
ツ
『
第
三
帝
国
』
で
は
、
国
家
社
会
主
義
(
ナ
チ
ス
)
支
配
の
下
、
「
法
的
安
定
性
」
や
「
個
人
の
保
護
」
は
凋
落
の
一
途
を
辿

り
、
「
実
体
的
確
定
力
」
も
次
第
に
低
い
評
価
し
か
与
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
(
開
・
同
2
P
3
5守
R
P
F
5
5
5口
玄
十
回
ロ

ω宮内出
g
z
n
r・
品
〉
ロ

P
S印∞-

ω-H芯
・
)
。
こ
の
よ
う
な
動
き
の
ひ
と
つ
の
表
れ
が
、
「
非
常
異
議
申
立
宣
伝

Z
E
E
g岳
n
r
R
巴
ロ
ω
官
E
Y
)」
制
度
(
一
九
三
九
年
九
月
二
ハ
日
法
律
)
と

い
う
一
種
の
不
利
益
再
審
制
度
の
導
入
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
確
定
判
決
は
、
「
判
決
の
公
正
」
に
重
大
な
疑
い
が
あ
る
と
き
は
検
事
総
長
の
右

特
別
再
審
手
続
申
立
の
対
象
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
広
渡
清
吾
「
第
三
帝
国
に
お
け
る
プ
ル
ジ
ョ
ワ
法
の
『
転
換
』
」
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編
『
フ
ァ
シ

ズ
ム
期
の
国
家
と
社
会
・

5
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
体
制
』
三
九
七
九
年
〕
一
五
一
六
頁
参
照
)
。

な
お
、
ヴ
ィ
シ
l
政
権
下
の
四
年
間
は
、
戦
後
の
フ
ラ

γ
ス
人
に
と
っ
て
で
き
れ
ば
無
視
し
た
い
時
代
で
あ
る
よ
う
だ
が
、
し
か
し
第
二
次
大
戦
後
フ
ラ
ン
ス
再

建
を
果
た
そ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
も
ヴ
ィ

γ
I
の
立
法
を
常
に
排
斥
す
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
時
に
は
追
認
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
完
$

3

0
・
司
区
1

『。

z-

て
弘
司
砕
い
宅
句
、
。
誼
門
司
。
ミ

C
S竜
丸
白
書
同
句
室
、
。
、
九
時
、
・

5
8
i
H
E
ι
・

5
叶

N・
に
そ
の
指
摘
が
あ
る
。
筆
者
は
同
書
の
仏
訳
書
を
入
手
し
た
に
と
ど
ま
る
の
で
、

そ
の
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
と
、

HYP岡、『。
Z
(
H
N・
0
・y
h
h
刷
、
、
ミ
崎
町
時
礼
儀
可
て
H

町、
w
k
N
b
h。
lNMMAHA(片
岡
包
E
F
ι
0
5
1
5
A
r
r
m
g
唱
日
。
F
E《
凶
作
凶
作
同
片
岡
釦
ロ
同
0
・

5
3・
古

-
u
S・)
o

こ
の
一
九
四
一
年
法
律
が
追
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
法
律
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
同
法
律
が
一
九
四
五
年
四
月
二

O
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス

に
よ
り
有
効
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
時
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
一
九
四
一
年
法
律
の
成
立
し
た
ヴ
ィ
シ
l
体
制
前
期
(
一
九
四
O

|
一
九
四

二
年
)
は
「
独
自
の
フ
ラ

γ
ス
国
家
」
で
あ
り
、
体
制
の
法
構
造
と
し
て
も
独
自
に
研
究
対
象
と
な
り
う
る
が
、
後
期
(
一
九
四
ニ

i
一
九
四
四
年
)
は
「
ナ
チ

ス
・
ド
イ
ツ
の
た
め
の
機
関
」
と
化
し
て
し
ま
っ
た
と
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
(
稲
本
洋
之
助
「
ヴ
ィ
ジ
ィ
体
制
の
法
構
造
」
前
掲
『
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
の
国
家

と
社
会
・

5
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
体
制
』
一
♂
五
頁
参
照
ゴ

(

3

)

そ
の
他
、
関
連
条
文
と
し
て
重
要
な
の
は
次
の
二
箇
条
で
あ
る
。

「
(
新
三
三
七
条
)
各
主
設
問
に
は
、
次
の
文
言
一
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
被
告
人
は
、
斯
々
の
行
為
を
犯
し
た
罪
の
あ
る
も
の
で
あ
る
か
』
o

各
加
重
事

情
に
関
し
て
は
、
独
立
の
設
問
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

「
(
新
三
三
人
条
)
弁
論
の
結
果
、
移
送
決
定
書
中
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
一
個
ま
た
は
数
個
の
刑
の
加
重
事
情
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
裁

判
長
は
、
一
個
ま
た
は
数
個
の
特
別
設
問
(
』
ロ
g
t
cロ
名
b
n
E
-
o
)
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

北法34(5・41)785



説

、
、
、

(

4

)

原
文
で
は
「
回
以
E
2
m
w
」
と
い
う
未
来
形
(
こ
れ
が
法
文
で
用
い
ら
れ
る
と
き
は
義
務
を
表
す
)
で
、
補
充
設
問
が
「
義
務
」
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
a

、、

(
5
〉
こ
れ
ま
で
の
三
六

O
条
が
、
内
容
を
改
正
(
同
一
事
実
の
複
数
化
)
さ
れ
て
コ
一
五
九
条
に
移
動
し
た
も
の
で
あ
る
。

(

6

)

ロ・

]5品
N
・
F
-
N
]
「

(

7

)

出
口
の
C
開
Z
開
吋
(
戸
-
Y
ロ

o
g
回
ロ
ロ
・
]
巴
印
印
-
U
H
∞
・

(
8
〉
出
巴
の
巴
同
一
Z
同
吋
(
】
十
y
h
白
~
巴
凡
九
ミ
N
U
E
M
e
h
苦
~
v
w
d
H
M
W
恥
同
伺
ミ
、
な
L

『
位
、
h
-
M円
H
E
R
同
時
伺
九
時
匂
江
主
軸
門
町
内
ミ
華
民
高
崎
~
町
内
同
町
民
、
。
凡
H
k
v
h
諸
島
ご
リ
ロ
達
、
s
、
h
・
3
h
H
h
悼
噌

HV-M∞・

(
9
)
H
W
E
8
2
2
・

)-P3柏
崎
町
師
、

sミ雪
S
ミ
宮
九
時
き
ミ
育
ミ
号
、
同
友
き
な
-
u
・

5
8・

(ur---g・

(

川

山

)

国

C
の
C
開
Z
肘
J

円
(
戸
・
)
噌
ロ
C
Z
同
ロ
ロ
-
H
由
日
印
・

ω
5・

(
日
)
マ
ッ
テ
草
案
四

O
二
条
(
一
九
四
一
年
法
律
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
治
罪
法
典
三
三
九
条
と

M
一
文
言
)
。

(
ロ
〉
出
口
の
口
問
Z
開J
『
(
戸
田
y
h
b
な
軸
九
R
N
U
詰
申
告

2
・S
2
N
M
W
恥
同
己
主
目
問
、
置
、
し
予
℃
N叶
lpN∞・

(日

)
ψ
Z
P
-
℃

N
∞・

(

M

)

〈
。
ロ
ロ
ム
(
岡
山
・
Y
H
b
円
s
a
w
-
a
w
白
包
叫
h
h
a
¥
、
白
苫
町
白
一
号
明
札
h
N
h
叫
。
h
w
b
L
N
h
w
u
h
p
H
司
、
、
。
~
v
h
b
苦
肉
師
円
。
ミ
内
室
、
。
、
白
S
h
w
a
m
w
も
、
。
円
仇
泣
き
.
a暗
号

令

2H旬、?勾m司令岳民』

円
、
h
h
E
S
S
E
遣
遺
品
官
b
h
h
-
h
g
凡
柏
町
内
出
門
」
同
町
民
h
M
J
H
E少
匂

-
N
N
申
・
ヴ
ア
ン
は
、
同
所
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
〔
一
九
四
一
年
〕
法
が
マ
ッ
テ
委
員
会
に
よ
っ
て
一
九
三
八
年
に
提
出
さ
れ
た
法
案
(
官
£
2
L
由
。
。
門
目
。
)
に
由
来
す
る
こ
と
で
あ

る
。
同
法
は
、
〔
わ
が
パ
リ
大
学
の
〕
ド
ン
ヌ
デ
ュ
・
ド
ヮ
・
ヴ

7

l
プ
ル
、
ユ
グ
ニ
!
と
い
う
二
人
の
件
大
な
自
由
主
義
的
法
学
者
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ

た
」
と
。

な
お
、
こ
の
一
九
四
一
年
法
律
は
解
放
後
、

論

一
九
四
五
年
四
月
二

O
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
っ
て
有
効
と
さ
れ
た
。

第
四
款

自
然
的
事
実
説
同
|
|
立
法
の
影
響

一
九
四
一
年
法
律
以
降
シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
判
決
(
次
節
)
ま
で
の
一
五
年
を
み
る
と
、
自
然
的
事
実
説
論
者
の
関
心
は
、

一
年
法
律
の
周
囲
に
集
ま
っ
て
い
く
。
各
論
者
に
よ
っ
て
、
重
点
の
置
き
方
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
は
あ
る
が
。

次
第
に
一
九
四

ド
ン
ヌ
デ
ュ
・
ド
ヮ
・
ヴ
ァ

l
ブ
ル
(
口
。
ロ
ロ
巾
島
巾
ロ
仏
巾
〈
白

σ円
四
回
)
は
、

一
九
四
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
彼
の
著
書

(
第
三
版
)

北法34(5・42)786
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勺
法
的
事
安
判
例
の
も
た
ら
す
解
決
は
「
歴
史
的
先
例
に
反
す
M
L
と
言
っ
て
批
判
す
る
が
、

そ
こ
で
語
ら
れ
る
内
容
自
体
、

特
に
目
新

し
い
点
は
な
い
。

彼
の
い
う
歴
史
性
と
は
、
「
治
罪
法
典
〔
旧
〕
三
六

O
条
が
正
確
に
そ
の
表
現
を
模
倣
し
た
共
和
暦
四
年
ブ
リ
ュ
メ
l
ル
法
典
四
二
六
条

に
よ
れ
ば
、
『
同
一
事
実
』
の
語
は
、
同
一
『
罪
名
』
な
い
し
『
重
罪
起
訴
(
同

2
5
E
Cロ
)
』
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
発
生
し
う
る
多
様
な
嫌

疑
に
拘
わ
り
な
く
、
自
然
的
同
一
事
実
を
意
味
し
た
。
同
一
用
語
に
異
な
る
範
囲
を
認
め
る
の
は
奇
妙
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

つ
の
立
法
の
聞
の
設
問
提
出
方
法
の
変
化
に
関
し
て
は
「
犯
罪
の
多
様
な
要
素
が
、
別
々
の
設
問
の
対
象
と
な
る
か
わ
り
に
有
罪
性
の
一
般

「
し
か
し
、
こ
の
改
革
の
理
由
は
既
判
力
理
論
と
関
係
が
な
い
」
と
断
定
す
る
。
さ
ら
に
、
「
重
罪
院
裁

設
問
の
中
に
統
合
さ
れ
た
」
が

判
長
が
、
弁
論
の
結
果
生
じ
た
補
充
設
問
す
}
陪
審
に
提
出
す
る
『
権
限
』
を
有
す
る
と
し
た
ら
、
彼
は
同
時
に
、

伝
統
に
従
っ
て
『
義
務
』

も
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
う
で
な
い
と
、

訴
訟
を
一
回
で
終
結
さ
せ
る
こ
と

裁
判
長
は
そ
の
恋
意
的
な
認
定
に
よ
り
、

も
、
被
告
人
を
反
復
訴
追
の
支
障
及
び
危
険
に
曝
す
こ
と
も
で
き
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
う
」
と
の
論
拠
を
あ
げ
、

書
か
れ
た
判
例
註
釈
で
は
、
判
例
は
「
普
通
法
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
訴
追
は
事
件
に
(
言
語
ミ
)
、

ま
た
問
書
の
二
年
後
に

す
な
わ
ち
可
能
性
の
あ
る
す
べ
て
の

一事不再理の客観的効力 (2)

法
律
上
の
罪
名
下
に
あ
る
事
実
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
原
理
と
衝
突
す
る
。

の
再
開
、
新
た
な
法
的
要
素
に
も
と
づ
く
争
訟
は
、
既
判
力
を
侵
害
す
る
」
と
の
指
摘
を
し
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
た

こ
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
、
同
一
事
実
に
も
と
づ
く
訴
追

わ
ず
か
に
先
の
著
書
の
脚
注
で
、
「
〔
自
然
的
事
実
説
は
〕
一
九
四
一
年
一
一
月
二
五
日
法
律
が
治
罪
法

典
ゴ
一
三
九
条
及
び
三
五
九
条
に
新
文
言
を
与
え
て
以
来
、
疑
う
余
地
が
な
い
」
と
記
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
と
の
あ
る
問
題
で
あ
る
。
た
だ
、

の
著
書
に
な
る
と
、

一
九
四
一
年
法
律
を
も
う
少
し
正
面
か
ら
捉
え
る
よ
う
に
な

ヴ
ィ
ダ
ル
・
マ
ニ
ョ
ル

(
出
合

-
a
呂田

mg戸

)

るG
O~ = 彼

ら
は
ま
ず
、
治
罪
法
典
新
三
五
九
条
(
な
ぜ
か
「
同
一
事
実
」
が
単
数
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
)

を
あ
げ
る
が
、
同
条
の
改
正
(
複
数

北法34(5・43)787



説

化
)
に
は
ま
っ
た
く
ふ
れ
る
こ
と
な
く
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
複
数
罪
名
が
同
一
行
為
に
生
じ
う
る
場
合
、
た
と
え
ば
「
致
死
行
為

(
F
。
B
E骨
)

は
順
次
、
謀
殺
(
曲
目
明
白
回
田
町
岡
田
仲
)
、
故
殺

(
B
2
3同
町
)
、
過
失
致
死
容
。
B
E骨

-uR
吉
田
尚
昆

gs)
の
罪
名
が
付
さ
れ
う
る
」
が
そ
の
よ
う
な

論

「
法
的
事
実
」
か
、

す
な
わ
ち
故
殺
の
訴
因
で
無
罪
を
言
渡
さ
れ
た
者
を
過
失
致
死

場
合
、
三
五
九
条
だ
け
か
ら
は
、
「
自
然
的
事
実
」
か

の
軽
罪
で
訴
追
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
、
で
き
る
の
か
決
し
え
な
い
。
判
例
は
後
者
を
と
る
。

し
か
し
一
九
四
一
年
法
律
に
よ
っ
て
、
重

罪
院
裁
判
長
が
弁
論
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
す
べ
て
の
補
充
設
聞
を
提
出
す
る
こ
と
が
、
旧
三
三
九
条
の
「
提
出
で
き
る
な
。
日
目
吉
田
向
ど

か
ら
新
三
三
九
条
の
「
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ommE)」
へ
と
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
義
務
的
と
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
「
事
実
の
有

し
え
た
す
べ
て
の
罪
名
に
つ
い
て
黙
示
的
に
既
判
力
が
あ
る
こ
と
に
な
る
」
。
判
例
の
解
決
は
、
「
重
罪
院
裁
判
長
の
好
み
で
、

そ
の
訴
訟
を

一
回
で
結
着
を
つ
け
た
り
、
反
復
訴
追
の
面
倒
を
か
け
た
り
で
き
る
と
い
う
重
罪
院
裁
判
長
の
恋
意
に
、
被
告
人
を
委
ね
る
と
い
う
不
都
合

を
も
っ
」
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
二
三
九
条
に
右
の
よ
う
な
修
正
が
あ
っ
た
以
上
、
新
三
五
九
条
の
「
同
一
事
実
」
は
「
か
つ
て
理
解
さ

れ
て
い
た
意
味
、
す
な
わ
ち
『
自
然
的
事
実
』
の
意
味
に
解
さ
れ
る
と
考
え
る
の
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
」
と
言
う
。

限

一
九
四
一
法
律
を
新
た
な
論
拠
と
し
て
、

ユ
グ
ニ
ー
で
あ
っ
た
。

彼
は
、
「
最
高
裁
〔
破
棄

最
も
痛
烈
に
判
例
を
批
判
し
た
の
は
、

き
た
。
し
か
し
、

厳
格
に
自
分
の
立
場
を
守
る
こ
と
も
で

一
九
四
一
年
法
律
は
暗
示
的
に
で
は
あ
る
が
、
非
常
に
は
っ
き
り
と
こ
れ
を
拒
否
し
た
」
と
断
言
す
る
。

院
〕
判
例
は
、
重
罪
院
の
手
続
を
改
正
し
た
一
九
四
一
年
一
一
月
二
五
日
法
律
の
で
き
る
ま
で
は
、

ユ
グ
ニ

l
の
こ

の
白
信
は
、

彼
が
一
九
四
一
年
法
律
の
手
本
と
さ
れ
た
マ
ッ
テ
草
案
の
起
草
に
参
画
し
て
同
草
案
に
明
る
い
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う

(
前
款
参
照
)
。

ユ
グ
ニ
ー
に
よ
れ
ば
、

一
九
四
一
年
法
律
に
よ
る
治
罪
法
典
新
三
五
九
条
が
、

旧
三
六

O
条
の
同
一
事
実
(
単
数
)
を
複
数
形
に
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
「
最
高
裁
を
否
定
し
た
」
の
で
あ
る
、

と
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
は
次
の
疑
問
が
起
こ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
〔
マ
ッ
テ
草
案
〕

起
草
者
ら
は
、
長
い
こ
と
適
切
な
表
現
を
捜
し
て
き
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

彼
ら
の
考
え
を
余
り
に
不
明
瞭
な
1

1
人
に
よ
っ
て
は
余
り
に
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不
器
用
な
1
1表
現
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
し
た
の
で
、

そ
の
考
え
ま
で
認
識
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、

一
九
四
一
年
の
立
法
者
は
、

ま
た
、

立
法
者
の
有
し
な
か
っ
た
意
図
を
立
法
者
に
帰
す
る
の
は
許
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
。

こ
の
反
論
に
対
し
て
、
ュ
グ
ニ

l
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

「
〔
マ
ッ
テ
〕
草
案
に
は
、
こ
の
四
二
三
条
〔
治
罪
法
典
新
三
五
九
条
〕
を
補
完
し
明
瞭
に
す
る
別
の
規
定
、

す
な
わ
ち
四

O
二
条
が
あ

っ
た
。

同
条
は
、
《
弁
論
の
結
果
、
事
実
が
移
送
決
定
書
に
記
載
さ
れ
た
と
こ
ろ
と
異
な
る
法
律
上
の
罪
名
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
と
き
は
、
裁
判
長
は
、
補
充
設
聞
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
》
と
規
定
す
る
。
草
案
起
草
者
ら
は
、

長
い
こ
と
判
例
に
よ
っ
て
承

認
さ
れ
て
き
た
が
純
粋
に
任
意
と
み
な
さ
れ
て
き
た
こ
の
補
充
設
聞
を
、

次
の
目
的
の
た
め
に
義
務
的
と
さ
せ
る
よ
う
に
要
求
し
た
。
そ

の
目
的
と
は
、
重
罪
院
の
評
価
に
服
し
て
い
な
い
諸
点
に
も
と
づ
く
遅
れ
た
起
訴
が
将
来
な
さ
れ
る
こ
と
の
阻
止
で
あ
る
。

立
法
者
は
、
新
三
三
九
条
で
、
マ
ッ
テ
草
案
四

O
二
条
を
模
倣
(
口
岳
山
恥
)
し
た
」

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
法
律
が
成
立
し
た
以
上
、
「
重
罪
院
は
、
こ
め
か
み
に
目
隠
し
皮
を
し
て
い
る
〔
フ
ラ
ン
ス
語
で
『
偏
見
を
も
っ
』

の
意
〕
と
か
、
軽
罪
裁
判
所
に
、
本
来
判
決
で
き
な
か
っ
た
事
項
に
つ
き
判
決
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
斗
の
で

一
九
四
一
年

一事不再理の客観的効力 (2)

糸
町
ヲ
匂
。

か
く
し
て
、
判
例
は
そ
の
基
礎
を
失
い
「
も
は
や
治
罪
法
典
三
五
九
条
の
法
文
に
与
え
て
い
た
解
釈
を
、
結
局
維
持
し
え
な
い
び
の
で
あ

る
が
、
判
例
の
転
回
を
み
る
前
に
、
既
判
力
論
争
の
締
め
く
く
り
と
し
て
、

ま
た
自
然
的
事
実
説
の
集
大
成
と
し
て
、

コ
ン
バ
ル

J

ア
ュ

(の。
B-M同
E
広
口
)
の
議
論
を
次
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(

1

)

 

(

2

)

 

(

3

)

 

こ
の
時
期
に
な
る
と
、
学
説
は
殆
ん
ど
す
べ
て
自
然
的
事
実
説
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
る
。

ロ。
2
2関
口
同
開
C

U
開
〈
〉
国
岡
山
開
印
(
出
・
)
・
叫
吋J

、邑3比た同芯恥内、凶悶札§‘、さ、d。札たH
円ミ、一

即口
-r》

比
戸
《

ι凶.ニ.口。
]HF

印∞
ω.
句-∞∞∞・
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一説

(
4
)
H
r丘
二
回
】
・
∞
∞
吋
・

(
5
)
F
r巳・

(
6
)
F
E・

(

7

)

り
。

zz開
U
H
M
w
d
O開
〈
〉
回
自
由
(
出
・
)
・
ロ
O
H
O
由
ロ
ロ
・
]
戸
由
品
川
戸
印
】
I

品・

(

8

)

日

rE-

(

9

)

ロ
。

zz開
U
H
M
W
C
U開
〈
k
p
出
回
同
開
凹
(
出
・
)
・
吋
、
阻
止
恥
九
時
弘
、
、
白
む
町
、

ι吉
弘
宮
町
』
ミ
礼
儀
W
H
h
hな
目
白
之
色
苫
司
令
詑
同
町
四
円
ミ
昔
、
白
、
h
F
司
・
∞
∞
叶
・
ロ
ロ
同
O
N・

(

ω

)

一
九
四
一
年
法
律
に
つ
い
て
脚
注
で
簡
単
に
触
れ
る
に
止
ど
ま
っ
て
い
る
の
は
、
同
書
が
右
法
律
施
行
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
(
年
度
は
不
明
)
も
の
の
第
三

版
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

(
口
)
〈
H
U〉
F
(の・
)
2
Y向
〉
の
Z
。
F

Q
・
)
噌
向
。
足
、
、
師
、
司
令
6
民
同
町
、
な
直
言
ミ
ミ
九
時
的
町
民
間
苫
門
司
、
h
E
.
H
S
H
H
R岳民、
F

市

w
e
h山
内
山

--H・
口
-
H申品川
w-

(ロ
)
F
E
-
-
匂

-
S
A
Y
ロ
c
g
r

(
門
凶

)
F
Z
P
-
ロ。

S
0・
℃
・
坦
坦
印
・

(
リ
凶

)
F
E
-
-
ガ・

3
∞・

(
江
山

)
F
E
-

(

叫

山

)

仲

EL--
ロO
R
N
-

(
灯
)
出
d
の
ロ
何
一
Z
開
吋

(
H
f
y

ロ
o
g
mロ
ロ

-
S印印

ωH∞・

(
活
)
任
三
-

(
四
)
子
三
・

(
却
)
〈
何
回
出
回
)
白
河
(
】
・

l
ζ
)・
ロ
D
お

8
5
h
r
-
R
5
・
回
目
白

E
S
E
〔、

E
F
2
3
L・
h
-
p・
5
E・
口
・
巴
芯
・
グ
ェ
ル
デ
ィ
エ
の
自
然
的
事
実
説
の
最

大
の
根
拠
も
、
一
九
四
一
年
法
律
で
あ
っ
た
。

論

第
五
款

総
括
的
判
例
批
判
1

1
コ
ン
パ
ル
デ
ュ
の
所
説

コ
ン
パ
ル
デ
ュ
の
、
「
既
判
力
に
関
し
て
論
争
の
対
象
と
さ
れ
今
日
な
お
現
実
的
な
問
題
の
研
究
」
と
題
す
る
論
文
が
発
表
さ
れ
た
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の
は
、

一
九
五
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
翌
年
に
は
、
次
節
に
述
べ
る
シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
判
決
が
出
さ
れ
て
お
り
、

法
的
事
実
判
例
を
批
判
し

自
然
的
事
実
説
を
主
張
す
る
論
文
と
し
て
は
右
の
論
文
が
最
後
の
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
も
、

コ
ン
パ
ル
デ
ュ
の
右
論
文
は
、

時
代
が
比
較

的
新
し
い
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、

こ
れ
ま
で
の
自
然
的
事
実
説
を
整
理
統
合
し
、

具
体
的
論
証
に
も
意
を
尽
し
た
説
得
的
な
論
文
に
な
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
法
的
事
実
判
例
の
総
括
的
批
判
と
し
て
、

さ
ら
に
は
本
節
の
ま
と
め
を
兼
ね
て
コ
ン
パ
ル
デ
ュ
の
所
説
を
以
下
比

較
的
詳
細
に
辿
ろ
う
と
す
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

コ
ン
バ
ル
デ
ュ
が
第
一
に
問
題
と
し
て
と
り
上
げ
た
の
は

各
条
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
事
実
」
と
い
う
用
語
に
与
え
ら
れ
る
各

に
法
的
事
実
の
意
味
を
与
え
た
け
れ
ば
、
「
同
一
重
罪
、

々
の
解
釈
の
統
一
性
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

立
法
者
が
「
事
実
」

同
一
軽
罪
の

た
め
に
」
と
い
っ
た
用
語
を
用
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
デ
ュ
パ
ン
検
事
長
が
破
棄
院
の
俊
察
官
意
見
(
-
八
四
一
年
連
合
部

の
中
で
指
摘
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、

判
決
に
関
す
る
)

コ
ン
パ
ル
デ
ュ
の
分
析
は
よ
り
詳
細
綴
密
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ど

の
よ
う
な
意
味
で
『
事
実
』
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
研
究
す
る
た
め
に
治
罪
法
典
に
ざ
っ
と
眼
を
通
す
と
、

」
の
表
現
は
常

に
自
然
的
事
実
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
分
か
る

(
と
り
わ
け
、

一
二
九
条
、

五
条
、
三
二
条
、

四
O
条
、
九
四
条
、

一
二
八
条
、

一事不再建の客観的効力 (2)

一
一
一
一
一
一
一
条
な
ど
)
。

た
と
え
ば
、
二
四
六
条
と
三
五
九
条
に
あ
る
《
同
一
事
実
》
の
表
現
が
、
前
者
の
場
合
自
然
的
同
一
行
為
(
こ
れ
は
異
論
が
な
い
)
を
意

味
し
、
後
者
の
場
合
同
一
訴
追
罪
名
を
意
味
す
る
と
い
う
の
は
、
い
か
に
し
て
認
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
?
」
と
。

さ
ら
に
、
新
三
六

O
条
と
新
三
五
九
条
を
比
較
し
て
も
、
同
様
の
指
摘
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
新
三
六

O
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ

て
い
る
。「

(
〔
新
〕
三
六

O
条
)
弁
論
の
進
行
中
に
、
証
拠
書
類
ま
た
は
証
言
に
よ
っ
て
被
告
人
に
、
別
の
事
実
の
疑
い
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
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説

と
き
は
、
裁
判
長
は
、
無
罪
の
判
決
を
言
渡
し
た
後
、
被
告
人
を
新
た
な
事
実
の
た
め
に
訴
追
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
そ
の
た
め
裁
判
長
は
、
勾
引
状
ま
た
は
必
要
に
応
じ
て
勾
留
状
を
発
し
て
、

被
告
人
を
管
轄
司
法
官
ま
た
は
裁
判
所
に
送
致
し
な
け

論

れ
ば
な
ら
な
い
」
(
傍
点
コ
ン
パ
ル
デ
ュ

H
原
文
で
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
)

「
新
た
な
事
実
」
は
、
「
未
だ
提
訴
を
受
け
て
い
な
い
予
審
判
事
に
よ
っ
て
も
、
令
状
を
発
す
る
権
限
し
か
与
え
ら
れ

て
い
な
い
重
罪
院
裁
判
長
に
よ
っ
て
も
、
ま
だ
罪
名
を
与
え
ら
れ
て
も
い
な
い
と
い
う
の
に
こ
れ
を
法
的
事
実
の
問
題
で
あ
る
な
ど
と
主
張

右
の
条
文
に
い
う

で
き
る
の
だ
ろ
う
か
?

つ
ま
り
確
か
に
刑
事
に
お
け
る

し
た
が
っ
て
、

」
こ
で
は
弁
論
の
進
行
中
に
明
ら
か
に
な
っ
た
『
自
然
的
事
実
』

提
訴
が
可
能
の
よ
う
だ
が
未
だ
罪
名
が
付
せ
ら
れ
て
い
な
い
あ
り
の
ま
ま
の
事
実
し
か
、

問
題
に
な
り
え
な
い
。
以
上
の
結
果
、
同
一
法
典

と
い
う
語
が
二
つ
の
異
な
っ
た
意
味
を
も
ち
う
る
と
、

の
連
続
す
る
こ
つ
の
条
文
(
三
五
九
条
、
三
六

O
条
)
に
お
い
て
、
『
事
実
』

的
に
主
張
で
き
る
も
の
か
ど
う
か
」
と
言
っ
て
、
一
一
一
五
九
条
の
「
同
一
事
実
」
も
自
然
的
同
一
事
実
と
解
す
べ
き
で
あ
る
、

と
主
張
す
る
。

引
き
続
い
て
実
質
的
な
議
論
に
入
る
。

理
」
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
、

1

1

そ
の
際
、
「
問
題
解
決
を
必
要
と
す
る
か
に
み
え
る
幾
つ
か
の
一
般
原

コ
ン
パ
ル

J

ア
ュ
は
、

ω公
判
裁
判
所
の
罪
名
変
更
権

e
g
g
-
H
F
島
田

G
E
E
s
t
oロ)

ま
ず
、
刑
事
裁
判
所
は
、
《
事
件
(
山
口

2
5
)》
す
な
わ
ち
公
訴
事
実
を
付
託
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
異
論
の
な
い
原
則
を
採
り
上
げ
る
。
同

原
則
に
よ
っ
て
、
罪
名
変
更
が
な
さ
れ
て
も
事
実
は
同
一
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
裁
判
官
は
、
単
に
、
事
実
に
与
え
ら
れ
て
い
る
法
の
ラ
ベ
ル

す
な
わ
ち
事
実
と
法
典
の
聞
に
存
す
る
法
律
関
係
を
変
更
す
る
に
す
ぎ
な
い
」

の
で
あ
る
。

重
罪
院
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
「
管
轄
権

を
付
与
す
る
重
罪
公
訴
部
の
移
送
決
定
書
を
受
け
と
っ
て
、

充
全
な
裁
判
権
(
立
合
同
苫
骨
骨
吉
岡
山
岳
ロ
昨
日
0
ロ
)
を
も
っ
。

重
罪
院
は
、

院
は
当
然
に
、
移
送
決
定
書
に
記
載
さ
れ
た
罪
名
を
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
新
た
に
検
討
さ
れ
た
事
実
が
重
罪
で
は
な
く
、

し
た
が
っ

北法34(5・48)792

論
理

重
罪



て
重
罪
裁
判
権
の
通
常
の
管
轄
で
は
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、

重
罪
院
は
、

管
轄
権
の
な
い
こ
と
を
理
由
に
判
決
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な

ぃ
。
適
法
に
事
件
(
長
田
町
内
)
を
提
起
さ
れ
た
以
上
、
重
罪
院
は
そ
れ
を
終
局
的
に
判
決
し
、

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

付
託
さ
れ
た
事
実

t
a
g
)
に
つ
き
判
示
し
な

一
九
四
一
年
法
律
が
、
重
罪
院
裁
判
長
に
補
充
設
問
提
出
「
義
務
」
を
認
め
た
こ
と
か
ら
、

こ
の
こ
と
は
、

の
義
務
、
す
な
わ
ち
「
単
に
重
罪
公
訴
部
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
重
罪
起
訴
〔
罪
名
〕
に
関
し
て
の
み
な
ら
ず
、
弁
論
の
審
理
に
あ
ら
わ
れ
た

法
的
側
面
と
の
関
係
に
お
い
て
も
事
件
を
判
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
罪
院
裁
判
長
の
、
単
な
る
道
義
的
な
も
の
で
は
な
い
法
的
義
務
は
、

一
層
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ

付
託
さ
れ
た
事
実
に
付
さ
れ
う
る
す
べ
て
の
法
律
上
の
罪
名
を
消
滅
さ
せ
る
効
果
を
有
す
る
。

そ
し
て
補
充
設
聞
を
提
出
し
な
か
っ
た
と
い

う
裁
判
長
の
回
避
行
為
は
、
単
純
に
、
移
送
決
定
書
に
記
載
さ
れ
た
罪
名
と
は
異
な
る
罪
名
の
可
能
性
が
、

弁
論
の
結
果
明
ら
か
に
な
ら
な

か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
が
、
治
罪
法
典
新
三
三
九
条
に
与
え
ら
れ
う
る
唯
一
の
論
理
的
解
釈
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
。

ま
た
、
陪
審
と
の
関
係
で
重
要
な
原
理
と
し
て
「
人
民
の
答
申
は
最
高
で
あ
り
、
決
定
的
で
あ
る
」

と
い
う
の
が
あ
る
。
陪
審
無
罪
後
の

「
第
二
の
訴
追
と
い
う
の
は
、
陪
審
の
決
定
に
対
す
る
一
種
の
抗
議
に
よ
る
も
の
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
?
第
二
の
訴
追
が

《
こ
の
陪

一事不再理の客観的効力 (2)

ほ
と
ん
ど
公
然
と
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
?

が
最
高
の
も
の
と
認
め
た
答
申
の
効
果
を
、
間
接
的
に
無
効
な
い
し
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
の
か
?
」
。

法
律

し
か
し
そ
れ
は
、

審
の
無
能
さ
に
対
す
る
救
済
策
》
を
構
成
す
る
こ
と
は
、

陪
審
の
答
申
に
は
理
由
が
付
さ
れ
ず
、
そ
れ
を
導
い
た
過
程
・
原
因
が
知
り
え
な
い
だ
け
に
、

こ
の
、
点
の
慎
重
さ
は
特
に
必
要
な
も
の
と

い
え
よ
う
。

北法34(5・49)793

mw第
二
の
原
理
は
、
「
刑
事
公
判
裁
判
所
は
|
|
有
罪
を
言
渡
す
の
で
あ
れ
無
罪
を
言
渡
す
の
で
あ
れ
|
|
終
審
と
し
て
判
決
す
る
と
き

は
、
終
局
的
に
判
決
す
る
」
と
い
う
も
の
で
、
換
言
す
れ
ば
「
全
部
に
つ
い
て
一
回
」
の
原
理
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
公
判
裁
判
所
は
、

疑
わ
し
い
場
合
に
事
件
を
終
結
さ
せ
な
い
可
能
性
を
も
つ
こ
と
は
、

も
は
や
で

フ
ラ
ン
ス
古
法
に
あ
っ
た
よ
う
な
、



説

き
な
い

(
こ
れ
は
か
つ
て
の
期
限
付
き
、
あ
る
い
は
無
期
限
の
仮
放
免
手
続
を
指
す
)
。
有
罪
判
決
が
あ
っ
た
場
合
、
『
事
件
』
は
、

別
の
刑

を
言
渡
す
た
め
で
あ
れ
、
無
罪
を
得
る
た
め
で
あ
れ
、
も
は
や
繰
り
返
え
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

無
罪
判
決
が
あ
っ
た
場
合
、
事
件
は
、

た

北法34(5・50)794

論

と
え
新
証
拠
が
発
見
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
よ
り
一
層
強
い
理
由
で
、

の
修
正
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
再
審
の
手
続
で
あ
る
。

繰
り
返
え
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
唯
一

こ
れ
は
不
当
に
有
罪
と
さ
れ
た
者
の
利
益
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、

不
当
に
無
罪
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
不
十
分
な
有
罪
刑
を
受
け
た
者
に
対
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
0

・
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
例
外
的
、

方
通
行
的

$
2
5
5
j
E
S
)
手
続
で
あ
る
」
。

一
事
不
再
理
原
則
が
、
歴
史
的
に
、

仮
放
免
制
度
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
確
立
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
議
論
し
て
い
る
に
目
、

法
的
事
実
説
の
不
当
性
を
再
審
と
の
関
連
で
も
論
じ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

四

右
の
よ
う
な
検
討
の
後
、

コ
ン
パ
ル
デ
ュ
は
判
例
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
仮
り
に

〔
判
例
の
〕

こ
れ
ま
で
を
否
定
し
な

い
と
し
て
も
、
立
法
の
改
正
(
一
九
四
一
年
一
一
月
二
五
日
法
律
に
よ
る
三
三
九
条
及
び
三
五
九
条
の
改
正
)

よ
り
論
理
的
で
あ
り
、
同
時
に
よ
り
人
道
的
で
あ
る
方
向
に
向
か
い
う
る
と
考
え
る
」
と
予
測
す
る
。
た
だ
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
判

を
考
慮
す
れ
ば
、
判
例
は
、

例
が
長
期
に
亘
っ
て
延
命
す
る
こ
と
が
で
き
た
原
因
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
、

判
例
の
《
新
た
な
要
素
》
《
前
訴
で
指
摘
な
い
し
評
価
さ
れ
な

か
っ
た
要
素
》
を
要
求
す
る
理
論
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

先
に
述
べ
た
よ
う
に

(
前
節
第
二
款
)
、

現
実
に
《
新
た
な
要
素
》
が

な
い
と
し
て
再
訴
を
否
定
し
た
破
棄
院
判
例
も
幾
っ
か
あ
り
、
制
約
原
理
と
し
て
一
定
の
機
能
を
果
た
し
て
き
た
点
は
否
め
な
い
。

し
か
し

そ
れ
も
、
全
体
か
ら
み
る
と
気
休
め
程
度
の
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

コ
ン
パ
ル
デ
ュ
は
、
「
新
要
素
」

概
念
を

《
単
に
修
飾
的
な
事
実
》

と
《
真
に
新
た
な
事
実
》
に
区
別
し
て
、

こ
の
判
例
理
論
を
批
判
的
に
論
じ
る
。

「
《
単
に
修
飾
的
な
事
実
》
と
は
、
前
訴
を
加
重
す
る
よ
う
な
、

あ
る
い
は
逆
に
あ
る
種
の
変
更
に
よ
っ
て
減
軽
す
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は

単
に
変
更
を
加
え
る
よ
う
な
付
随
事
情
で
、
そ
れ
ら
の
事
情
が
幹
に
結
合
す
る
校
の
よ
う
に
、

訴
追
さ
れ
た
同
一
事
実
に
密
接
に
結
合
す
る



場
合
を
言
う
。

《
真
に
新
た
な
事
実
》
と
は
、

前
訴
と
は
完
全
に
異
な
り
、

公
判
裁
判
所
が
、

訴
追
権
と
判
決
権
の
分
離
原
則
の
侵
害
な
し
に
は
、

防
禦
権
の
重
大
な
侵
害
な
し
に
は
職
権
で
係
属
さ
せ
え
な
い
よ
う
な
事
実
を
言
う
。

判
例
が
新
た
な
訴
追
を
行
な
う
た
め
に
、

わ
れ
わ
れ
が
与
え
た
正
確
な
意
味
に
お
い
て
『
真
に
新
た
な
事
実
』
を
要
求
す
る
と
し
た
ら
、

そ
の
場
合
に
は
、
|
|
そ
し
て
そ
の
場
合
に
の
み
1
1
2
既
判
力
に
向
け
ら
れ
た
侵
害
は
な
く
、

る」。

わ
れ
わ
れ
も
判
例
に
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き

し
か
し
、
判
例
が
再
訴
を
許
容
す
る
の
に
必
要
だ
と
す
る
新
要
素
が
『
単
に
修
飾
的
な
事
実
』

に
す
ぎ
な
い
と
し
た
ら
、

わ
れ
わ
れ
は
判

例
に
賛
成
で
き
な
い
。

一
例
を
あ
げ
る
。
公
然
と
わ
い
せ
つ
行
為
を
行
な
っ
た
者
を
、
重
罪
院
で
強
制
わ
い
せ
つ
無
罪
と
さ
れ
た
後
に
、
「
公

然
」
わ
い
せ
つ
で
軽
罪
裁
判
所
に
訴
追
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
、

と
い
う
事
例
に
つ
い
て
、

コ
ン
バ
ル
デ
ュ
は
こ
れ
を
否
定

一事不再理の客観的効力 (2)

す
る
。
理
由
は
、
「
第
二
の
訴
追
を
正
当
化
す
る
た
め
に
一
部
の
実
務
家
が
あ
げ
る
公
然
性
は
、
実
は

情
(
深
夜
で
あ
る
と
い
う
事
情
、
あ
る
い
は
集
団
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
と
の
事
情
と
同
様
の
も
の
)
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
間
違
い
な

く
、
帰
責
事
実
自
体
と
の
関
係
を
み
よ
う
と
し
な
い
法
律
家
の
巧
妙
さ
、
綴
密
さ
で
あ
る
」
と
言
っ
て
、
新
要
素
理
論
の
欺
輔
性
を
攻
撃
す

『
事
実
』

で
は
な
く
、

せ
い
ぜ
い
事

る。
五

次
い
で
、
破
棄
院
一
九
五
四
年
三
月
二
五
日
判
決
(
チ
ボ
l
判
決
・
後
お
を
批
判
的
に
検
討
し
た
う
え
、
最
後
に
判
例
理
論
の
、

①
論
理
的
、
②
人
導
的
レ
ベ
ル
に
お
け
る
不
当
性
を
指
摘
す
る
。

①
ま
ず
、
法
理
論
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
「
判
例
は
、
一
層
満
足
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

同
一
事
実
が
、
同
時
に
故
殺
と
過
失
致
死
を
構
成
し
え
な
い
こ
と
は
争
い
え
な
い
。
こ
れ
は
、

実
際
一
個
の

一
方
ま
た
は
他
方
か
で
あ
っ
て
、
同
時
に

つ
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
判
例
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
と
、
判
例
自
ら
両
立
し
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
二
つ
の
犯
罪
の
抑

ま
た

北法.34(5，51)795 



説

圧
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
、
二
つ
の
有
罪
に
至
り
う
る
し
、

至
ら
し
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
各
々
終
局
的
と
な
っ
た
二
つ
の
有
罪
判
決
を
突

き
合
わ
し
て
み
る
こ
と
自
体
、
単
に
矛
盾
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
最
大
の
誤
判
を
示
す
」
。

論

②
「
確
か
に
こ
の
〔
判
例
の
〕
手
続
は
、

遺
憾
な
欠
陥
を
補
い
、
怪
し
か
ら
ぬ
不
処
罰
を
是
正
さ
せ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
そ
こ
に
は
、
時
に
人
身
の
自
由
を
侵
害
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
両
刃
の
剣
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
?
」
。

問
題
の
本
質
は
、
犯
人
処
罰
の
確
保
(
不
処
罰
の
是
正
)

の
要
請
と
人
身
の
自
由
の
保
障
の
相
克
に
あ
り
、
そ
の
場
合
、
後
者
を
軽
視
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
、

プ
レ
イ
)

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
注
目
す
べ
き
は
、
単
な
る
人
権
論
に
止
ど
ま
ら
ず
、
こ
れ
に
手
続
的
正
義
(
フ
ェ
ア

の
観
点
を
加
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
'
ー
ー

「
:
:
:
一
種
の
再
審
と
い
う
方
法
で
、

か
な
り
低
級
な
技
巧
に
よ
り

直
接
重
罪
院
で
打
撃
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
被
告
人
に
対
し
、
間

接
的
に
軽
罪
に
よ
っ
て
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
い
う
の
は
、

望
ま
し
い
こ
と
だ
ろ
う
か
?

司
法
上
の
闘
争
に
お
い
て
も
、

勝
負
に
潔
い

(
骨
片
岡
開
ゲ
町
田
口
』
。
ロ

ZH)
と
い
う
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
事
情
を
知
っ
て
い
る
者
の
眼
に
は
明
ら
か
な
卑
劣
さ
、

を
有
す
る
手
続
を
用
い
て
何
に
な
る
の
か
?
」
と
。
「
わ
れ
わ
れ
の
唯
一
の
関
心
は
、

不
作
法
さ

訴
追
の
理
由
と
さ
れ
た
事
実
か
ら
、

法
律
家
の
巧
妙

級
密
な
博
学
が
そ
の
事
実
に
付
与
し
う
る
す
べ
て
の
罪
名
が
奪
わ
れ
な
い
限
り
、
被
告
人
が
相
次
ぐ
複
数
裁
判
所
で
連
続
的
な
苦
痛
を
受
け

る
と
い
っ
た
事
態
を
避
け
る
こ
と
で
あ
る
」
。

コ
ン
パ
ル
デ
ュ
は
、
判
例
の
将
来
に
つ
い
て
、
「
判
例
が
、
『
一
事
不
再
理
原
則
』
の
よ
り
良
い
理
解
の
方
向
へ
と
進
む
こ
と
を
希
望
し
て

お
こ
う
」
と
結
ん
で
い
る
が
、
翌
一
九
五
六
年
、
破
棄
院
は
こ
れ
に
応
え
る
か
の
よ
う
に
、

シ
品
ヴ
ァ
ロ
判
決
に
よ
っ
て
判
例
変
更
を
し
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
節
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
1
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一事不再理の客観的効力 (2)
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遣

ShN・
何
時
円
H

え
た

h
h
a
h
、
同
町
九
S
N
b
u・
5
印

mrHV・
ω
B
2
F

(
2
)

本
章
第
一
節
第
二
款
二
【
1
】
参
照
。

(
3
)

の
O
F両国〉
F
U
H
M
W
C
(岡
山

-YD-v-n-f-u・
ω品
印
・

(
4
)

こ
れ
は
一
事
不
再
理
規
定
(
旧
三
六

O
条

i
新
三
五
九
条
)
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
新
三
六

O
条
も
一
九
四
一
年
法
律
に
よ
っ
て
改
正
、
移
動

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(
5
)

。
。
冨
切
〉
F
巴口
W
C
(
H
W
Y
G
匂
-
n
X
E
-
-
y
ω
2
・

(
6
)
H
r広・

(
7
)
r
r
r
b
・

(
8
)
-
r
F《

H
-
H
U
-
u
g
i
ω
由一
1

・

(
9
)

円

EL--MV・

ωミ・

(
ぬ
)
ド
イ
ツ
で
、
一
部
の
論
者
が
一
事
不
再
理
を
『
一
回
性
の
原
則
(
仏
え
の
2
ロ仏

S
R
仏
2
H
W吉
田
田
口
回
目
白
ユ
)
』
で
説
明
し
て
い
る
の
が
想
起
さ
れ
る
(
た
と

え
ば
、
問

-
H
V
2
2
p
g
g守
門

CNS-
巴
ロ
戸
各
円

E
n
y
u
〉口町

f
S
2・
ω
-
A
5
0・
)
。
な
お
、
田
宮
・
前
掲
書
七
六
頁
以
下
。

(
日
)
(
リ
。
富
田
〉
F
U
ロ
W
C
(
河・)・

0
司
-
n
-
f
-
u・
ω晶、吋・

(ロ
)
-
E
L
-
-
-
u・
ω晶、吋
lω
酌∞.

〈
日
)
本
稿
第
一
章
第
三
節
第
一
款
参
照
。

(

M

)

(

U

。
富
国
〉
戸
ロ
ロ
w
d
u
(
m
-
Y
D℃
-
n
X
4
同

)
ω
A松山・

(
f
p
)

忌
広
・

(
叫
山

)
5
H
L
-

司・

ω
S

(
げ
)
次
節
第
一
款
三
参
照
。

(
賂
)
(
リ
O
富
田
〉
F
U
H同
W
J
C
(
河
-
Y
O
回以・口一戸

〈
川
口
)
手
広
・
・
司
・

ωJ
可。

(
却
)
大
陸
法
H
実
体
的
真
実
主
義
、
英
米
法
目
当
事
者
主
義
(
包
〈

o
g
R
M『
凹

3
Z
B
)
と
単
純
に
は
割
り
切
れ
な
い
例
証
と
い
え
よ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
が

直
接
間
接
の
英
米
法
の
影
響
で
あ
る
と
の
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
の
で
は
あ
る
が
(
特
に
英
米
法
文
献
は
引
用
さ
れ
て
は
い
な
い
)
。

(幻
v

。
。
呂
田
〉
F
U
H開
C

(
剛山・
y
o匂・ロュ・
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説

〈

明

叫

)

ロL
L
・

論

第
三
節

シ
ュ
ヴ
ア
ロ
判
決
(
一
九
五
六
年
〉

第
一
款

原

審

一
世
紀
半
に
亘
る
既
判
力
論
争
は
、

シ
ュ
ヴ
ア
ロ
ー
破
棄
院
判
決
(
一
九
五
六
年
)

に
よ
っ
て
終
止
符
を
打
た
れ
た
。
こ
の
判
決
は
、

法
的
事
実
判
例
と
訣
別
し
、
自
然
的
事
実
説
に
与
す
る
重
大
な
判
例
変
更
を
決
断
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
本
款
で
は
ま
ず
、
事
件
の
経
過
か

ら
追
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
令
官

s-2)
と
い
う
男
が
、
そ
の
息
子
ジ
ャ
ン
・
ク
ロ
ー
ド
に
対
す
る
故
殺
の
重
罪
に
よ
り
、

ア
ミ
ア
ン

(旨
5
5
)
控

訴
院
重
罪
公
訴
部
の
決
定
に
よ
っ
て
エ
ン
ヌ
(
注
目
ロ
巾
)
重
罪
院
に
移
送
さ
れ
た
の
は
、

一
九
五
四
年
一
月
二

O
日
で
あ
っ
た
。
同
年
二
月
九

日

エ
ン
ヌ
重
罪
院
の
陪
審
は
、
「
故
殺
」
(
主
設
問
)

と

「
殺
害
ま
で
の
意
図
の
な
い
故
意
の
殴
打
」
(
補
充
設
問
)

の
二
つ
の
設
問
に
対

シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
は
無
罪
を
言
渡
さ
れ
た
。
そ
の
後
彼
は
、
同
一
事
実
に
つ
い
て
、
今
度
は
過
失
致
死
の
嫌

疑
で
訴
追
さ
れ
た
。
起
訴
を
受
け
た
ヴ
ェ
ル
ヴ
ァ
ン
(
〈
R
4
5
)
軽
罪
裁
判
所
は
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
か
ら
の
既
判
力
の
抗
弁
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
破
棄
院
の
非
常
に
有
名
な
判
例
に
も
と
づ
い
て
」
彼
に
有
罪
判
決
を
言
渡
し
た
(
一
九
五
四
年
三
月
一
八
日
)
。

こ
の
有
罪
判
決
に
対
し
、
検
察
官
及
び
シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
か
ら
控
訴
が
な
さ
れ
た
。
控
訴
審
で
あ
る
ア
ミ
ア
ン
控
訴
院
は
、

一
九
四
一
年
法
律
を
十
分
割
酌
し
た
次
の
よ
う
な
判
決
を
し
た
。

し
、
い
ず
れ
も
否
定
的
に
答
申
し
、

一
九
五
四
年
七
月

一
二
日
、「

治
罪
法
典
新
三
三
九
条
に
よ
れ
ば
、
重
罪
院
に
お
け
る
弁
論
の
結
果
、

移
送
決
定
書
と
は
異
な
る
法
律
上
の
罪
名
を
有
す
る
こ
と
が
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明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
『
裁
判
長
は
、
補
充
設
聞
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
。
裁
判
長
が
適
切
な
す
べ
て
の
罪
名
を
付
し
て
公

訴

事

実

を

提

示

す

べ

き

で

あ

る

と

い

う

、

そ

の

必

然

的

結

果

と

し

て

、

」
の
よ
う
な
義
務
は
、

上
記
事
実
〔
複
数
〕

に
も
と
づ
く
』

を
必
然
的
に
排
除

す
る
。
同
様
に
、

同
法
典
一
二
五
九
条
に
示
さ
れ
た
、

無
罪
被
告
人
に
対
す
る

『
同
一
事
実
〔
複
数
〕

反
復
訴
追
の
禁
止

t主

一
九
四
一
年
立
法
者
の
意
思
が
、

反
復
訴
追
の
み
な
ら
ず
公
訴
事
実
〔
複
数
〕
が
自
然
的
に
同
一
で
あ
る
と
き
に
異
な
る
法
律
上
の

罪
名
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
禁
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、

よ
く
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
諸
原
理
の
適
用
に
よ
り
、
本
件
に
お
い
て
は
、

シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
に
対
す
る
本
件
公
訴
を
不
受
理
と
宣
言
す
べ
き
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、

一
方
に
お
い
て
、

現
在
彼
に
問
わ
れ
て
い
る
事
実

〔
複
数
〕
は
、

い
ず
れ
に
し
ろ
自
然
的
観
点
か
ら
み
て
エ
ン
ヌ
重
罪
院
に
付
託
さ
れ
た
事
実
〔
複
数
〕
と
同
一
で
あ
り
、

他
方
、

重
罪
院

裁
判
長
は
、
治
罪
法
典
三
三
九
条
に
従
っ
て
、
可
能
性
の
あ
り
そ
う
な
す
べ
て
の
罪
名
に
つ
い
て
、

当
該
事
実
〔
複
数
〕
を
排
除
す
る
と

い
う
意
思
を
、
殺
害
ま
で
の
意
図
の
な
い
故
意
の
殴
打
の
罪
状
に
関
す
る
補
充
設
聞
を
提
出
す
る
よ
う
に
注
意
す
る
こ
と
で
、

示
し
た
か

ら
で
あ
り
、

ま
た
、
今
日
裁
判
官
が
検
討
す
る
義
務
が
な
い
と
考
え
た
新
た
な
罪
名
を
認
め
る
こ
と
は
、

間
接
的
に
は
、
本
案
裁
判
官
と

し
て
有
す
る
最
高
権
限
(
宮
口
4
0町田

8
5匂巾

E
S由
)
を
侵
害
す
る
か
ら
で
あ
る
。

一事不再現の客観的効力 (2)

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
控
訴
は
受
理
、
原
判
決
を
取
消
し
、

シ
ュ
ヴ
プ
ロ
に
対
す
る
訴
追
は
不
受
理
と
宣
言
す
る
」

こ
の
ア
ミ
ア
ン
控
訴
院
判
決
は
、
学
者
及
び
一
部
実
務
家
か
ら
好
意
的
に
迎
え
ら
れ
た
。
既
に
何
度
か
名
前
の
出
て
い
る
ユ
グ
ニ

l

は
、
「
挑
戦
的
な
ア
ミ
ア
ン
控
訴
院
に
賛
成
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
心
底
か
ら
確
信
を
も
っ
て
い
る
」
と

(
パ
リ
大
教
授
)

グ
ラ
ニ
エ
(
の
円

B
B同
)
(
上
席
検
事
)
も
、

同
判
決
は
一
九
四
一
年
法
律
を
正
し
く
理
解
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
し

てま
い で
るE言。

イフ

て
L 、
る
し

同
判
決
は
、
「
一
世
紀
半
に
亘
っ
て
、
刑
事
法
の
学
者
と
実
務
家
の
間
で
対
立
し
て
い
た
問
題
の
解
決
に
関
し
て
、
学
説
の
側
に
与
ず
る
た

め
伝
統
的
判
例
を
棄
て
た
も
の
」
と
評
価
で
き
る
が
、

従
来
の
判
例
の
流
れ
か
ら
い
く
と
、

「
重
罪
院
の
最
高
決
定
性
に
由
来
す
る
尊
厳
を
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説

{
8
)
 

指
摘
し
て
被
告
人
を
社
会
の
訴
追
か
ら
守
る
諸
判
決
〔
下
級
審
の
も
の
〕
の
流
れ
に
連
ら
な
る
」
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ぃ

を
示
し
た
」
幾
つ
か
の
控

ず
れ
に
し
ろ
、
同
判
決
を
「
い
か
な
る
間
隙
も
な
い
ほ
ど
の
級
密
な
学
説
に
助
け
ら
れ
て
、
抵
抗
(
広
田
町

S
R伺
)

論

訴
院
判
決
の
ひ
と
つ
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
の
論
拠
と
し
て
一
九
四
一
年
法
律
に
全
面
的
に
依
拠
し
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。

ラ
ニ
エ
の
註
釈
に
依
り
な
が
ら
も
う
少
し
詳
し
く
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

一
九
四
一
年
法
律
に
よ
る
治
罪
法
典
新
三
三
九
条
、
新
三
五
一
条
、
新
三
五
九
条
の
三
条
文
の
新
文
言
の

こ
の
点
を
、

グ
ラ
ニ
エ
の
要
約
に
よ
れ
ば
、

結
果
「
明
ら
か
に
、
『
事
件
』
を

(
5
5
B
)
付
託
さ
れ
た
重
罪
院
は
、
そ
の
答
申
に
よ
っ
て
、
そ
の
付
託
さ
れ
た
事
実
の
す
べ
て
の
法
律
上

の
罪
名
を
消
滅
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
も
は
や
事
実
を
繰
り
返
え
す
余
地
は
な
い
。
す
な
わ
ち
『
一
事
不
再
理
』
で
あ
る
。

ア
ミ
ア
ン
控
訴
院
が
言
渡
し
た
判
決
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」
と
。

詳
述
す
る
と
、

こ
れ
が
、
『
シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
』
事
件
で
、

「
既
判
力
の
抗
弁
が
考
慮
さ
れ
て

公
訴
権
は
、

故
意
の
殺
人
で
訴
追
さ
れ
た
シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
に
無
罪
を
言
渡
し
た
重
罪
院
判
決
に
よ
っ
て
消

滅
し
た
。
ア
ミ
ア
ン
控
訴
院
は
、
他
方
で
は
、
故
殺
の
罪
名
を
重
罪
公
訴
部
に
提
起
さ
れ
た
重
罪
院
裁
判
長
、
が
、

弁
論
の
結
果
生
じ
た
も
の

で
あ
る
と
し
て
殴
打
致
死
の
補
充
設
聞
を
提
出
し
た
こ
と
を
非
常
に
正
確
に
述
べ
て
い
る
。
陪
審
は
全
設
聞
に
『
否
』
と
答
え
た
。

し
か
し

過
失
致
死
の
罪
名
は
、
裁
判
長
が
少
し
も
提
出
し
な
か
っ
た
の
で
、
検
討
さ
れ
な
か
っ
た
。

ア
ミ
ア
ン
控
訴
院
は
次
の
よ
う
に
考
え
た
。
検

討
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
裁
判
長
の
側
の
失
念
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、

と
い
う
の
は
裁
判
長
が
提
出
し
た
補
充
設
聞
は
、
指

定
さ
れ
た
罪
名
〔
故
殺
〕
と
は
別
の
罪
名
〔
殴
打
致
死
〕
を
検
討
す
る
配
慮
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
裁
判
長
が
、

検
討
す
る
可
能
性
が
弁
論
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
た
証
拠
で
も
あ
る
」
。
か
よ
う
に
ア
ミ
ア
ン
控
訴
院
判
決
を
好
意
的
に
評

過
失
致
死
の
軽
罪
を

価
し
た
う
え
で
、

グ
ラ
ニ
エ
は
、
「
上
告
を
棄
却
す
る
た
め
に
、
自
然
的
事
実
の
同
一
性
に
も
と
づ
い
て
さ
ら
に
判
例
を
明
確
に
す
る
よ
う
追

い
こ
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
最
高
院
〔
破
棄
院
〕
の
判
決
を
知
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
興
味
深
い
」
と
い
さ
さ
か
楽
観
的
に
結
ん
で
い
る
。

ア
ミ
ア
ン
控
訴
院
判
決
の
出
さ
れ
た
段
階
で
は
、
「
法
律
の
利
益
の
た
め
の
上
告
を
提
起
さ
れ
た
破
棄
院
は
、

し
か
し
、

ユ
グ
ニ

l
は、

グ
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わ
れ
わ
れ
も
グ
ラ
ニ
エ
上
席
検
事
と
と
も
に
喝
采
を
送
っ
た
、

こ
の
ア
ミ
ア
ン
〔
控
訴
院
〕
判
決
を
認
め
る
、
た
ろ
う
か
」
と
疑
問
を
提
起
し

た
う
え
、
「
最
近
の
裁
判
例
、
殊
に
ブ
ル
シ
ョ
裁
判
官
の
報
告
の
あ
る
一
九
五
四
年
三
月
二
五
日
に
言
渡
さ
れ
た
判
決
〔
チ
ボ
i
判
決
〕
か
ら

す
る
と
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
希
望
は
殆
ん
ど
な
い
」
と
、
甚
だ
悲
観
的
な
観
測
を
し
て
い
る
。
ユ
グ
ニ
ー
の
あ
げ
る
こ
の
チ
ボ

1
2
z
g
E
j
)

事
件
破
棄
院
判
決
は
、
前
訴
が
過
失
致
死
の
軽
罪
で
軽
罪
裁
判
所
の
有
罪
判
決
を
受
け
た
男
チ
ボ
ー
が
、
後
に
同
一
事
実
の
た
め
に
な
さ
れ

た
故
意
の
殺
人
の
重
罪
起
訴
の
適
否
が
争
わ
れ
た
も
の
で
、
こ
こ
で
の
議
論
と
は
バ
タ
ン
が
異
な
る
。
し
か
る
に
ユ
グ
ニ

l
ら
当
時
の
論
者

シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
・
ア
ミ
ア
ン
控
訴
院
判
決
と
チ
ボ

l

・
破
棄
院
判
決
を
関
連
づ
け
て
論
じ
て
い
る
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

ヵ:

こ
の
点
を
理

解
す
る
た
め
に
も
、

チ
ボ
l
事
件
に
、
こ
こ
で
立
ち
入
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

チ
ボ
ー
と
い
う
男
が
、
不
安
定
な
状
態
で
ラ
ン
プ
を
持
っ
て
妻
の
ベ
ッ
ド
に
近
付
き
、
ラ
ン
プ
の
燃
料
を
こ
.
ほ

し
て
妻
を
焼
死
さ
せ
た
と
い
う
事
案
に
関
す
る
。
チ
ボ

l
は
一
番
初
め
は
故
殺
の
被
疑
者
で
あ
っ
た
が
、
結
局
過
失
致
死
の
嫌
疑
で
軽
罪
裁

チ
ボ

l
事
件
と
は
、

判
所
に
移
送
さ
れ
た
。
そ
こ
で
彼
は
過
失
致
死
の
軽
罪
で
二
月
の
拘
禁
及
び
罰
金
刑
の
有
罪
を
言
渡
さ
れ
(
一
九
四
四
年
三
月
一

O
日
)
、
執

行
さ
れ
た
。
そ
の
後
被
害
者
の
娘
の
告
発
と
チ
ボ
l
の
自
由
に
よ
り
、

彼
が
故
意
に
妻
を
殺
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
新
た
な

一事不再理の客観的効力 (2)

予
審
が
開
始
さ
れ
(
一
九
五
一
年
一

O
月
二
五
日
)
、
一
九
五
二
年
入
月
二
二
日
、
彼
は
謀
殺
の
重
罪
で
ジ
ロ
ン
ド

同
年
一
一
月
二
五
日
、
重
罪
院
は
予
謀
の
加
重
事
情
を
排
除
し
、
故
殺
の
重
罪
と
し
て
重
罪
刑
を
言
渡
し
、
同
時
に
別
の
判
決

(
の
町
O
ロル)

重
罪
院
に
移

送
さ
れ
た
。

で
私
訴
原
告
た
る
被
害
者
の
娘
に
損
害
賠
償
を
認
め
た
。

チ
ボ

l
は
、
治
罪
法
典
新
三
五
九
条
(
一
事
不
再
理
)
違
反
を
主
張
し
て
上
告
し

た。
破
棄
院
は

}
九
五
四
年
三
月
ニ
五
日
、

上
告
棄
却
の
判
決
を
し
た
が
、
そ
の
判
決
の
中
で
新
三
五
九
条
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
点
が
注

目
さ
れ
た
。

「
確
か
に
治
罪
法
典
三
五
九
条
は
、
事
実
〔
複
数
〕
が
終
局
的
に
な
っ
た
有
罪
ま
た
は
無
罪
判
決
の
対
象
に
既
に
な
っ
て
い
た
場
合
に
、

北法34(5・57)801
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公
訴
権
行
使
を
禁
ず
る
。

し
か
し
、

同
条
の
法
文
は
、
同
一
人
に
対
す
る
第
二
の
訴
追
が
基
礎
と
す
る
事
実
が
、
第
一
の
訴
訟
の
基
礎
を

与
え
た
事
実
と
重
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
援
用
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
件
に
お
い
て
は
、
軽
罪
裁
判
所
は
、
彼
が
炎
に
覆
い
の
な

百命

い
不
安
定
な
状
態
の
ラ
ン
プ
を
妻
の
ベ
ッ
ド
に
近
付
け
た
過
失
を
犯
し
た
と
立
証
さ
れ
た
と
認
め
、

チ
ボ

I
に
有
罪
を
言
渡
し
た
。
次
い

で
チ
ボ
ー
は
、

可
燃
液
を
妻
の
髪
に
こ
ぼ
し
、

そ
れ
に
火
を
つ
け
て
彼
女
の
焼
死
を
惹
起
さ
せ
た
罪
で
重
罪
起
訴
さ
れ
、
有
罪
を
言
渡
さ

れ
た
。

か
よ
う
な
行
為
(
同
2
2
)
は、

第
一
の
有
罪
の
基
礎
と
な
っ
た
行
為
と
類
似
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
意
思
決
定
に
よ
っ
て
犯

さ
れ
る
殺
人
の
重
罪
と
、
過
失
〔
致
死
〕
の
軽
罪
は
、

そ
の
法
的
要
素
に
お
い
て
も
事
実
的
要
素
に
お
い
て
も
異
な
る
二
つ
の
犯
罪
で
あ

る
。
こ
の
本
質
的
相
違
を
前
に
す
る
と
、

訴
追
の
す
べ
て
の
同
一
性
は
消
滅
し
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、

チ
ボ
l
は
妻
の
故
殺
に
つ
き

有
罪
で
あ
る
と
認
め
た
重
罪
院
の
宣
告
は
、

ー
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、

軽
罪
裁
判
所
の
後
に
発
生
し
、
同
裁
判
所
の
基
礎
と
な
っ
た
事
情
と
は
異
な
る
事
情
を
島
酌

新
た
な
訴
追
に
対
し
て
適
法
に
言
渡
さ
れ
た
と
い
え
る
」

か
よ
う
に
、
過
失
致
死
有
罪
確
定
、
執
行
の
後
、
故
殺
で
さ
ら
に
有
罪
を
言
渡
し
て
い
る
の
を
み
る
と
、

法
的
事
実
判
例
の
系
譜
上
の
も

た
だ
、
そ
の
理
論
に
お
い
て
、
第
一
・
第
二
の
訴
追
事
実
の
聞
に
自
然
的
同
一
性
の
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
点

が
注
目
さ
れ
る
。
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
エ
(
〈
巾
丘
広
岡
)
は
、
そ
こ
を
捉
え
て
チ
ボ
l
判
決
を
自
然
的
事
実
説
と
理
解
し
、
同
判
決
は
「
判
例
の
位
置

と
学
説
の
位
置
を
か
な
り
の
程
度
接
近
さ
せ
る
」
と
ま
で
言
う
。
彼
は
、
判
決
文
に
あ
る
「
意
思
決
定
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
る
殺
人
の
重
罪
と

の
と
い
え
る
の
だ
が

過
失
〔
致
死
〕
の
軽
罪
は
、
そ
の
法
的
要
素
に
お
い
て
も
事
実
的
要
素
に
お
い
て
も
異
な
る
二
つ
の
犯
罪
で
あ
る
」
と
い
う
箇
所
を
引
用
し

て
、
「
法
的
要
素
と
対
比
さ
れ
る
事
実
的
要
素
は
、
自
然
的
事
実
を
示
す
こ
と
し
か
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
理
由
は
、

の
訴
追
が
有
効
な
た
め
に
は
兵
な
っ
た
自
然
的
事
実
を
要
求
し
て
い
る
」
と
の
結
論
を
引
き
出
す
。
た
だ
、

ヴ
ェ
ル
デ
ィ
エ
も
こ
の
判
例
の

言
う
「
自
然
的
事
実
」
が
、

学
説
の
「
自
然
的
事
実
」
よ
り
も
狭
い
こ
と
は
認
め
る
。
す
な
わ
ち
本
件
で
は
、
学
説
の
い
う
自
然
的
事
実
は

「
妻
に
対
し
て
ひ
っ
く
り
返
え
さ
れ
た
ラ
ン
プ
の
燃
料
の
炎
焼
に
引
き
続
く
妻
T
某
の
焼
死
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
解
さ
れ
る
の
に
対
し
、

北法34(5・58)802
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破
棄
院
は
、
「
覆
い
の
な
い
不
安
定
な
状
態
の
ラ
ン
プ
を
妻
に
近
付
け
た
と
い
う
、
夫
の
犯
し
た
過
失
行
為
」
と
、
「
被
害
者
の
髪
に
可
燃
液

を
故
意
に
こ
ぼ
し
た
事
実
」
を
別
個
の
事
実
と
し
て
対
比
さ
せ
て
い
る
。

ヴ
ェ
ル
デ
ィ
エ
は
、
右
の
「
過
失
行
為
」
と
「
故
意
行
為
」
の
聞
に
自
然
的
事
実
の
同
一
性
の
な
い
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
他
方
、
こ
れ

と
シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
控
訴
院
判
決
を
統
一
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
チ
ボ
l
判
決
の
基
準
を
逆
の
場
合
で
あ
る
シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
事
件

に
あ
て
は
め
る
と
、
「
同
基
準
は
争
い
な
く
一
事
不
再
理
原
則
を
適
用
す
る
こ
と
を
提
起
し
、

既
に
故
殺
の
罪
名
で
問
題
に
さ
れ
た
後
第
二

の
訴
追
を
認
め
る
と
い
う
、

学
説
に
批
判
さ
れ
て
き
た
判
例
を
非
難
す
る
。
実
際
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、

ン
控
訴
院
が
そ
の
判
決
(
シ
ュ
ヴ
ア
ロ
)

の
中
で
認
め
た
よ
う
に
、

一
九
五
四
年
七
月
一
ニ
日
ア
ミ
ア

第
二
の
訴
追
は
い
か
な
る
新
た
な
自
然
的
事
実
を
も
含
ま
な
い
臼
と
言

ぅ
。
や
や
難
解
な
説
明
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
人
を
死
に
致
す
客
観
的
行
為
と
の
関
係
で
「
殺
意
」
は
自
然
的
に
も
新
た
な
要
素
で
あ
る
が

(
チ
ボ

l
の
場
合
)
、
「
殺
意
」
が
前
訴
で
問
題
に
な
っ
た
場
合
、
「
過
失
」
は
新
た
な
要
素
と
は
い
え
な
い
か
ら
過
失
致
死
で
再
起
訴
で
き

な
し、

(
シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
の
場
合
)
と
、

統
一
的
に
矛
盾
な
く
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

右
の
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
エ
の
「
理
解
」
に
対
し
て
は
、
二
つ
の
反
論
が
可
能
で
あ
る
。

一事不再理の客観的効力 (2)

ひ
と
つ
は
、

チ
ボ
l
判
決
が
前
訴
後
訴
の
自
然
的
事
実
の
異
な
る
場
合
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

提
(
少
な
く
と
も
「
自
然
的
事
実
」
が
前
後
訴
同
一
)
を
欠
く
。

い
わ
ゆ
る
「
既
判
力
論
争
」
の
問
題
の
前

そ
の
意
味
で
は
、
判
決
文
の
表
現
に
拘
ら
ず
「
論
争
」
の
延
長
線
上
に
位

置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、

ヴ
ェ
ル
デ
ィ
エ
も
認
め
る
よ
う
に
、
本
件
は
学
説
に
よ
れ
ば
自
然
的
事
実
の
同
一
性
が
あ
る
場
合

で
あ
る
の
だ
か
ら
、
右
の
よ
う
な
理
解
で
片
付
け
る
の
は
表
面
的
す
ぎ
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
反
論
は

ユ
グ
ニ

l
の
主
張
す
る
も
の
で
、
「
破
棄
院
刑
事
部
が
後
訴
を
受
理
す
る
と
宣
言
す
る
た
め
に
注
目
し
た
の
は
、

単
な
る
心
理
的
要
素
す
な
わ
ち
過
失
責
任
と
故
意
責
任
の
区
別
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ事
の実
点的
は要
後素
述に
すっ
るaい
。}て

で
~i. 
な
く

北法34(5・59)803
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さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
判
例
の
状
況
の
下
で
、

シ
ュ
ヴ
ア
戸
破
棄
院
判
決
が
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

論

(
1
)

以
下
の
事
実
経
過
は
、
後
述
ア
ミ
ア
ン
控
訴
院
判
決
の
認
定
事
実
に
拠
る
(
後
註
(

3

)

)

。

(
2
)

国
Cの

c
g
A同
時
(
「
)
・
ロ
O
R
m
E
ロ・

5
印印
.
ω
H∞・

(
3
)
K
M
g芯
白
白

HU
」

E}}‘
包
E
-
同)-HU印印
-UH叶

E
V件
。
出
口
町
巴

goMWU
』

-
n
-
H
J
S
E
-
口
・
∞
ω
∞
少
口

o
z
o
S
E
R
-

(
4
)

日
ゲ
山
内
山
・

(
5
)

ロ
a
O
E
O
-
S印印・
ω出・

(
6
)

ロ
C
件。

2
L『・。
-m・
5
E・
口
・
∞
ω
∞
印
・
な
お
、
グ
ラ
ニ
エ
は
ア
ミ
ア

γ
控
訴
院
付
検
事
で
あ
る
が
、
本
件
に
は
関
与
し
て
い
な
い
。

(
7
)
M
Z
L・

(
8
)

ヂ
正
.

(

9

)

(

U

。
ま
凶
〉
F
U
H開
C
(同
p
y
c
h
v
h
』
了
間

M-ug-

(
川
山
)
註

(
6
)
参
照
。

(
U
)
M
r
-
L・

(
ロ
)
手
正
.

(お

)
F
E
-

(
M
)

「
法
律
の
利
益
の
た
め
の
上
告
」
に
つ
い
て
は
、
本
章
第
一
節
第
一
款
註
(
日
)
参
照
。

ハ
お
)
註

(
5
)
。

(
時
)
こ
の
よ
う
な
、
前
訴
が
軽
罪
裁
判
所
、
違
瞥
罪
裁
判
所
の
場
合
に
関
し
て
は
、
シ
ュ
グ
ア
ロ
判
決
の
後
も
問
題
は
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
(
後
述
の
本
意

第
四
節
第
二
款
参
照
)
。

(
口
)
ユ
グ

-7ー
の
ほ
か
、
前
出
の
コ
ン
パ
ル
デ
ュ
、
グ
ラ
ュ
ェ
、
後
出
の
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
エ
も
関
連
づ
け
て
論
じ
て
い
る
。

(
凶
)
以
下
の
事
実
経
過
は
、
後
述
チ
ボ

l
判
決
の
認
定
事
実
(
後
註
(
四
)
)
及
び
ユ
グ
ニ

l
の
註
釈
(
前
註
(

5

)

)

に
拠
る
。

(四
)

(

U

7

・
2
H
E
-
-
N印
B
m
E
S
E
-

∞==-nユ
ヨ
・
口
。

H
N
f
H・
。
・
同
y
.
5
E
.
口
・
∞
ミ
N・ロ
G
Z
ぐ
2
岳

2
・

(
初
)

M

F

広・
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(
幻
)

(
幻
)

(
お
)

(

引

出

)

(
お
)

(
お
)

ロ
D
H
O
E
M

し『・。・
M
M

・-HUE-
ロ・∞
N
叶
N-

-r山
内
凶
.

二
)
山
内
】
.

-
ゲ
円
仏
・

註

(
5
Y

詳
細
は
、
第
一
一
一
章
第
一
節
第
一
款
に
述
べ
る
。

第
二
款

シ
ュ
ヴ
ア
ロ
破
棄
院
判
決

一
九
五
六
年
三
月
二

O
目
、
破
棄
院
は
、
検
察
官
の
上
告
理
由
を
斥
け
、
次
の
よ
う
な
判
決
を
言
渡
し
た
。

「
治
皿
作
法
典
三
三
九
条
に
よ
れ
ば
、
弁
論
の
結
果
、

事
実
が
移
送
決
定
書
で
採
用
さ
れ
た
故
意
の
殺
人
と
は
異
な
る
法
律
上
の
罪
名
を

有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、

裁
判
長
は
、

一
個
ま
た
は
数
個
の
補
充
設
聞
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
長
は
致
命
的

な
殴
打
、
弁
論
の
結
果
明
ら
か
と
な
り
え
な
か
っ
た
殺
人
の
意
図
の
補
充
設
聞
を
し
た
よ
う
に
、

も
し
同
じ
弁
論
の
結
果
、

ジ
ャ
ン
・
ク

一事不再理の客観的効力 (2)

ロ
ー
ド
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
に
対
す
る
暴
行
が
故
意
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、

不
熟
練
な
い
し
軽
率
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

れ
ば
、

過
失
致
死
の
設
問
を
提
出
す
べ
き
義
務
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
過
失
致
死
の
設
聞
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
み

て
、
同
設
問
は
提
出
さ
れ
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

ま
た
、
重
罪
院
の
否
定
的
答
申
は
、
重
罪
公
訴
事
実
が
、
行
為
者
の
可
罰
的

意
思
の
程
度
に
応
じ
て
該
当
し
う
る
い
か
な
る
罪
名
の
下
で
も
可
罰
的
で
な
い
こ
と
を
将
来
と
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
結
論
す
べ
き
こ

と
に
な
る
。
以
上
の
結
果
、
控
訴
院
は
治
罪
法
典
三
三
九
条
に
違
反
し
た
の
で
は
な
く
、

で
あ
る
。
か
く
し
て
〔
上
告
〕
理
由
に
は
左
但
し
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
り
、

上
告む
棄し
却すろ
」逆

同
条
の
正
し

適
用
を
し
た
の

ユ
グ
ニ

l
の
予
測
を
裏
切
っ
て
、
約
一
世
紀
半
ぶ
り
に
判
例
を
変
更
し
、

自
然
的
事
実
説
を
採
用
す
る
に
至
っ
た

か
く
し
て
破
棄
院
は
、
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の
で
あ
る
。

こ
の
判
決
に
対
し
、

ユ
グ
ニ

l
が
註
釈
を
書
き
、
そ
の
中
で
こ
れ
を
絶
賛
し
た
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
の
刑
事

北法34(5・62)806

法
学
者
の
評
価
も
、

同
判
決
を
自
然
的
事
実
説
へ
の
転
回
と
し
て
位
置
づ
け
、
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
点
で
一
致
し
て
い
る
。

論

破
棄
院
刑
事
部
は
、
終
局
的
な
、
伝
統
的
判
例

を
放
棄
す
る
立
場
を
と
り
」
「
シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
判
決
の
中
で
、
ク
事
実
4

概
念
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
長
い
論
争
に
終
止
符
を
打
っ
た
」
と
言
い
、

ダ
ナ
ン
は
、
「
一
部
控
訴
院
の
抵
抗
と
学
説
の
反
復
さ
れ
る
強
力
な
抗
議
を
前
に
し
て
、

ナ
ジ
ャ
リ
ャ
ン
も
「
破
棄
院
は
、
判
例
を
確
立
し
古
い
判
例
を
放
棄
す
る
た
め
に
、

重
罪
院
の
答
申
は
公
訴
事
実
が
い
か
な
る
罪
名
に
関
し

し
た
が
っ
て
新
た
な
訴
追
は
不
受
理
と
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
、
学
説
の
多

数
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
賛
同
さ
れ
て
い
る
原
則
を
承
認
し
た
」
も
の
と
評
価
し
て
い
る
。

て
も
罪
と
な
ら
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
り
、

判
例
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
解
決
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
立
法
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
解

決
は
、
そ
の
数
年
後
に
到
来
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
判
決
の
も
た
ら
し
た
解
決
が
、

(
1
)

上
告
理
由
と
し
て
、
治
罪
法
典
(
新
)
一
二
五
九
条
、
刑
法
典
二
九
五
条
、
コ
一

O
四
条
、
三

O
九
条
、
コ
二
九
条
の
各
法
令
違
反
が
主
張
さ
れ
た
。

(
2
)
(
U
F
n
ロ
B
-
-
N
C
B
m
5
5印少

U
・
5
日叶・

ωω
山
同
・
。
・
M
M

・-
H
由
印
由
・
口

-
S
2・

な
お
、
同
判
決
の
簡
単
な
紹
介
と
し
て
、
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
『
フ
ラ

γ
ス
判
例
百
選
』
(
一
九
六
九
年
)
m
m
事
件
〔
兵
庫
琢
真
執
筆
〕
。

(
3
)

ロ
D
Z
白
ロ
ロ
・

5
ミ・

ωω
・
ユ
グ
ニ
l
は
、
同
註
釈
に
お
い
て
、
「
こ
の
判
例
変
更
に
喝
采
を
送
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
そ
の
射
程
範
囲
を
測
定
し
、

そ
の
影
響
を
予
測
す
る
努
力
が
必
要
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
シ
ュ
ヴ
ア
ロ
判
決
の
射
程
範
囲
と
し
て
具
体
的
に
問
題
と
な
る
の
は
、
①
前
訴
が
軽
罪
・
違
警
罪

の
場
合
に
も
右
判
決
の
趣
旨
を
及
ぼ
し
う
る
か
、
②
右
判
決
と
チ
ポ
l
判
決
と
の
調
和
の
問
題
の
二
点
で
あ
る
が
、
①
は
次
節
第
二
款
で
、
②
は
次
章
で
と
り
上

げ
る
。

(
4
)
U〉
Z
〉
包
(
H
K

・)・

0
℃

-
i
f
匂・∞∞・

(
5
)
Zと
〉
包
〉
Z
(同

p
y
a
-
n
F
F・
-u-H8・

(
6
)

同

E
P
-
-
u・

s・



第
四
節

立
法
的
解
決
と
残
さ
れ
た
問
題

第
一
款

新
刑
訴
法
典
三
六
八
条

一
九
五
八
年
新
刑
事
訴
訟
法
奥
行
。
骨
骨
官
o
n
E
Z
B
℃
吉
田
ぽ
)

要
な
改
正
点
を
含
む
画
期
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
一
五

O
年
近
く
も
の
間
施
行
さ
れ
て
き
た
ナ
ポ
レ
オ

γ
治
罪
法
典
も
、

う
や
く
そ
の
務
め
を
了
え
た
の
で
あ
る
。
新
法
典
に
よ
る
刑
事
手
続
の
諸
改
革
は
、
既
判
力
に
関
連
す
る
諸
規
定
に
ま
で
及
ん
で
お
り
、
新

は
、
現
行
犯
等
の
捜
査
手
続
、

重
罪
公
訴
部
な
ど
に
関
す
る
重

三
六
八
条
に
、
こ
れ
ま
で
の
既
判
力
論
争
の
成
果
の
結
実
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
新
し
い
規
定
、
殊

に
三
六
八
条
は
「
一
九
五
六
年
三
月
二

O
日
の
重
要
な
判
決
〔
シ
ュ
ヴ
ア
ロ
破
棄
院
判
決
〕
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
た
判
例
上
の
概
念
を
採

り
入
れ
た
」
も
の
で
あ
り
、
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
「
す
べ
て
の
疑
問
を
一
掃
し
」
「
問
題
を
一
挙
に
解
決
し
、
:
:
:
判
例
及
び
学
説
の
平
面
に

お
け
る
す
べ
て
の
論
争
に
終
止
符
を
打
っ
た
」
の
で
あ
る
。

新
法
典
中
の
既
判
力
に
関
す
る
条
文
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

法
典
六
条
、
三
五
一
条
、

一事不再理の客観的効力 (2)

刑
の
適
用
を
目
的
と
す
る
公
訴
権

(-〆口氏。ロ日
M
Z
E
F向
山
口
市
)

は
、
被
告
人
の
死
亡
、
時
効
、
恩
赦
、
刑
罰
法
規
の
廃
止
及
び

「
(
六
条
)

既
判
力
(
]
国

n
F
S巾
せ
な
叩
)
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。

但
し
、
公
訴
権
の
消
滅
を
宣
言
し
た
判
決
が
偽
造
に
つ
い
て
の
後
の
訴
追
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、

且
つ
、
こ
れ
に
つ
い
て
刑
の
言

渡
し
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、

再
び
公
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
時
効
は
、
先
の
判
決
が
確
定
し
た
日
か

ら
偽
造
ま
た
は
偽
造
行
使
の
犯
人
に
対
し
て
刑
の
言
渡
し
が
な
き
れ
た
日
ま
で
、

そ
の
進
行
を
停
止
し
て
い
た
も
の
と
み
な
す
」

弁
論
の
結
果
、

移
送
の
決
定
書
に
一
不
さ
れ
た
と
こ
ろ
と
異
な
る
法
律
上
の
罪
名
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

「
(
三
五
一
条
)

よ

北法34(5・63)807



説

と
き
は
、
裁
判
長
は
、

一
個
ま
た
は
数
伺
の
補
充
設
聞
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
傍
点
白
取
)

論

適
法
に
無
罪
を
言
渡
さ
れ
た
者
は
、
別
の
罪
名

SE--P阻
止
。
ロ
)
を
付
し
た
と
し
て
も
、
同
一
事
実

(ghvBgp伊
丹
田
)

の
た
め
再
び
こ
れ
を
逮
捕
し
ま
た
は
訴
追
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

「
(
三
六
八
条
)

こ
れ
ら
の
条
文
と
治
罪
法
典
と
の
相
違
は
次
の
点
に
あ
る
。
ま
ず
、
六
条
で
は
初
め
て
「
既
判
力
」
が
公
訴
権
消
滅
事
由
で
あ
る
と
明
文

化
さ
叩
同
時
に
二
項
で
「
偽
造
」
の
場
合
に
関
す
る
、
重
大
な
既
判
力
の
例
外
が
規
定
さ
れ
恥
三
五
一
条
は
、
治
罪
法
典
新
三
三
九
条

と
ほ
ぼ
同
様
の
規
定
だ
が
、
補
充
設
聞
の
義
務
性
が
一
層
明
確
に
な
っ
た
。
三
六
八
条
は
、
治
罪
法
典
新
三
五
九
条
に
「
別
の
罪
名
を
付
し

た
と
し
て
も
(
自
静
岡
ロ
巾
凹

0
5
ロロ
m
A
E
-
5
8昨
日
。
ロ
島
宗
門

gs)」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
幸
い
な
こ

と
に
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
付
し
た
立
法
者
の
意
思
を
、
同
じ
刑
訴
法
典
の
第
五
部
「
刑
事
訴
訟
法
典
適
用
の
た
め
の
一
般
的
訓
令
(
同
日
昨
日
n'

Eロ
m
R
E
F
-田

叩

E
H
E
u
-
-
2
5
含

P
骨

骨

胃

S
E
5
1
E自
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
訓
令
五
五
九
条

に
は
、
次
の
よ
う
に
明
快
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
(
C
五
五
九
条
)

治
罪
法
典
三
五
九
条
に
代
わ
る
三
六
八
条
の
規
定
の
重
要
性
は
強
調
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
適
法
に
無
罪
を

言
渡
さ
れ
た
者
は
、
別
の
罪
名
を
付
し
た
と
し
て
も
、

同
一
事
実
の
た
め
再
び
こ
れ
を
逮
捕
し
ま
た
は
訴
追
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
規

定
す
る
こ
と
に
よ
り
、

立
法
者
は
刑
事
既
判
力
原
理
を
承
認
し
た
。

立
法
者
は
、
弁
論
の
結
果
、
事
実
が
移
送
決
定
書
に
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
と
は
異
な
る
法
律
上
の
罪
名
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
と
き
は
、
重
罪
院
裁
判
長
は
補
充
設
聞
を
提
出
す
る
義
務
を
負
う
と
考
え
た
。

も
し
、

い
か
な
る
補
充
設
問
も
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、

そ
の
場
合
に
は
、
事
実
が
重
罪
公
訴
部
で
付
与
さ
れ
た
罪
名
と
異
な

北法34(5・64)808



る、

い
か
な
る
罪
名
に
も
該
る
可
能
性
が
な
い
、

同
一
事
実
に
別
の
罪
名
を
付
し
た
新
た

と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

な
訴
追
を
行
な
う
こ
と
は
、
今
後
は
三
六
八
条
に
明
定
さ
れ
た
禁
止
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
」

こ
れ
に
よ
っ
て
、
新
刑
訴
法
典
が
「
自
然
的
事
実
説
」
を
採
っ
た
こ
と
は
、
疑
う
余
地
の
な
い
も
の
に
な
っ
た
。

そ
の
後
の
註
釈
書
も
、
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
を
補
充
設
問
義
務
と
の
関
係
で
捉
え
た
う
え
、
「
被
告
人
が
無
罪
の
と
き
で
も
、
い
か
な
る

口
実
を
設
け
よ
う
と
、
同
一
事
実
の
た
め
に
捜
査
さ
れ
た
り
訴
追
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
が
、

定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

明
確
な
表
現
で
三
六
八
条
の
規

こ
の
よ
う
な
解
決
は
、
確
か
に
シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
判
決
に
よ
っ
て
判
例
上
解
決
さ
れ
て
い
た
論
点
を
、

し
か
し
「
法
律
自
体
に
よ
っ
て
〔
再
訴
が
〕
禁
じ
ら
れ
る
の
は
望
ま
し
い
こ
と
」
で
あ
ろ
う
。 立

法
に
取
り
入
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
も

い
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
立
法
化
に
対
す
る
批
判
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ミ
マ
ン

t土

シ
ュ
ヴ
ア
ロ
判
決
の
立
法
化
そ
の

(
5
5
5
)
 

も
の
に
批
判
的
な
の
だ
が
、

で
補
充
設
問
の
義
務
性
を
明
確
に
し
た
点
に
反
対
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
に
「
考
え

特
に
新
法
(
案
)

ら
れ
る
全
補
充
設
問
を
提
出
す
る
と
の
重
罪
院
裁
判
長
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
は
、

陪
審
員
ら
を
困
惑
さ
せ
る
。
彼
ら
は
裁
判
官
が
主
設
問
を

一事不再現の客観的効力 (2)

疑
っ
て
い
る
と
考
え
、
あ
る
い
は
彼
ら
は
自
分
の
職
責
を
余
り
煩
せ
ず
に
、

見
し
よ
う
と
努
め
る
で
あ
ろ
う
」
と
。
批
判
の
中
心
は
、
一
事
不
再
理
効
の
拡
張
自
体
に
反
対
と
い
う
の
で
は
な
く
、

義
務
を
認
め
る
こ
と
の
弊
害
の
強
調
に
あ
る
点
は
注
意
を
要
す
る
。

両
当
事
者
を
同
時
に
満
足
さ
せ
る
方
途
〔
中
間
的
解
決
〕
を
発

法
律
上
補
充
設
問

北法34(5・65)809

(
1
〉
新
刑
事
訴
訟
法
典
の
特
色
を
概
観
す
る
も
の
と
し
て
は
、
同
法
典
を
起
草
し
た
刑
事
立
法
研
究
委
員
会
(
の
D
E
B
-明白
O
ロ
円

E
Z
ι
g
司
品
ロ
巳

g-bmuzz-

話
回
)
の
委
員
長
百
円
和
田
区

E
C
で
あ
る
破
棄
院
検
事
長
ベ
ッ
ツ

γ
の
次
の
諸
論
文
が
参
考
に
な
る
。
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説

も
さ
円
恥
泣
き
、
魚
河
内
、
よ
吉
弘
誌
と
な
.
0
.
s
s
-
h
r
円-
M
H
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U
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』
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ミ
h町民苫
R
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』ugkvミ
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.
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目
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ω
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こ
れ
は
、
パ
リ
大
学
比
絞
法
研
究
所
刑
法
セ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
講
演
)

そ
の
他
、
新
刑
訴
法
典
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関
し
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は
、

ζ
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、
amah
凡
さ
島
唱
え
R

円
。
礼
儀
四
礼
儀
司
、
、
。
円
hh同宮、
m
w
v
h
苫
b
N
F
一『・円
U

・
司
-
-
H坦
印
由
・
円
一
区
斗
由
・

な
お
、
『
法
務
資
料
』
三
六
七
号
(
及
び
四
三
五
号
)
「
フ
ラ
ン
ス
刑
事
訴
訟
法
典
」
所
収
の
、
古
川
経
夫
「
フ
ラ
ン
ス
の
新
刑
事
訴
訟
法
典
に
つ
い
て
」
は
、

新
法
典
の
制
定
経
過
を
簡
潔
に
示
す
。

(
2
)

専
制
主
義
の
残
浮
を
色
濃
く
残
し
て
い
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
治
罪
法
典
が
、
ナ
ポ
レ
オ

γ
没
落
後
も
何
故
か
く
も
長
期
に
一
旦
っ
て
生
命
を
保
ち
え
た
の
か
に
つ
い

て
、
ベ
ル
ギ
ー
の
切
ロ
ロ
「
は
次
の
よ
う
な
指
摘
を
す
る
。
同
感
で
あ
る
。

「
ナ
ポ
レ
オ
ン
体
制
は
崩
壊
し
た
。
法
典
は
残
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
権
力
は
そ
の
深
刻
な
矛
盾
の
ゆ
え
に
、
そ
の
守
護
者
と
任
じ
て
い
る
自
由
を
決
し
て
保
護

し
え
な
い
の
だ
が
、
そ
の
権
力
を
維
持
す
る
の
に
同
法
典
が
都
合
が
い
い
と
い
う
こ
と
が
分
っ
た
か
ら
」
(
切
口
わ
国
(
国
-
y
h晶
、
同
¥
。
、
遺
偽
札
応
、
な
之
、
宮
町
同
芯
詰

kvmm
苫
h
N
N
F
H
W
D
H
H
O
ロo
p
]
{申印。
-
H》・

ωω
・)。

(
3
)

本
章
第
三
節
第
二
款
。

(
4
)

戸
別
〉
d
J
E
G
・)
2
何
回
。
〉
Z
口開

(HV)二》同
)
2
f
ロ。

H
N
N
-
H
}
-
E
-

な
お
、
ガ
ッ
サ
ン
も
「
判
例
の
転
換

(
H
2
R
O
B
Oロ
同
)
の
立
法
に
よ
る
容
認
」
と
言

う
(
の
〉
印
印
H
Z
(
H
N
-
y
o
-
u
・
nF了
間
Y
N叶品川・)。

(
5
)
γ
片
岡

w何回、開(河・

)
2
〈
H、H，
d
(〉
・
)
・
吋
、
白
む
弘
、
町
丸
、
む
た
町
、
、
凡
s
s
h
F
F
H
H
-
句
、
。
門
弘
、
R
w
d
v
h
詰白『
F

H
由、吋川
Y

口。

H
印印日
y
同)・∞∞。・

(
6
)
Z〉
同
〉
百
〉
Z
(同
-
Y
C
同Y
2了
間
y
H
H
0
・
ナ
タ
ャ
リ
ャ
ン
は
同
書
で
、
新
刑
訴
法
典
六
条
、
三
五
一
条
、
三
六
八
条
は
一
九
三
八
年
(
マ
ッ
テ
)
草
案
、
一

九
四
九
年
草
案
の
両
方
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
言
う
(
毛

-n-fH}・
怠
)
。
一
九
四
九
年
草
案
に
関
し
て
、
註

(
1
)
の
古
川
「
フ
ラ
ン
ス
の
新
刑
事
訴
訟
法

典
に
つ
い
て
」
参
照
。

(
7
)

以
下
の
訳
文
に
つ
き
、
註

(
1
)
『
法
務
資
料
』
(
吉
川
訳
)
を
参
考
に
し
た
。

(
8
)

吉
川
訳
(
註
(

7

)

)

で
は
「
補
充
設
問
を
提
出
す
る
」
(
傍
点
白
取
)
と
な
っ
て
い
る
が
、
原
文

(
L
G
E
匂
O
Z
H
)

に
忠
実
に
、
本
文
の
よ
う
に
訳
出
し
た
。

補
充
設
問
が
義
務
で
あ
る
か
否
か
は
、
既
判
力
論
争
を
通
じ
て
重
大
な
争
点
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

、
、

(
9
)

吉
川
訳
(
註
(

7

)

)

で
は
「
別
の
名
称
を
付
し
た
と
し
て
も
」
(
傍
点
白
取
)
と
な
っ
て
い
る
。
縫
か
に
こ
の
「
占
E
戸
山
田

E
t
cロ
」
は
、
「

ιbロ
D
E
E呉
古
口

論

北法34(5・66)810



(
名
称
ご
と
同
義
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
(
切

HEKM印
(
(
U
-
y
h
v
芯
円
な
札

h
v
E円
泣
き
、
ぬ
も
玄
白
』
F

F
ロ・

5日
0
・
ロ

E
H
Oロ
2
・ロ。

H

8

・匂
-
H
N
U
・
円
既
判
力

の
客
観
的
効
力
に
関
し
て
「
名
称
な
い
し

G
己
主

sstcロ
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
己
。
し
か
し
、
す
で
に
第
一
章
第
二
節
第
二
款
註
(
お
)
に
詳
述
し

、、

た
よ
う
に
、
こ
れ
は
単
な
る
「
名
称
」
に
止
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
罪
名
が
適
訳
だ
と
思
う
。

(m)
治
罪
法
典
二
条
に
は
「
被
告
人
の
死
亡
」
と
「
時
効
」
し
か
、
公
訴
権
の
消
滅
事
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
「
既
判
力
」
が
公
訴
権
消
滅
事
由
と
さ

れ
て
い
た
の
は
解
釈
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
典
を
「
継
受
」
し
た
わ
が
国
治
罪
法
(
一
人
八

O
年
)
が
、
解
釈
で
は
な
く
立
法
で

解
決
し
た
の
は
、
興
味
深
い
現
象
と
言
え
る
(
九
条
三
号
)
(
後
述
第
四
章
第
一
節
第
二
款
註
(
口
)
参
照
)
。

(
日
)
本
稿
第
一
章
第
二
節
第
一
款
参
照
。

ハ
ロ
)
原
文
で
は
、
「
叩

0
2
5」
が
「
ハ
H
O
広

司

D
Z円
」
に
変
わ
っ
て
い
る
。

(
臼
)
こ
の
ご
般
的
訓
令
」
は
、
吉
川
教
授
に
よ
れ
ば
「
新
法
に
対
す
る
理
白
書
的
な
性
格
を
も
有
し
て
い
る
」
〈
註

(
1
)
吉
川
「
フ
ラ

γ
λ

の
新
刑
事
訴
訟
法

典
に
つ
い
て
」
)
と
の
こ
と
で
あ
る
。

〈

M
)
』・

0
・
A
B
B
a
S印∞
-
H
V
-
N叶
N
0・

(
日
)
回
開
口
開
(
問

-
v
b
g守
的
時
間
同
町
。
遠
望

S
Eミ
礼
宮
町
。
丸
町

b
k
v
E忠
弘
民
主
忘
昌
白
な
(
〉
円
F
N
ω
H
V
斗
申
吋
)
噌

]
V
R
H
W何

C
Cわ
図
。
J

司(]・

0
仲
間
・
)
立
の
〉
N

回目

(
』

.
Y
H山
町
一
凶
山

Y
同

y
]巴
印

(
v
m
)
F
E
-

(
口
)
冨
H
Z
H
Z
(
同
)
・
、
『
h
v
q
H
室
内
向
札
H
a
k
宮
、
出
口
・
巴
印
∞
・
わ
}
弓
-
H
-

一事不再理の客観的効力 (2)

第
二
款

前
訴
が
軽
罪
・
違
警
罪
の
場
合
の
後
訴

一
新
刑
訴
法
典
三
六
八
条
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
既
に
み
た
よ
う
に
、
明
快
で
異
論
の
余
地
が
な
い
。
し
か
し
同
条
は
、
法
文
の
位

置
、
そ
の
解
釈
法
た
る
一
般
的
訓
令
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
専
ら
重
罪
院
判
決
後
の
再
訴
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
場
合
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、

る
」
と
一
言
わ
れ
る
。

北法34(5・67)811

三
六
八
条
は
「
軽
罪
裁
判
所
あ
る
い
は
違
警
罪
裁
判
所
の
最
初
の
訴
訟
の
後
の
再
訴
に
つ
い
て
は
、

沈
黙
し
て
い



説

つ
ま
り
法
的
事
実
説
か
自
然
的
事
実
説
か
の
問
題
は
、
解
釈
に
委
ね
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
点
、
今
日
の
有
力
な
刑
事
法
学
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
ブ
ザ
(
回
。

g
巳
)
(
レ
ン
ヌ
大
教
授
)
は
、
比
較
的
最
近
の
註
釈
書
で
、

そ
こ
で
、
こ
の
場
合
に
再
訴
を
認
め
る
か
否
か
の
問
題
、

論

「
わ
れ
わ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
一
二
六
八
条
の
原
則
、

吉
田
昨
日

nm)
の
達
成
に
貢
献
し
な
い
と
考
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

ろ
う
か
。

い
わ
ん
や
そ
の
軽
罪
裁
判
所
、
違
警
罪
裁
判
所
へ
の
拡
張
は
、

正
し
い
司
法

(σoロロ開

北法34(5・68)812

一
」
ハ
八
条
は
、

必
ず
し
も
既
判
力
に
関
す
る
万
能
薬
で
は
な
か
っ
た
の
だ

こ
の
問
題
は
、
実
は
既
判
力
論
争
と
平
行
し
て
論
議
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
日
に
お
け
る
解
決
を
探
る
た
め
に
も
、
ご
く
簡
単
に

で
は
あ
る
が
、
学
説
、
判
例
の
流
れ
を
辿
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

一
九
世
紀
の
自
然
的
事
実
説
の
論
者
、

エ
リ

l
、
ヴ

ィ

レ

l
は

」
の
場
合
に
も
同
じ
立
場
を
と
る
が
、

そ
の
理
論
づ
け
が
、
重
罪

院
前
訴
の
場
合
と
違
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
軽
罪
裁
判
所
・
違
警
罪
裁
判
所
は
「
罪
名
変
更
権

C
O
L
E
-仲
仏
0

5

0
仏

5
2

】

町

内

山

E
5
8氏
。
ロ
含
P
X
)
」
を
有
し
、
そ
こ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
裁
判
所
は
「
呼
出
状
宏
伸
阻
止

S)
に
記
載
さ
れ
た
罪
名
で
は
な
く
、
事
実
そ

の
も
の

(
Z
E広
-
巳
aB静
岡

H5)
を
付
託
さ
れ
て
い
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
さ
ら
に
、
仮
り
に
重
罪
判
決
(
前
訴
)
の
場
合
、

法
的

事
実
説
が
妥
当
す
る
と
し
て
も
、

そ
こ
で
の
理
由
(
裁
判
所
の
補
充
設
問
義
務
の
不
存
在
)

は
ま
ら
な
い
と
い
っ
て
、
自
説
を
補
強
す
る
。

は
、
軽
罪
裁
判
所
、

違
警
罪
裁
判
所
に
は
あ
て

そ
し
て
こ
の
後
段
の
理
由
を
自
ら
体
現
す
る
の
が
、

と
は
既
に
述
べ
た
が
、
軽
罪
裁
判
所
、
違
警
罪
裁
判
所
の
場
合
に
は
、
重
罪
院
の
解
決
を
持
ち
込
む
こ
と
に
反
対
す
る
。

罪
、
軽
罪
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
は
被
告
人
の
無
罪
を
言
渡
す
前
に
、

ル
ー
で
あ
り
、

ガ
ロ
ー
で
あ
る
。
彼
ら
が
重
罪
院
に
関
し
て
法
的
事
実
説
を
採
る
こ

レ

l
工、

f

t

 
「
違
警

そ
の
有
し
う
る
す
べ
て
の
側
面
に
つ
い
て
訴
追
事
実
を
調
べ

も
と
づ
く
す
べ
て
の
再
訴
に
対
し
、

る
こ
と
が
で
き
る
し
、
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
完
全
に
嫌
疑
を
排
斥
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
判
決
は
同
一
事
実
に

不
受
理
の
理
由
を
与
え
る
」
と
言
い
、
ガ
ロ
ー
も
「
裁
判
所
(
]
巾

E
Z
E
]
)
は
、
事
実
の
す
べ
て
の
世
帯



情

可
能
性
の
あ
る
す
べ
て
の
罪
名
を
検
討
す
る
権
利
及
び
義
務
が
あ
る
か
ら
」
「
た
と
え
訴
追
事
実
の
あ
る
側
面
、

あ
る
要
素
を
裁
判
所

時
期
に
遅
れ
て
提
出
さ
れ
た
証
拠
資
料
と
同
様
に
解
さ
れ
る
べ
き
〔
再
提
出
は
許
さ
れ
な
い
と
す

べ
き
〕
で
あ
る
。
検
察
官
は
す
べ
て
を
訴
追
す
る
義
務
を
持
ち
、
裁
判
官
は
す
べ
て
を
判
決
す
る
義
務
を
持
つ
。
確
定
的
と
な
っ
た
判
決
は
、

終
局
的
に
公
訴
権
を
消
滅
さ
せ
る
」
と
言
う
。

が
残
し
た
ま
ま
に
し
て
い
た
と
し
て
も
、

軽
罪
、
違
警
罪
裁
判
所
の
場
合
、
「
陪
審
の
寛
容
さ
」
は
問
題
に
な
ら
ず
、

事
実
説
が
通
説
と
な
っ
た
の
も
至
極
当
然
で
あ
る
。

職
業
裁
判
官
を
前
提
に
考
え
れ
ば
良
い
の
だ
か
ら
、

自
然
的

最
初
軽
罪
(
ま
た
は
違
警
罪
)

で
起
訴
さ
れ
有
罪
ま
た
は
無
罪
と
さ
れ
た

し
か
も
、
被
告
人
の
負
担
と
い
う
実
質
的
観
点
か
ら
み
て
も
、

者
を
、
再
度
、
前
よ
り
重
い
罪
で
起
訴
す
る
と
い
う
の
は
、
被
告
人
の
地
位
を
不
当
に
脅
か
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

ユ
グ
ニ

l
の
表
現
を
借
り

れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
「
優
し
く
始
め
て
厳
格
に
終
わ
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
苦
痛
を
増
加
さ
せ
る
や
り
方
、

す
な
わ
ち
後
で
重
罪

一事不再理の客観的効力 α〕

院
で
残
金
を
支
払
う
こ
と
を
別
に
残
し
て
お
い
て
軽
罪
に
つ
き
前
金
を
支
払
う
こ
と
を
認
め
る
や
り
方
、

罪
で
負
傷
さ
せ
た
者
を
重
罪
院
で
止
ど
め
を
刺
す
や
り
方
」
で
あ
っ
て
、

る
」
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
あ
り
て
い
に
言
え
ば
、
軽

「
ど
こ
か
不
愉
快
な

そ
し
て
不
誠
実
で
非
人
道
的
な
も
の
で
あ

ガ
ヴ
7

ル
ダ
(
の
雪
印
E
同
)
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
判
決
(
前
訴
重
罪
院
の
場
合
)
の
こ
の
場
合
(
前
訴
が
軽
罪
・
違
警
罪
裁
判

所
の
場
合
)
へ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
向
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
判
決
の
解
決
の
基
礎
を
、
①
重
罪
院
の
裁
判
権
の
充
全
性

(
1
E
E
E

と
②
罪
名
変
更
義
務
の
二
点
で
あ
る
と
解
し
た
う
え
、
前
訴
が
軽
罪
・
違
警
罪
裁
判
所
の
場
合
に
も
①
②
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
自
然

改
正
さ
れ
た
治
罪
法
典
新
三
六

O
条
の
よ
う
な
法
律
の
明
文
に
定
め
ら
れ
た

北法34(5・69)813

的
事
実
説
が
論
証
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。

②
に
つ
い
て
は
、

「
義
務
」
は
な
い
。
し
か
し
、
「
フ
ラ
ン
ス
刑
事
訴
訟
の
札
間
的
性
格
は
、
訴
訟
の
主
宰
者
た
る
軽
罪
裁
判
官
の
多
様
な
罪
名
の
適
用
を
テ

わ
れ
わ
れ
が
承
認
す
る
こ
と
を
許
す
」
。
し
た
が
っ
て
、
比
較
法
、
殊
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
刑
事
法
を
も
ち
出

ス
ト
す
る
法
的
義
務
を
、



説

し
て
法
的
事
実
説
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
札
問
的
本
質
を
も
っ
フ
ラ
ン
ス
刑
事
手
続
に
関
し
て
い
え
ば
、
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
刑
事
手
続
の
『
弾
劾
的
』
性
格
は
、
比
較
を
ま
っ
た
く
あ
て
に
な
ら
な
い
も
の
に
す
る
:
:
:
」
と
。
①
に
つ
い
て
は
、
前
訴
の

軽
罪
・
違
警
罪
裁
判
官
と
て
も
(
重
罪
を
発
見
し
て
実
体
裁
判
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
)
後
の
刑
事
訴
追
を
妨
げ
な
い
管
轄
違
い
の
裁

判
を
言
渡
す
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
。

北法34(5・70)814

論

右
の
論
拠
の
う
ち
②
の
法
的
義
務
を
肯
定
す
る
説
明
は
、
後
に
述
べ
る
シ
ャ
ラ
ロ
ン
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
裁
判
官

の
「
義
務
」
を
媒
介
に
し
な
く
て
も
、
自
然
的
事
実
説
の
説
明
は
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

新
刑
訴
法
典
成
立
後
の
、
軽
罪
・
違
警
罪
自
然
的
事
実
説
と
し
て
は
ガ
ッ
サ
ン
吉
田
田
氏
ロ
)
の
所
説
が
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。

彼
は
、
一
ニ
六
八
条
が
重
罪
院
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
軽
罪
裁
判
所
、
違
警
罪
裁
判
所
に
及
ぼ
す
こ
と
が
法
律
論
と
し
て
む
つ
か
し
い

六
条
の
公
訴
権
消
滅
事
由
と
し
て
既
判
力
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
し
で
も
自
然
的
事
実
説
を
根
拠
づ
け
る
の
に
十
分
で

な
い
こ
と
を
率
直
に
認
め
た
う
え
、
予
審
判
事
の
被
告
人
に
対
す
る
科
学
的
検
査
を
定
め
る
刑
訴
法
典
八
一
条
を
、
自
然
的
事
実
説
の
理
論

こ
井
、

的
基
礎
に
据
え
る
。
す
な
わ
ち
、
八
一
条
の
導
入
に
よ
り
、

険
な
状
態
を
判
決
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、

刑
事
訴
訟
は
「
犯
罪
を
判
決
す
る
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
犯
罪
者
及
び
そ
の
危

「
犯
罪
事
実
が
刑
罰
法
規
に
よ
り
こ
れ
こ
れ
の
罪
名
に
あ
た
る
」

と
い
う
の
は
重
要
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
裁
判
官
が
自
然
的
事
実
を
付
託
さ
れ
た
後
は
、

彼
は
犯
罪
者
の
危
険
な
状
態
を
評
価
し
、
事
実

に
与
え
ら
れ
る
罪
名
に
拘
り
な
く
、
た
と
え
ば
再
犯
者
に
最
も
適
切
な
処
置
を
選
択
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
、
ブ
ザ
の
見
解
、
す
な

わ
ち
「
償
い
を
得
る
た
め
の
最
良
の
方
法
の
獲
得
」
と
い
う
目
的
の
た
め
に
は
、

犯
罪
事
実
に
必
要
な
罪
名
が
付
せ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に

こ
の
目
的
が
阻
害
さ
れ
た
場
合
に
は
別
の
罪
名
に
よ
る
再
訴
に
よ
っ
て
補
う
こ
と
が
正
し
い
と
す
る
見
解
的
、
批
判
す
る
「
ガ
ッ
サ

よハノ、
ン
に
よ
れ
ば
、
「
償
い
を
得
る
た
め
の
最
良
の
方
法
の
獲
得
」
は
、
刑
事
訴
訟
過
程
に
お
け
る
犯
罪
者
の
科
学
的
検
査
に
結
び
つ
い
た
も
の
で

あ
り
、
判
決
は
犯
罪
の
性
質
す
な
わ
ち
罪
名
に
で
は
な
く
、
犯
罪
者
の
人
格
(
宮

E
S
E
-伊
丹
恥
)
に
依
存
し
て
い
る
、
と
。



ガ
ッ
サ
ン
の
右
の
論
文
が
出
さ
れ
た
翌
年
に
は
、
ブ
ザ
の
「
ガ
ッ
サ
ン
氏
の
論
文
に
関
し
て
」
と
題
す
る
反
論
文
が
、

同
じ
『
犯
罪
学
及

び
比
較
刑
法
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
。

ブ
ザ
は
、
再
訴
を
認
め
な
い
伝
統
的
見
解
(
通
説
)

は
犯
罪
科
学
か
ら
み
て
遅
れ
て
い
る
と
主
張
し
、

通
説
の
よ
う
に
「
個
人
の
権
利
を

刑
事
訴
訟
の
似
非
自
由
主
義
的
な
(
喝

8
E
ヱF
b
H
白
]
巾
)
観
念
に
拠
る
こ
と
は
、

科
学
的
見
地
か
ら
み
て
し
ば
し
ば
有
害
な
擬
制

(F昨
日

0
与
を
す
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
言
う
。

わ
れ
わ
れ
に
は
、

表
面
的
に
保
護
す
る
だ
け
の
、

今
日
の

プ
ザ
に
よ
れ
ば
、

通
説
は

刑
事
訴
訟
と
い
う
も
の
を
「
個
人
と
社
会
の
聞
の
闘
争
(
含
冊
目
)
」
と
み
る
か
ら
、

利
益
を
個
人
が
得
る
の
は
、
個
人
に
と
っ
て
良
い
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
後
に
こ
れ
を
「
是
正
」
す
る
こ
と
が
、
幾
分
不

社
会
の
代
表
者
ら
の
誤
っ
た
方
法
の
結
果
不
当
な
無
罪
の

誠
実
に

l
l通
説
に
は

l
l映
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
ガ
ッ
サ
ン
は
、
よ
り
現
代
的
に
「
償
い
を
得
る
た
め
の
最
良
の
方
法
の
獲
得
」
を

「
刑
事
訴
訟
過
程
に
お
け
る
犯
罪
者
の
科
学
的
捜
査
に
結
び
つ
い
た
も
の
」
と
捉
え
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
次
の
三
点
に
お
い
て
賛

成
で
き
な
い
、
と
。

(D 

彼
の
提
案
が
受
容
さ
れ
る
た
め
に
は

犯
罪
者
の
科
学
的
検
査
が
常
に
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
だ
が
、
判
例
実
務
上
任
意

一事不再理の客観的効力 (2)

に
止
ど
ま
っ
て
い
る
。

位、

次

こ
の
検
査
は
確
実
で
明
白
な
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

今
日
の
犯
罪
科
学
は
未
だ
そ
の
段
階
に

h
i
h
問

、

ハ
V

T
H
、し

た
と
え
犯
罪
者
の
科
学
的
検
査
が
議
論
の
余
地
の
な
い
程
の
も
の
に
な
っ
た
と
し
て
も
、

け
る
重
罪
院
裁
判
長
が
技
術
的
誤
り
を
犯
す
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
進
運
を
も
っ
て
現
行
機
構
の
下
に
お

③ 以
上
が
ブ
ザ
の
反
論
で
あ
る
。
こ
の
ブ
ザ
と
ガ
ッ
サ
ン
の
論
争
点
は
、
わ
が
国
に
は
や
や
馴
染
み
が
薄
く
、

被
告
人
の
人
権
を
考
慮
し
な
い
彼
の
既
判
力
の
基
礎
づ
け
(
前
章
第
一
節
第
二
款
)

ま
た
議
論
も
十
分
噛
み
合
っ

て
い
な
い
。
ブ
ザ
の
反
論
は
、

か
ら
の
帰
結
で
あ
ろ
う

北法34(5・71)815



説

が
、
今
日
ど
れ
ほ
ど
の
説
得
力
を
も
ち
う
る
だ
ろ
う
か
。
学
説
の
大
勢
が
自
然
的
事
実
説
へ
と
合
流
し
て
い
く
の
も
、
当
然
の
こ
と
と
い
え

よ
う
。
彼
は
、
学
説
・
判
例
の
「
す
べ
て
か
ら
孤
立
し
た

3
2
-
8
E
Z

同

og--:
一
一
)
」
(
プ
ザ
の
自
認
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
)

て
し
ま
っ
た
。

存
在
に
な
っ

論

た
だ
、
結
論
が
自
然
的
事
実
で
一
致
す
る
の
は
良
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
導
く
た
め
に
裁
判
官
の
罪
名
の
調
査
・
変
更
義
務
を
強
調
す
る

の
は
い
か
が
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
在
回
す
べ
き
見
解
と
し
て
、
シ
ャ
ラ
ロ
ン

(
h
z
-
R。
ロ
)
の
主
張
が
あ
る
。
彼
は
、
軽
罪
・
違

警
罪
裁
判
官
に
は
事
実
の
全
罪
名
を
検
討
す
る
義
務
(
『
合
4
0
5
は
な
く
、
権
限
(
日
何
回

V
2
4
0
5
し
か
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
通

説
(
自
然
的
事
実
説
)
に
賛
成
す
る
。
そ
の
彼
の
あ
げ
る
根
拠
で
あ
る
が
、

ひ
と
つ
は
「
一
事
不
再
理
原
則
」
に
対
す
る
将
来
の
侵
害
で
あ

り
、
他
の
ひ
と
つ
は
、
法
的
事
実
説
を
と
る
と
「
観
念
的
競
合
に
関
す
る
事
実
の
単
一
性
と
既
判
力
に
関
す
る
事
実
の
単
一
性
の
判
例
が
相

互
に
支
え
あ
う
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
」
か
ら
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
罪
数
論
と
密
接
に
関
連
す
る
と
こ
ろ
で

も
あ
る
の
で
、
次
章
で
の
検
討
に
譲
る
。

次
に
判
例
の
足
跡
を
辿
っ
て
み
る
。

時
代
を
少
し
遡
っ
て
、
ま
ず
破
棄
院
一
八
四
七
年
七
月
三
日
判
決
か
ら
と
り
上
げ
る
。
事
案
は
、

四

馬
車
の
御
者
で
あ
る
被
告
人
が
、

道
路
管
理
に
関
す
る
公
共
行
政
規
則
に
違
反
す
る
違
警
罪
を
犯
し
た
と
し
て
有

馬
車
の
屋
根
に
荷
物
を
過
重
に
積
み
す
ぎ
た
こ
と
に
よ
り
、

罪
判
決
を
受
け
た
後
、

そ
の
と
き
の
乗
客
に
対
す
る
過
失
傷
害
の
軽
罪
で
起
訴
さ
れ
た
。
被
告
人
は
、

こ
の
起
訴
が
一
事
不
再
理
原
則
に
違

反
す
る
と
主
張
し
て
上
告
し
た
。

破
棄
院
は
、
「
〔
先
の
〕
違
警
罪
に
関
し
て
言
渡
さ
れ
た
違
警
罪
裁
判
所
の
判
決
は
、
こ
の
処
罰
さ
れ
た
犯
罪
を
構
成
す
る
の
と
は
本
質
的

に
区
別
さ
れ
、
異
な
る
事
実
の
た
め
に
行
な
わ
れ
た
別
の
起
訴
を
妨
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
の
一
般
論
を
述
べ
た
後
、
本
件
過
失
傷
害

は
重
量
超
過
の
違
警
罪
の
必
然
的
結
果
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
「
治
罪
法
典
三
六

O
条
の
法
文
及
び
既
判
力
に
関
す
る
諸
原
理
を
害
す
る
こ

北法34(5・72)816



と
な
く
、
こ
の
事
実
か
ら
生
じ
た
軽
罪
を
処
罰
す
る
こ
と
が
可
能
」
で
あ
る
、
と
し
た
。
両
罪
の
事
実
の
同
一
性
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る

が
、
同
一
性
否
定
の
理
由
と
し
て
、
過
失
傷
害
が
重
量
超
過
罪
の
必
然
的
結
果
と
は
い
え
な
い
と
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
「
必
然
的
結

果
」
が
両
事
実
の
間
に
認
め
ら
れ
た
ら
、
同
一
性
は
肯
定
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
八
七
三
年
三
月
二
二
回
、
四
月
一
八
田
の
二
つ
の
破
棄
院
判
例
は
、
い
ず
れ
も
銃
器
に
よ
る
殺
人
未
遂
に
関
す
る
類
似
の
事
案
で
あ
る
。

前
者
は
、
被
告
人
が
既
に
狩
猟
法
違
反
の
軽
罪
で
有
罪
判
決
を
受
け
て
お
り
、
こ
の
軽
罪
と
同
日
同
所
に
お
け
る
(
し
か
も
同
じ
発
砲
に
関

す
る
)
殺
人
未
遂
の
重
罪
起
訴
が
既
判
力
に
反
し
な
い
か
が
争
わ
れ
た
が
、
破
棄
院
は
コ
一
つ
の
判
決
の
聞
に
、
い
か
な
る
矛
盾
も
な
く
、

既
判
力
侵
害
は
な
い
、
と
し
た
。
後
者
の
被
告

請
求
事
項
(
円
吉
田
巾
骨
B
s
t巾
)
、
請
求
原
因
(
口
内
包
括
骨
骨

B
B
L巾
)
が
異
な
る
か
ら
」

既
に
夜
間
の
発
砲
に
よ
っ
て
住
民
の
平
穏
を
害
し
た
罪
、
す
な
わ
ち
夜
間
騒
音
罪

(
g
E官
ロ
2
Z
E
m
)
(違
警
罪
)

を
受
け
て
い
る
の
に
、
同
じ
発
砲
行
為
が
殺
人
未
遂
に
問
擬
さ
れ
た
の
で
、

で
有
罪
判
決

こ
れ
を
一
事
不
再
理
違
反
と
し
て
争
っ
た
。
破
棄
院
は
、
後
の

重
罪
起
訴
が
「
銃
器
が
充
填
さ
れ
て
発
砲
が
殺
意
を
も
っ
て
特
定
人
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
」
を
「
新
た
な
事
情
」
と
認
め
て
、
再
訴
を

人
も

許
し
た
。

一事不再理の客観的効力 (2)

破
棄
院
一
九
三
五
年
二
月
二
八
日
判
決
は
、
単
純
破
産
罪
(
軽
罪
)
無
罪
の
後
、

事
案
に
つ
い
て
、

文
書
偽
造
・
同
行
使
・
詐
欺
破
産
の
罪
で
訴
追
さ
れ
た

こ
の
二
つ
の
事
実
は
ま
っ
た
く
異
な
る
と
し
て
、
第
二
の
訴
追
を
認
め
た
。

こ
の
よ
う
に
、
軽
罪
・
違
警
罪
の
場
合
の
法
的
事
実
説
に
お
い
て
も
、
「
新
た
な
要
素
」
が
再
訴
の
要
件
と
な
っ
て
い
た
。

破
棄
院
一
九
三
七
年
一
月
三

O
日
判
決
で
は
、
自
動
車
に
よ
る
過
失
致
傷
の
軽
罪
と
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た
道
路
法
典
違
反
の
二
つ
の
違

警
罪
、
す
な
わ
ち
交
通
の
混
雑
し
た
場
所
に
お
け
る
徐
行
な
い
し
停
止
義
務
違
反
と
追
越
の
際
の
遵
守
事
項
違
反
と
の
聞
の
要
素
の
異
同
が

北法34(5・73)817

要
素
を
異
に
す
る
と
し
て
、

過
失
傷
害
は
違
警
罪
の
結
果
第
三
者
に
対
し
て
犯
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
両
者
は

一
事
不
再
理
違
反
の
主
張
を
斥
け
て
い
る
。
過
失
致
死
と
道
路
法
典
違
反
に
つ
い
て
も
同
旨
判
例
が
あ
る
。

争
わ
れ
、
破
棄
院
は
、
法
的
事
実
説
の
立
場
に
立
っ
て
、



説

破
棄
院
一
九
四
九
年
一
月
二
七
日
判
決
は
、

特
別
裁
判
所
に
関
す
る
、
事
案
と
し
て
は
や
や
特
殊
な
も
の
だ
が
、
や
は
り
法
的
事
実
判
例

の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
件
は
、
被
告
人
が
ド
イ
ツ
占
領
中
の
フ
ラ
ン
ス
領
内
で
ド
イ
ツ
な
い
し
そ
の
機
関
と
内
通

敵
に
占
領
さ
れ
て
い
る
時
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
財
産
を
奪
っ
た
事

論

実 し
に た
関燥
し 疑
て で
の
み軍
、事

刑法
法廷
典?
|日空
八日

0... 
(D 

条]・
四(5
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の$

結
局
、

で
審
理
さ
れ
た
が
、

「
戦
時
に
お
け
る
国
防
を
害
す
る
軽
罪
」

で
二
年
の
拘
禁
刑
及
び
罰
金
刑
を
言
渡
さ
れ
た

(
一
九
四
七
年
六
月
五
日
)
。
そ
の
後
被
告
人
は
、
右
事
実
に
関
し
、
刑
法
典
三
七
九
条
、

罪
の
各
軽
罪
で
起
訴
さ
れ
た
。
破
棄
院
は
、
前
訴
の
「
戦
時
に
お
け
る
国
防
を
害
す
る
軽
罪
」

四
六

O
条
の
窃
盗
罪
、
脱
物
隠
匿

四
O
一条、

は
国
家
の
対
外
的
安
全
を
侵
害
す
る
こ
と
か

ら
成
り
、
後
訴
の
盗
罪
及
び
隠
匿
罪
と
は
目
的
が
異
な
る
と
し
て
、
後
訴
は
一
事
不
再
理
原
則
に
反
し
な
い
、

シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
判
決
以
降
、
破
棄
院
判
例
に
も
若
干
の
動
揺
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

と
判
示
し
た
。

し
か
し
、

シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
判
決
の
後
も
、
理
論
と
し

て
は
前
訴
が
軽
罪
・
違
警
罪
判
決
の
場
合
は
法
的
事
実
説
に
よ
る
と
い
う
こ
と
は
、

必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
。
だ
が
、

時
代
の
流
れ
に

恐
ら
く
流
行
で
も
あ
ろ
う
が
、
今
日
変

抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ラ
ル
ギ
エ

(
戸
田
門
官
庁
同
)
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
諸
理
念
の
潮
流
は
、

シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
判
決
以
降
は
、
三
六
八
条

及
び
既
判
力
原
理
を
大
幅
に
保
持
し
よ
う
と
す
る
多
く
の
論
者
た
ち
に
支
え
ら
れ
た
全
体
の
動
き
に
身
を
委
ね
る
こ
と
に
な
る
」

勤
し
て
き
た
。
そ
し
て
多
分
、
破
棄
院
も
、

こ
れ
ま
で
広
範
に
第
二
の
訴
追
を
承
認
し
て
き
た
が

の
で
あ

る。
破
棄
院
一
九
五
九
年
三
月
三
日
判
決
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
事
案
で
あ
る
。
モ
レ
ル
(
冨
O
H
m
-
)

夫
人
は
前
夫
を
、

び
過
失
傷
害
(
予
審
判
事
に
よ
り
違
警
罪
の
過
失
傷
害
に
変
更
さ
れ
た
)
で
告
訴
し
、
私
訴
原
告
と
な
っ
た
。
両
者
は
関
連
事
件
と
し
て
軽

窃
盗

(
軽
罪
)

罪
裁
判
所
で
審
理
さ
れ
、
窃
盗
に
つ
き
執
行
猶
予
の
付
い
た
三
月
の
拘
禁
刑
及
び
二
万
フ
ラ
ン
の
罰
金
、
過
失
傷
害
に
つ
き
一
万
フ
ラ
ン
の

罰
金
の
各
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
確
定
し
た
。
し
か
る
に
、
モ
レ
ル
夫
人
は
再
び
、
今
度
は
六
日
以
上
の
就
労
不
能
の
傷
害
(
軽
罪
)
を
受
け

た
と
し
て
軽
罪
裁
判
所
に
訴
え
た
が
、
軽
罪
裁
判
所
、
控
訴
院
と
も
に
不
受
理
を
言
渡
し
た
。
モ
レ
ル
夫
人
か
ら
上
告
。
そ
の
理
由
は
、
控

北法34(5・74)818

及



訴
院
が
「
第
二
の
起
訴
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
と
第
一
の
起
訴
の
理
由
と
さ
れ
た
事
実
と
が
、

る
」
と
し
て
既
判
力
の
抗
弁
を
認
め
た
の
は
民
法
典
一
一
一
一
五
一
条
、
治
罪
法
典
三
六

O
条
等
に
違
反
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
破
棄
院

法
的
及
び
事
実
的
要
素
に
お
い
て
同
一
で
あ

も
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
上
告
棄
却
。

「
控
訴
院
は
、

申
立
理
由
記
載
の
各
条
文
に
違
反
し
て
お
ら
ず
、

む
し
ろ
第
二
の
起
訴
が
軽
罪
裁
判
所
で
終
局
的
に
有
罪
と
さ
れ
た
事

実
と
法
的
及
び
事
実
的
要
素
に
お
い
て
同
一
で
あ
る
事
実
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
正
し
い
適
用
を
し
た
の
で
あ
る
」

こ
の
判
決
は
、
結
論
こ
そ
再
訴
を
許
さ
な
か
っ
た
も
の
の
、
事
案
を
み
る
と
、

え
よ
う
。

法
的
事
実
説
で
も
再
訴
を
認
め
る
の
が
困
難
な
も
の
と
い

と
こ
ろ
が
、
新
刑
訴
法
典
成
立
の
頃
か
ら
、

は
っ
き
り
と
軽
罪
・
違
警
罪
の
場
合
に
、

刑
訴
法
典
三
六
八
条
を
拡
張
し
よ
う
と
す
る
下
級

審
判
例
が
あ
ら
わ
れ
る
。

判
決aこ
が v の

あ ょ
げう
らな
れ判
る決
。と

し
て
ま
ず

ボ
ル
ド
ー
大
審
裁
判
所
(
叶

E
E
E
]
骨
唱
出
足
広
忠
告
白
巾
)
軽
罪
第
三
部
一
九
五
九
年
一
一
月
一
九
日

資
格
も
な
い
の
に
診

事
案
は
、

被
告
人
が
祈
薦
師
活
動
に
際
し
て
、

病
人
の
窮
状
に
乗
じ
て
自
己
を
信
用
さ
せ
、

一事不再理の客観的効力 (2)

断
、
治
療
を
施
し
、
ま
た
効
力
あ
る
よ
う
に
偽
っ
た
血
清
を
売
る
な
ど
し
て
利
益
を
得
て
い
た
と
い
う
も
の
で
、
被
告
人
は
既
に
「
不
法
医

業
行
為
」
及
び
「
不
法
薬
剤
業
行
為
」
の
二
つ
の
罪
状
に
つ
き
有
罪
判
決
(
一
九
五
八
年
二
月
一
九
日
上
告
棄
却
で
確
定
)
を
受
け
て
い
る
。

こ
れ
と
同
一
事
実
に
つ
い
て
、
「
偽
の
資
格
を
用
い
、
権
威
な
い
し
架
空
の
影
響
力
の
存
在
を
確
信
さ
せ
る
た
め
に
、
歎
間
的
策
略

本
件
は
、

を
用
い
て
多
額
の
金
員
の
支
払
を
な
さ
し
め
、
も
っ
て
他
人
の
資
産
の
一
部
を
詐
取
し
た
」
(
軽
罪
)

の
で
あ
る
。
被
告
人
は
、
既
に
同
一
事
実
に
つ
き
判
決
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
不
受
理
の
裁
判
を
要
求
し
た
。
ボ
ル
ド
ー
大
審
裁

も
の
と
し
て
、

再
度
起
訴
さ
れ
た
も

判
所
は
、
こ
れ
に
応
え
、
ま
ず
前
訴
と
後
訴
の
事
実
を
比
較
し
、
前
訴
の
事
実
も
被
告
人
の
「
活
動
全
体
を
対
象
と
し
て
お
り
、
実
際
、

ル
(
問
。
ロ
)
血
清
〔
偽
薬
〕
の
効
能
な
い
し
少
な
く
と
も
一
定
の
治
療
効
果
を
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い
て
他
人
に
信
用
さ
せ
金
員
を
支
払
わ ロ

北法34σ・75)819



説

せ
た
行
為
は
、
治
療
効
果
・
予
防
効
果
を
も
っ
と
偽
っ
た
物
質
の
公
衆
へ
の
売
却
行
為
と
対
応
す
る
」
。
「
確
か
に
、
詐
欺
の
軽
罪
を
特
徴
づ

こ
の
自
然
的
行
為
〔
売
却
行
為
〕
に
、
不
法
薬
剤
業
行
為
及
び
不
法
医
業
行
為
の
各
軽
罪
に
あ
っ
て
は
探
究
さ
れ
る
必
要

け
る
た
め
に
は
、

言命

不
法
領
得
の
意
思

(
C
5
5
g
E
F
Oロ同
H
E合同
g印
巾
)
の
要
素
が
付
加
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
し
か
し
近
時
の
判
例
に
よ
れ

ぽ
、
自
然
的
同
一
事
実
と
い
う
の
は
『
行
為
者
に
帰
せ
ら
れ
る
意
思
の
程
度
』
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
し
か
も
立
法
者
は
、
新
刑
訴
法
典
三

の
な
い
、

六
八
条
は
「
重
罪
同
様
、
軽
罪
に
お
い
て
も
既
判
力
の
抗
弁
の
法
的
基
礎
を
構
成
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
認
め
た
、

と
判
示
し
て
、
被
告
人

を
無
罪
放
免
(
同
町
】
自
立
し
た
。

パ
リ
控
訴
院
一
九
六
五
年
五
月
二
六
日
判
決
崎
、
「
も
っ
と
大
胆
に
、
後
の
軽
罪
の
再
訴
の
あ
っ
た
軽
罪
無
罪
に
ま
で
、

張
し
た
」
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
事
案
は
、
パ
リ
の
製
靴
業
者
で
あ
る
二
人
の
被
告
人
が
、
最
初
、

二
ハ
八
条
を
拡

一
九
四
五
年
六
月
一
ニ

O
日
四

五
ー
一
四
八
三
号
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
四
六
な
い
し
四
九
条
違
反
の
軽
罪
、

す
な
わ
ち
イ
ン
グ
ォ
イ
ス

(hREE)
な
く
売
買
を
し
た
罪
で
起
訴

さ
れ
た
が
、

一
九
六
二
年
三
月
二
七
日
無
罪
判
決
を
受
け
た
。
そ
の
後
、
こ
の
第
一
の
訴
訟
の
と
き
既
に
明
ら
か
で
あ
っ
た
右
オ
ル
ド
ナ
ン

ス
四

O
条
違
反
の
軽
罪
、
す
な
わ
ち
請
求
に
対
す
る
イ
ン
ヴ
ォ
イ
ス
不
提
示
の
罪
で
再
起
訴
さ
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
受
訴
裁
判
所

で
あ
る
セ

l
ヌ
大
審
裁
判
所
三
一
部
M
J

一
九
六
四
年
一
一
月
一
七
日
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
被
告
人
を
無
罪
と
し
た
。

「
刑
事
訴
訟
法
典
三
六
八
条
〔
一
事
不
再
理
規
定
〕

確
か
に
重
罪
院
に
関
す
る
第
一
編
第
二
節
に
編
入
さ
れ
て
い
る
が
、

明
ら
か
に
、
単
な
る
軽
罪
を
構
成
す
る
に
す
ぎ
な
い
事
実
に
も
適
用
さ
れ
わ
仰
に

同
条
は

』主

こ
れ
に
対
し
て
検
事
局
か
ら
控
訴
。
パ
リ
控
訴
院
軽
罪
九
部
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
原
判
決
を
維
持
し
た
。

「
刑
事
訴
訟
法
典
三
六
八
条
が
、
『
重
罪
院
』
を
扱
う
第
一
一
編
第
二
節
に
編
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
十
分
考
慮
し
た
と
し
て
も
、
控
訴
人

の
、
同
条
は
軽
罪
に
つ
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
と
の
主
張
は
誤
り
で
あ
る
。
実
際
、
弁
論
の
結
果
、

事
実
が
移
送
決
定
書
の
罪
名
と
は
異

な
る
法
律
上
の
罪
名
を
構
成
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
に
、

重
罪
院
裁
判
長
に
補
充
設
問
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
な
ら
、
軽

北法34(5・76)820



公
訴
事
実
が
指
定
さ
れ
た
も
の
と
は
異
な
る
罪
名
評
価
を
受
け
る
か
否
か
を
認
定
す
る
と
い
う
同
じ
義
務
を
有
す
る
」

で
は
、
最
近
の
破
棄
院
は
、
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
破
棄
院
-
九
六
一
年
五
月
九
日
札
制
作
に

よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
案
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

被
告
人
は
、
軽
暴
行
の
訴
因
で
違
警
罪
裁
判
所
に
出
頭
を
命
じ
ら
れ
た
が
、
同
裁
判
所
で
、
事
件
を
『
期
間
の
定
め
な
く

(gS
岳
巾
)
延

罪
裁
判
官
も
、

五
期
す
る
』
旨
の
言
渡
し
を
受
け
た
に
止
ど
ま
っ
た
。
そ
の
後
被
告
人
は
、
新
た
な
告
訴
に
も
と
づ
い
て
軽
罪
裁
判
所
に
召
喚
さ
れ
た
。
軽
罪

裁
判
所
は
、
三
週
間
以
上
の
就
労
不
能
を
記
載
し
た
医
師
の
診
断
書
を
証
拠
と
し
て
、

刑
法
典
三

O
九
条
及
び
三
一
一
条
に
規
定
さ
れ
る
故

意
の
殴
打
及
び
傷
害
の
訴
因
に
つ
き
有
罪
を
言
渡
し
た
。
控
訴
審
に
お
い
て
も
、
弁
護
人
の
違
法
起
訴
(
既
判
力
)
の
主
張
に
も
拘
ら
ず
原

則
的
に
は
原
審
が
そ
の
ま
ま
認
容
さ
れ
た
(
一
九
六

O
年
三
月
一
八
日
)
。
既
判
力
の
主
張
を
認
め
な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
が
、
「
第
一
に
、

違
警
罪
裁
判
所
は
公
訴
に
対
す
る
実
体
判
決
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
で
あ
」
前
の
実
体
判
決
が
違
警
罪
裁
判
官
に
よ

っ
て
言
渡
さ
れ
た
と
し
て
も
、
軽
罪
公
訴
に
関
し
て
は
、
こ
の
判
決
に
既
判
力
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
の
理
即
」
で
あ
っ
た
。

り
、
「
第
二
に
、

つ
ま
り
、
既
判
力
を
認
め
さ
せ
る
に
は

」
の
二
つ
の
壁
を
突
破
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

一事不再理の客観的効力 (2)

破
棄
院
は
、
原
審
の
「
第
一
の
理
由
」
に
対
し
て
は
、
『
同
一
事
実
は
、

二
つ
の
異
な
っ
た
刑
事
訴
追
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
』

と
い
う
フ
ォ
l
ミ
ュ
ラ
を
用
い
て
、
こ
れ
を
斥
け
た
。
し
か
も
、

こ
こ
で
は
、

判
決
文
の
後
段
で
は
、
右
フ
ォ
l
ミ
ュ
ラ
を
『
一
事
不
再
理
原
則
』
と
言

一
事
不
再
理
原
則
は
必
ず
し
も
確
定
判
決
の
効
果
と
は
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
必
。
「
第
二
の
理
由
」
に
対

し
て
は
直
接
答
え
て
い
な
い
。
判
決
は
周
到
に
三
六
八
条
を
避
け
、
あ
く
ま
で
ご
事
不
再
理
」
の
一
般
原
則
違
反
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
、

原
判
決
を
破
棄
し
て
い
る
。
結
果
に
お
い
て
は
、
三
六
八
条
を
適
用
し
た
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
の
だ
が
。

い
換
え
て
い
る
。

北法34σ・77)821

こ
の
破
棄
院
判
決
で
、

わ
れ
わ
れ
か
ら
み
て
興
味
深
い
点
は
、
前
訴
の
違
警
罪
事
件
が
未
だ
係
属
中
で
あ
っ
て
も
、

公
訴
権
消
滅
論
を
媒

介
と
し
て
「
一
事
不
再
理
」
効
を
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

一
事
不
再
理
が
常
に
判
決
の
効
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る



説

ま
た
い
わ
ゆ
る
二
重
起
訴

2
E
r
r
-
V
2
2己
吉
岡

5
5
5
5
E
5
E昨

)

同
じ
本
質
を
も
つ
こ
と
を
示
し
た
例
と
し
て
、
意
義
深
い
も
の
が
あ
お
r
た
だ
、

禁
止
と
一
事
不
再
理
が

ド
グ
マ
か
ら
解
放
さ
れ
た
例
と
し
て

論

こ
の
判
決
か
ら
直
ち
に
、
破
棄
院
も
三
六
八
条
を
軽
罪
・

違
警
罪
に
拡
張
す
る
こ
と
を
認
め
た
と
言
え
る
か
ど
う
か
は
、
異
論
も
な
い
で
は
た
一
円
。
し
か
し
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
判
決
以
降
、
破
棄
院
の
方

向
は
、
右
判
決
を
含
め
ガ
ッ
サ
ン
に
倣
っ
て
次
の
よ
う
に
性
格
づ
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。

「
破
棄
院
刑
事
部
が
、
伝
統
的
判
例
に
対
す
る
学
説
の
激
し
い
批
判
に
動
か
さ
れ
、
人
道
的
配
慮

(gロ
巴

K
E
t
o
E
E
B
E
E
-同
宮
)

が
法
的
厳
格
性
玄
関

5
5
吉
岡
住
吉
町
)
に
対
し
て
、
と
り
わ
け
シ
ュ
ヴ
ァ
ロ
判
決
に
お
い
て
、
優
位
を
占
め
る
よ
う
に
至
っ
た
こ
と
は
、
非

常
に
明
白
で
あ
る
」
。

こ
の
意
味
で
は
、
軽
罪
・
違
警
罪
の
場
合
の
対
立
点
も
、
本
質
的
に
は
重
罪
の
場
合
と
異
な
ら
な
い
。

そ
し
て
こ
の
場
合
も
、

わ
れ
わ
れ

の
と
る
べ
き
方
向
は
、
以
上
の
考
察
か
ら
自
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ハ
1
〉
現
行
プ
ラ
ジ
ス
刑
事
訴
訟
法
典
第
二
部
「
公
判
の
裁
判
所
」
は
四
編
か
ら
成
り
、
そ
の
構
成
は
、
第
一
一
編
「
重
罪
院
」
、
第
二
編
「
経
界
の
裁
判
」
、
第
三
編

「
違

mu罪
の
裁
判
」
、
第
四
一
編
「
呼
出
及
び
送
達
」
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
第
一
一
編
「
重
罪
院
」
第
七
章
「
判
決
」
第
二
節
「
公
訴
に
対
す
る
判
決
」
に
、
一
二
六

八
条
は
位
置
し
て
い
る
。

、
、
、

(

2

)

本
節
第
一
款
参
照
。
一
般
的
訓
令
で
は
、
「
重
罪
院
裁
判
長
は
補
充
設
問
を
提
出
す
る
義
務
・
:
:
」
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。

(

3

)

シ
ュ
ヴ
ア
ロ
判
決
は
、
「
法
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
大
変
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
余
り
に
重
罪
院
手
続
に
固
有
の
考
察
を
基
礎
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
」

と
苦
一
一
同
わ
れ
て
い
る
(
の
〉
凹
m
H
Z
(
H
F
Y
C同

y
n
-
f
u
-
N
E
V
)。

(
4
〉

ζ
開何回、開
(
H
P
)

立
〈

E
C
(〉
-
Y
O同
V

・

s・-ロ。
5
8・
ロ
・
∞
∞
。
・

(

5

)

『
宮
色
白
口
問
。
m
m
w
ロ

-uyoロロ

2
同
L
E
O
c
u
B
ロ
司
自
同
円
。
切
C
E
N
同時・

5
∞
。
』
〈
最
近
公
刊
さ
れ
た
プ
ザ
の
祝
賀
論
文
集
)
に
、
彼
の
略
歴
と
業
績
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。

ハ
6
〉
ロ
D
H
o
m
E

同
・
ゎ
・
司
ニ
巴
出
品
・
口

-
E叶
N
印・

(
7〉

F
E・

北法34(5・78)822



一事不再理の客観的効力 (2)

(
8
)

最
も
古
く
は
、
メ
ル
一
フ
ン
(
本
章
第
一
節
第
一
款
参
照
)
が
、
治
罪
法
典
旧
三
六

O
条
に
「
m
n
n
g
b
o
」
と
い
う
重
罪
に
し
か
用
い
な
い
垣
間
が
あ
る
こ
と
を

根
拠
に
、
軽
罪
、
違
警
罪
に
旧
三
六

O
条
は
適
用
さ
れ
な
い
と
主
張
し
て
い
た
(
玄
開
河
口
Z
W
C
司
・
口
F
H
Y
印

8
・)。

ハ
9
)

回
開
口
開
(
司
・
)
唱
。
日
M
・

E-L-
〈
戸
ロ
。
ω
∞
E
-
唱
・
印
記
U
〈
H
F
F
問
司
(
何
e
y
h
u
ミ
円
な
《
町
民
詰
n
b
R
2
弘
司
弘
、
む
た
円
、
H

苦

S
同
町
・
印
。
E
-
L
∞
E
b
-
A
H
自
己
D
Z
H
・

ハ
叩
)
出
回
、
H
開
(
同
町
・
)
・

0
℃

-
n
-
?
?
〈
戸
口
。
N
印
∞
戸
田
川
-
N
ω
九
日
・

ハ
ロ
〉
〈
ロ
ト
開
J

円
(
戸
)
・
D
H
U
-
2
f
H
Y
A
R
N
h
目
立
国
・
u

ロ
O
H
O
田
口
ω
・
一
5
4、戸yhpJH・

(
ロ
)
本
章
第
一
節
第
三
款
。

(
日
)
列
。
C
M
(
]
-
a
〉
・
)
o
-
y
i
f
F
ロ
・
七
-
N
H
H
-
ロ
o
s
m
-

(

M

)

「
裁
判
所
(
丹
江
ゲ
ロ
ロ
と
)
」
の
諾
は
、
軽
罪
裁
判
所
、
違
警
罪
裁
判
所
に
用
い
ら
れ
、
重
罪
「
院
(
n
O
R
)
」
の
場
合
に
は
用
い
ら
れ
な
い
。

(
お
〉
の
〉
河
河
〉
ロ
ロ

(m・
2
司
-
Y
D
匂
・
♀
?
?
〈
戸
口
。
N
N
吋
∞
H
V
-
N
ω
N
・

(
叩
山
)
守
一

ι・・匂-NUN-Nωω・

ハ
ロ
)
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
(
本
章
・
小
括
註
(

1

)

)

。

(
叩
出
)
出
d
の
d
開
Z
同
司
(
「
)
・
ロ
c
g
g
ω

巴
ω
N
-
H
-
N
a
-
大
革
命
以
前
の
「
仮
放
免
」
に
対
す
る
批
判
と
共
通
の
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

〈
ゆ
)
手
広
・

ハ
却
一
)
の
〉
〈
〉
F
U
〉
(
(
υ
Y
C
M
M
ロ
伊
丹
ニ
ロ
富
N
φ
z
m
-

ハ
幻
〉
「
(
治
罪
法
典
新
三
六

O
条
)
弁
論
の
進
行
中
に
、
証
拠
書
類
ま
た
は
証
人
の
証
言
に
よ
っ
て
被
告
人
に
他
の
犯
罪
の
嫌
疑
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
と
き
は
、

裁
判
長
は
、
無
罪
の
判
決
を
言
渡
し
た
後
、
被
告
人
を
あ
ら
た
な
事
件
の
た
め
に
訴
追
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
裁
判
長
は
、
勾

引
状
ま
た
は
必
要
に
応
じ
勾
留
状
を
発
し
て
被
告
人
を
管
轄
司
法
官
ま
た
は
裁
判
所
に
送
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

但
し
、
前
項
の
処
分
は
、
弁
論
の
終
結
前
に
検
察
官
が
訴
追
の
た
め
の
留
保
を
し
た
場
合
で
な
け
れ
ば
こ
れ
を
執
行
し
て
は
な
ら
な
い
」

(
幻
〉
の
〉
〈
〉
F
U
k
r
(
わ
-
Y
C
匂
-
n
r
・
-
口
。
N
0
・

(
幻
)
目
立
仏
・

(
担
)
「
札
問
主
義
↓
裁
判
官
の
罪
名
調
査
変
更
義
務
↓
自
然
的
事
実
説
」
と
い
う
の
が
、
自
然
的
事
実
説
の
唯
一
の
論
証
で
は
な
い
し
、
前
提
た
る
札
問
主
義
自

体
、
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
お
)
の
〉
印
印
H
Z
(
同
州
)
・

0
司
・
2
了
司
-
N
U
m
E
2
団
・

〈
お
)
刑
事
訴
訟
法
典
八
一
条
の
全
文
を
左
記
に
一
不
す
。

北法34(5・79)823



説

「
(
八
一
条
)
〈
一
九
五
八
年
二
一
月
二
三
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
一
二
九
六
号
)

一
切
の
予
審
処
分
を
行
な
う
。

(
一
九
六

O
年
六
月
四
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
五
二
九
号
)
《
予
審
の
書
類
及
び
す
べ
て
の
訴
訟
書
類
に
つ
い
て
は
、
写
し
を
作
成
す
る
。
各
々
の
写
し
に
は
、

書
記
又
は
第
四
項
に
定
め
る
受
託
司
法
警
察
官
が
認
証
を
す
る
。
す
べ
て
訴
訟
記
録
に
は
、
予
審
判
事
に
よ
る
作
成
又
は
受
理
の
順
序
に
従
っ
て
、
書
記
が
番
号

を
付
し
、
か
っ
、
そ
の
目
録
を
作
成
す
る
。

《
た
だ
し
、
写
真
又
は
こ
れ
に
類
す
る
方
法
の
肪
け
を
借
り
て
写
し
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
書
類
の
転
写
の
機
会
に
こ
れ
を
行
な
う
。
こ
の
場
合
に

は
、
裁
判
の
運
用
に
必
要
な
だ
け
の
部
数
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
書
記
は
、
複
製
さ
れ
た
書
類
が
原
本
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
認
証
す
る
。
不
服
申
立
の

方
法
の
行
使
を
原
因
と
し
て
一
時
的
な
不
係
属
が
あ
っ
た
と
き
は
、
写
し
の
作
成
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
第
一
九
四
条
に
定
め
る
調
査
準
備
に
遅
れ
る
こ
と
の

な
い
よ
う
に
、
直
ち
に
こ
れ
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

J

予
審
判
事
が
自
ら
す
べ
て
の
予
審
処
分
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
司
法
警
察
官
を
し
て
必
要
な
一
切
の
予
審
処
分
を
行
な
わ
せ
る
た
め
、
第
一
五

一
条
及
び
第
一
五
二
条
に
定
め
る
要
件
に
従
い
、
か
っ
、
同
条
に
定
め
る
留
保
の
下
で
、
こ
れ
に
共
助
の
嘱
託
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

予
審
判
事
は
、
前
項
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
予
審
の
資
料
を
検
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

予
審
判
事
は
、
被
疑
者
の
性
格
並
び
に
そ
の
物
質
的
、
家
族
的
又
は
社
会
的
状
態
に
関
す
る
調
査
を
自
ら
行
な
い
、
(
一
九
六

O
年
六
月
四
日
の
オ
ル
ド
ナ
ソ

ス
第
五
二
九
号
)
《
又
は
第
四
項
に
従
っ
て
司
法
警
察
官
に
行
な
わ
せ
、
若
し
く
は
司
法
大
臣
に
よ
っ
て
資
格
を
与
え
ら
れ
た
者
》
に
行
な
わ
せ
る
。
た
だ
し
、

軽
罪
に
つ
い
て
は
、
こ
の
調
査
は
任
意
的
と
す
る
。

予
審
判
事
は
、
医
学
的
検
査
を
命
じ
、
医
師
に
医
学
的
・
心
理
学
的
検
査
を
行
な
う
こ
と
を
嘱
託
し
、
又
は
そ
の
他
一
切
の
有
用
な
処
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
o

被
疑
者
又
は
そ
の
弁
護
人
が
こ
の
検
査
を
請
求
し
た
と
き
は
、
予
審
判
事
は
、
理
由
を
付
し
た
決
定
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
こ
れ
を
却
下
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
」
(
『
法
務
資
料
』
四
三
五
号
(
古
川
訳
)
を
参
考
に
し
た
)

(
幻
V

の
kr切
m
w
H
Z
(阿
川

-
y
o
u
-
n
M
f
H
Y
N
4日・

(
却

)
F
E
-

(
却
)
図
。
CNKF1司(司・
)
2
E
Z〉
1『何回、

(
H
Y
D同
y

己
了
ロ
。

5
8・
匂

-
H
H∞
∞
・
向
者
の
第
二
版
(
一
九
七

O
年
)
も
同
旨
(
ロ
。

5
8・
匂

-
H色。)。

(
ぬ
〉
の
〉
印
印
同
宮
(
戸
〉

OHM-nx-

(
幻

)
-
E
L・

(
m
M
)

問。C
2
.
H
，
(
司
)
岨
弘
、
、
。
E
h
n
p
h
w
b
ミ
芝
、

§
h
N
C
A
'
M
一句、一之《
h

g

号
え
s
h
ぬ
師
号
、
三
誼
3
S
偽
札
、
守
置
な
ミ
H
h
§
h
Q

♀
。
師
、
」
.
喜
弘
、

g
北法34(5・80)824

予
審
判
事
は
、
法
律
に
従
っ
て
、
真
実
の
発
見
の
た
め
に
有
用
と
思
料
す
る

論
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町、

S
S
H同
町
室
、
同
時
町
、
民
吉
宮
崎
町
民
片
品
誼
h

弘
、
、
由
民
同
』
守
宮
島
町
門
司
誌
な
遺
骨
色
、
白

S
Y
河

-ω
・
(
U

・
・
巴

E
-
u
-
u
S
2
m
-

(
M
M
〉

FFL・-
H
V

・
ωg-

ハ
引
品
〉
以
下
、
①
な
い
し
③
ま
で
い
ち
い
ち
注
記
し
な
い
が
、
註
(
幻
)
論
文
に
展
開
さ
れ
た
プ
ザ
の
所
説
で
あ
る
。

(
お
)
こ
れ
ま
で
法
的
事
実
判
例
に
従
っ
て
き
た

γ
ャ
ゾ
ポ

γ
も
、
「
物
事
を
よ
り
全
体
的
に
考
察
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
原
則
と
し
て
、
ま
た
自
然
法
の
要
請
と
し

て
、
単
一
の
自
然
的
事
実
は
単
一
の
訴
追
及
び
単
一
の
刑
し
か
生
じ
さ
せ
え
な
い
と
す
る
の
が
正
し
い
」
と
言
っ
て
、
自
説
を
変
更
し
自
然
的
事
実
説
を
採
用
し

た
(
(
リ
出
〉
宮
明
。

z
q
-
Y
ロ
2
0
2
M・
。
・
司
・
・
同
申

2
・
ロ
・
尽
NNω
・
)
(
後
註
(
礼
)
参
照
)
。

ハ
部
〉
切
O
C
N〉
J

門(同
ν
-
Y
C
H
M
-
n
-
了
間
M
-
U
A山一「

(幻

)
ω
何回

P
C
C吋
恩

4
9・)・

ha
由
民
色
合
同
ミ
な
ま
さ

H
h
N
S
v
N
E
m
-
ω
-
P
-
S
4
ω
・
ヲ
ゴ
・
も
、
ガ
ヴ
ァ
ル
ダ
前
掲
論
文
を
引
用
し
て
、
裁
判
官
の
罪
名
変
更
義

務
を
自
然
的
事
実
説
の
論
拠
と
す
る
。
た
だ
彼
は
、
右
の
論
拠
に
加
え
て
、
「
裁
判
官
は
事
件
を
付
託
さ
れ
て
お
り
、
全
権
限
公
口
三
唱
。
己
〈
口
町
)
を
も
っ
」
と
い

う
論
拠
を
も
並
置
す
る
。

ハ叩拍
)

(

U

国〉
F
K
P
河。
Z
(
J
円・
)
-
h
崎
町
也
、
軸
門
口
宮
、
句
民
札
恥
白
旬
、
な
-
守
b
A
込
芯
苫
少
い
『
・
。
・
]
M

・・

5
町、吋
-
H
N
C
∞∞-口。

uH・

(
却
)

(

U

Y

・
円
ロ
自
・
・
∞
』
ロ
ニ
-

H

∞
AHN
∞
己
目
白
ユ
ヨ
・
・
ロ
。
区
申
・

〈
的
制
)
吾
三
・
司
・

Mg-

(
H
5
5広・

(mM)
の
ゲ
・
ロ
ロ
ヨ

-
w
M
N
B
ω
B
H∞叶
ω
1
0・
5
3一
H・
M
g・

(
必
)
(
い
ゲ

-
n同
pg・-
H∞
2
江
戸
お

a-u・
5
3・
r
H出品・

(
川
叫
)
同
)
-
H
∞叶
ω
-
F
N町、吋・

ハ
必
)
り
・

]
5
3・
H

・
5AH・

(

M
叩

)
(
u
r
-
nユ
ヨ

--N∞同
F
2・
忌
ω印
-WE---nHWB--
口。

E-

(
円
引
〉
以
上
の
外
、
一
九
世
紀
の
法
的
事
実
判
例
と
し
て
、

(ur・
ロ
ユ
ヨ
・
・
区
白
宮
門
局
討
・

5
守口〈・

5
芯・

ω・
5
3・
H・
白
・

(
必
)
(
リ
r・ロ円
FE--ω
。
』
自
宅

H
S吋・

ω
-
S
ω
U
-
H
-
S
ω
・

ハ
品
目
〉
【
ur-nH即日
--Nmw
ロ
04・
5Nω
・
回
三
-
-
の
ユ
5
・・口。

SN-

(
叩
)
ロ
・
巴
お
・
戸
田
区
・

(
日
)
以
下
の
事
実
は
、
註
(
印
)
の
判
決
文
に
拠
る
。
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説

(
臼
)
旧
八
三
条
四
項
目
開
口
件
。
日
目
白
仏
ぬ
四
日
ロ
0
・
8
5
2可
g
R
B少
目
。
U
B
B
O
E
E
g
g
-
F
L。
E
Z
B
伊
ロ
三
円
。

ι
v
F
L
b
r
g
o
口
問
巴
ロ
ロ
同
-
0
・山市叫

O口同

日
百
三
国
唱
団

W
M
r
s
-
o
g口
同
監
芯
宮
吋
ロ
ロ
田
口
同
お
お
凶

F
円
ロ
ロ
巾
B
M
M
5
8
5
g
g片
品
切
口
口
問
ロ
酔

n
-
z
mロ
ω
立
与

u
E
O
ω
g
g
L
O
含
8
0
0
0
陸
自
。
。

g
o

同同i
同ロロ凹・

(
臼
)
円
、
〉
問
。
CH伺河川(一『)・ロ
O
H
O
E
K
ト『・。・

MM・-
H申
印
由
・
ロ

-HHUN品・

(
U
A
)

回
己
「
門
リ
ユ
ヨ
・
・
口
。

]Emw・

(
日
)
以
下
の
事
実
は
、
註
(
国
)
の
判
決
文
に
拠
る
。

(
回
)
当
時
の
刑
法
典
に
よ
れ
ば
、
「
六
日
以
上
の
就
労
不
能
」
を
生
じ
さ
せ
た
過
失
傷
害
が
軽
罪
、
そ
こ
に
至
ら
な
い
過
失
傷
害
が
違
警
罪
と
さ
れ
て
い
た
(
旧

、

、

、

、

三
二

O
条
)
(
現
行
法
で
は
、
六
日
が
一
ニ
月
に
な
っ
て
い
る
)
。

因
み
に
、
三
二

O
条
は
、
刑
法
典
成
立
以
来
こ
の
時
期
ま
で
の
聞
に
も
、
法
定
刑
、
構
成
要
件
な
ど
幾
多
の
改
正
を
経
て
き
て
い
る
(
一
八
六
三
年
五
月
一
一
一
一

日
法
律
、
一
九
三
五
年
七
月
一
六
日
デ
ク
レ
、
同
年
一

O
月一一一

O
日
デ
ク
レ
・
ル
ヮ
、
一
九
四
五
年
一

O
月
四
日
オ
ル
ド
ナ

γ
ス
等
)
。

(
町
)
第
一
章
第
二
節
第
二
款
参
照
。

(
回
)
再
訴
を
認
め
な
か
っ
た
の
は
、
前
訴
が
「
有
罪
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
慮
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
(
ガ
ロ
l
の
所
説
(
本
章
第
一
節
第
三
款
)
に
も
あ

ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
重
処
罰
を
認
め
る
こ
と
へ
の
抵
抗
は
小
さ
く
な
い
よ
う
で
あ
る
)
。
二
重
処
罰
を
認
め
な
か
っ
た
判
例
と
し
て
は
、
。

r・
円
三
日
・
・
∞

申立・

3
3・
が
あ
る
(
』
・
。

-
p・
5
S・
口
・
口
ω包
)
。
こ
の
判
決
は
、
過
失
傷
害
有
罪
の
後
、
さ
ら
に
過
失
致
死
で
有
罪
に
す
る
の
は
一
事
不
再
理
に
反
す

る
、
と
判
示
し
た
。
な
お
、
本
章
第
一
節
第
二
款
四
の
新
要
素
判
例
参
照
。

(
印
〉
今
世
紀
の
法
的
事
実
判
例
と
し
て
、
外
に
、

(
U
F
nユ
B
・
8
守口〈・

5
s
-
ω
・
5
S
-
H・
5ω
・

(
印
)
の
-MU--
お
き
H

・
に
∞
-

(mm)
一『・。・

HV・・

5
2・ロ・

HA4N印
・
ロ

OR(urEHMゲロロ・

(
位
)
宮
何
回
戸
開
(
戸

)
2
5
2
2・
)
・
。
匂
・
門
戸
了
司

-
g
r
g
g
印・

(
臼
)
「
開
〉
CJ「開(】・
)OH
肘
凹
わ
〉
Z
口開

(HM-YDHν-nFf
ロ。

HhH∞・

(
刷
出
)
以
下
の
事
実
は
、
註
(
印
)
判
決
文
に
拠
っ
た
。

(
臼
)
現
在
の
バ
リ
大
審
裁
判
所
(
山
口
・
前
掲
書
二
九
七
頁
以
下
参
照
)
。

(
邸
〉
註
(
印
)
の
前
注
に
拠
っ
た
。

(
同
町
)
し
『
・
。
・

MM・-Hmvm戸
口
・

HNNNω
・ロ

D詰

(ur2HMroロ・

論
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一事不再理の客観的効力 σ)

(
印
)
以
下
の
事
実
は
、
判
決
文
及
び

(urmBゲ
む
ロ
の
註
釈
に
拠
っ
た
。
な
お
、
次
註
(
的
)
。

(
印
〉
〉

FH-
印
。
r
-
n
D口・・

5
5
2
ω
5
8・
』
・
。
・

MM・-
5
8・
ロ

-HHGH∞・ロ
OHO

円

urms-)Cロ・

(

初

〉

-ZLニロ
c
g・

(
礼
)
ジ
ャ
ン
ボ
ン
は
そ
の
註
釈
(
註
(
臼
)
)
の
中
で
、
本
件
を
「
同
一
事
実
に
つ
い
て
の
二
重
起
訴
の
有
効
性
会
釦
ぐ
丘
三

x
b
L
O
F
仏
C
E
E
O
司

o
z
g巳
芯

同

}DCH
ロロ

gmV同
H
5
2
5」
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
し
か
も
こ
れ
を
『
一
事
不
再
理
』
原
則
、
と
い
う
。
こ
れ
は
、
二
重
起
訴
禁
止
原
則
が
、
未
だ
」
事
不
再
建

原
則
の
中
に
埋
没
し
て
、
独
立
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。

な
お
、
ジ
ャ
ン
ボ
ン
は
、
原
審
註
釈
(
註
(

m

m

)

)

で
原
審
に
賛
成
し
な
が
ら
、
破
棄
院
が
こ
れ
を
く
つ
が
え
す
と
、
原
審
を
支
持
し
た
の
は
破
棄
院
「
法
的

事
実
」
判
例
に
従
っ
た
ま
で
だ
と
言
っ
て
、
今
度
は
破
棄
院
の
結
論
を
支
持
し
て
い
る
(
註
(
町
)
)
。
や
や
無
節
操
な
感
じ
が
し
な
い
で
は
な
い
が
、
確
か
に
破

棄
院
の
判
示
は
従
来
の
法
的
事
実
判
例
と
調
和
し
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
官
〉
ガ
ッ
サ

γ
は
同
じ
結
論
を
、
も
っ
ぱ
ら
公
訴
権
消
滅
論
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
(
の
〉
印
白

Z
(同

P
Y
O
H
M
-
n
F
-
M
)
-
N
2・)。

〈
花
)
原
審
と
本
件
破
棄
院
判
決
と
を
対
比
す
る
と
、
原
審
及
び
ジ
ャ
ン
ボ
ン
の
原
審
註
釈
が
一
事
不
再
理
を
判
決
の
効
力
と
し
て
の
み
捉
え
た
の
に
対
し
、
破
棄

院
は
、
判
決
か
ら
切
り
離
し
て
「
一
事
不
再
理
」
を
措
定
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

(
日
)
図
。
d
N〉

J

「
(
司
・
)
・
ロ
OHOE-
】
・
。
・
司

-
-
5
2・
口
・
広
寸
N印
・
プ
ザ
は
、
こ
の
判
決
は
「
完
全
に
確
証
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
破
棄
院
が
軽
罪

裁
判
所
の
審
理
が
違
警
罪
裁
判
所
の
判
決
の
後
に
は
じ
め
て
も
た
れ
た
場
合
に
も
同
様
に
判
決
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
定
か
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
言
う
が

こ
れ
は
一
般
的
な
評
価
と
は
い
え
な
い
。

な
お
、
破
棄
院
は
、
一
九
六
三
年
の
二
つ
の
判
決
(
①

{ur・
2
p
g・-
5

。2
・
5
g・
u・
5
E
-
r
E
②

の

r-nHWE--
。

回

D4・
5
8・
回

cz・
2FE--

ロ。

ω
5・
)
で
前
訴
軽
罪
・
違
警
罪
の
場
合
の
再
訴
を
認
め
て
い
る
が
、
①
に
つ
い
て
は
前
訴
が
管
轄
に
の
み
関
す
る
判
決
で
あ
っ
て
「
本
案

(
Z
守
口
仏
)
に
関
す

る
既
判
事
項
の
諸
効
果
を
生
じ
さ
せ
え
な
か
っ
た
」
と
い
う
理
由
、
②
に
つ
い
て
は
第
一
の
刑
が
調
書
作
成
者
に
よ
る
一
種
の
反
則
金
守
口

O
E
M
g
p
r

g
g
H
M
S
E
oロ
)
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
自
然
的
事
実
説
へ
の
全
体
の
流
れ
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

ハ
花
)
の
〉
印
印
H
Z
(同
-
Y
O匂
-
n
-
f
H
Y
N斗印・
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説

括

論

フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
典
三
六

O
条
(
一
事
不
再
理
)
と
ま
っ
た
く
同
一
文
言
、

と
い
う
よ
り
ま
っ
た
く
の
同
一
法
典
か
ら
ス
タ
ー
ト
し

った
た3ベ
。ノレ

そ ギ
れ l
にで
比は
J、、
る三
とハ
、O

条
の
陵
昧
さ
を
嫌
L 、

一
八
五

O
年
法
律
に
よ
っ
て

「
法
的
事
実
」
説
に
一
義
的
に
条
文
を
固
定
化
し
て
し
ま

同
条
を
め
ぐ
る
解
釈
論
争
(
既

フ
ラ
ン
ス
で
は
一
九
四
一
年
ま
で
条
文
に
手
を
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、

判
力
論
争
)
が
一
世
紀
半
に
も
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

学
説
、
判
例
、
さ
ら
に
は
立
法
者
ま
で
巻
き
込
ん
だ
こ
の
論
争
は
、
結
局
、
自
然
的
事
実
説
が
法
的
事
実
説
を
凌
駕
し
て
い
く
過
程
で
あ

っ
た
と
要
約
で
き
よ
う
。
し
か
し

先
に
み
た
よ
う
に
今
日
に
お
い
て
も
問
題
が
す
べ
て
片
付
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
あ
り
、
右
論
争

の
本
格
的
な
総
括
を
こ
こ
で
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
。
そ
こ
で
以
下
、

わ
れ
わ
れ
の
問
題
関
心
に
従
っ
て
、
論
争
の
意
義
を
簡
単
に
ス
ケ

ッ
チ
し
て
お
き
た
い
。

ω「
人
権
」
「
人
道
的
配
慮
」
の
勝
利

自
然
的
事
実
説
の
論
者
は
、
ご
く
初
期
の
者
を
除
い
て
、
繰
り
返
え
し
被
告
人
の
人
権
、

被
告
人
の
地
位
の
安
定
を
掲
げ
、
法
的
事
実
判

例
は
こ
れ
を
害
す
る
も
の
だ
と
主
張
し
て
き
た
。

一
七
九
一
年
革
命
憲
法
で
、
仮
放
免
か
ら
の
完
全
解
放
を
保
障
す
る
人
権

」
の
こ
と
は
、

と
し
て
一
事
不
再
理
が
生
ま
れ
た
と
い
う
沿
革
か
ら
み
て
、
彼
の
国
で
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

人
権
が
、
「
不
当
な
不
処
罰
の
阻
止
」
と
か
「
法
の
厳
格
性
」
「
社
会
の
利
益
」
と
い
っ
た
価
値
に
圧
迫
さ
れ
た
た
め
に
こ
れ
が
人
権
と
し
て

匙
生
す
る
ま
で
に
、
約
一
五

O
年
も
の
期
聞
を
必
要
と
し
た
こ
と
は
、
銘
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ω
自
然
的
事
実
説
の
理
論
的
基
礎

一
事
不
再
理
の
効
力
が
、
現
実
の
審
判
の
対
象
に
な
ら
な
く
て
も
、
自
然
的
に
同
一
な
事
実
全
部
に
及
ぶ

こ
の
当
然
の

(
自
然
的
事
実
説
)
こ
と
を
説

北法34(5・84)828



次
の
二
つ
が
注
目
さ
れ
る
。

明
す
る
理
論
と
し
て
幾
っ
か
出
さ
れ
た
う
ち
、

ωひ
と
つ
は
「
補
充
設
問
義
務
」
を
媒
介
と
す
る
構
成
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
再
説
す
る
ま
で
も
な
い
が
、

わ
が
国
で
い
う
「
同
時

訴
追
義
務
」
構
成
の
よ
う
に
、
重
罪
院
裁
判
長
が
可
能
な
全
罪
名
を
陪
審
に
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
義
務
を
果
た
さ
な
か
っ
た

以
上
、
再
度
別
の
罪
名
を
も
ち
出
し
て
判
決
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
軽
罪
・
違
警
罪
裁
判
所
の
前
訴
判
決
の
場
合
の
理
論
と
し
て
、
裁
判
官
の
罪
名
変
更
義
務
に
拠
ら
ず
に
権
限
を
理
由
に
自
然
的
事

実
説
を
と
る
シ
ャ
ラ
ロ
ン
の
所
説
は
注
目
さ
れ
る
。

ωも
う
ひ
と
つ
は
、

ωと
一
部
重
複
す
る
も
の
だ
が
、
事
件

(
5
2
g
)
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
か
ら
、

消
滅
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
事
件
」
と
は
、
自
然
的
事
実
を
指
す
。
詳
説
す
る
と
、
予
審
裁
判
所
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
起

そ
の
範
囲
で
公
訴
権
も

訴
状
(
移
送
決
定
書
)
を
も
と
に
重
罪
院
で
事
実
審
理
を
行
な
い
、

ωで
述
べ
た
よ
う
に
、

さ
わ
し
い
法
的
評
価
(
罪
名
)
を
加
え
、
そ
れ
を
陪
審
に
示
す
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、

裁
判
長
が
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
事
実
に
ふ

起
訴
状
記
載
の
法
的
評
価
を
変
更
し
て
も
よ
く
、
ま

一事不再理の客観的効力 (2)

た
法
的
評
価
は
一
個
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
可
能
性
が
少
し
で
も
あ
れ
ば
、
補
充
的
に
幾
つ
も
示
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
示
す

こ
と
が
「
義
務
」
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
る
。
陪
審
は
、
裁
判
長
が
「
罪
名
」
と
し
て
提
出
し
た
法
的
評
価
の
側
面
で
の
み
事
実
を
評
価
す

る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
陪
審
の
決
断
H
宣
言
の
と
お
り
に
、
裁
判
長
は
判
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
陪
審
の
判
断
の
対
象
が
ひ
と
つ
の
法
的
評
価
の
側
面
に
す
ぎ
な
い
場
合
で
も
、
す
べ
て
の
側
面
(
自
然
的
事
実
)

し
か
し
、

こ
う
し
て
な
さ
れ
た
判
決

に
対
し
て
判
決
が
な

さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
裁
判
長
が
右
の
罪
名
変
更
権
を
も
ち
、

ま
た
補
充
設
問
義
務
を
も
つ
こ
と
に
求
め
ら
れ

る
。
裁
判
所
自
体
に
係
属
す
る
の
は
「
罪
名
」
で
は
な
く
、
「
事
件
」
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
多
少
ラ
フ
に
機
能
的
比
較
を
試
み
れ
ば
、
訴
訟
内
的
考
察
(
訴
因
)
・
訴
訟
外
的
考
察
(
公
訴
事
実
)

じ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
後
に
再
説
す
る
。

(
鈴
木
教
授
)

に
一
脈
通
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説

(3) 

既
判
力
の
確
定
判
決
か
ら
の
解
放

本
章
第
四
節
第
二
款
の
一
番
最
後
に
あ
げ
た
、
破
棄
院
一
九
六
一
年
五
月
九
日
判
決
は
、

同
所
で
も
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
次
の
二
点
に

論

お
い
て
シ
ュ
グ
ァ
ロ
判
決
よ
り
も
わ
れ
わ
れ
に
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

ωひ
と
つ
は
、
前
訴
の
訴
訟
が
単
に
停
止
し
て
い
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
一
事
不
再
理
効
を
認
め
た
点
、

ωも
う
ひ
と
つ
は
、
そ
の
場
合
に
、
一
事
不
再
理
原
則
を
「
同
一
事
実
は
、
二
つ
の
異
な
っ
た
刑
事
訴
追
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

な
い
」
と
い
う
フ
ォ
l
ミ
ュ
ラ
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
確
定
判
決
」
の
存
在
し
な
い
事
態
に
対
応
し
た
点
で
あ
る
。

第
二
点
目
は
、

弥
縫
策
と
言
え
な
く
も
な
い
。

し
か
し
そ
れ
に
し
て

わ
が
国
で
言
う
「
二
重
起
訴
禁
止
原
則
」

を
知
ら
な
い
た
め
の
、

も
、
問
題
へ
の
対
応
と
い
う
面
で
の
フ
ラ
ン
ス
既
判
力
判
例
の

(
意
外
に
)
柔
軟
な
姿
勢
に
は
、
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。

(4) 

論
争
の
背
景

こ
こ
で
は
、

わ
が
国
の
議
論
に
参
考
に
す
る
う
え
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
と
し
て
、
次
の
二
点
を
あ
げ
る
。

ω第
一
は
、

(
ド
イ
ツ
と
は
異
な
り
)
不
利
益
再
審
を
持
た
な
い
、

と
い
う

フ
ラ
ン
ス
は
、
少
な
く
と
も
治
罪
法
典
以
来
、
今
日
ま
で

」
と
で
あ
る
。
本
章
で
問
題
に
し
た
各
種
判
例
の
事
案
を
み
て
も

不
利
益
再
審
制
度
が
あ
れ
ば
恐
ら
く
そ
の
手
続
に
乗
っ
た
と
思
わ
れ
る

不
当
な
無
罪
と
覚
し
き
事
態
に
対
処
す
る
手
段
(
不
利
益
再
審
)
を
持
た
な
い
か
ら
こ
そ
、

再
起
訴
の
許
否
の
客
観
的
範
囲
を
め
ぐ
る
争
い
も
、
よ
り
深
刻
か
つ
尖
鋭
な
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ω第
二
は
、
法
的
事
実
説
が
、
治
罪
法
典
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
「
陪
審
の
寛
容
」
に
よ
る
不
当
な
無
罪
に
対
処
す
る
た
め
に
主
張
さ

れ
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
の
わ
が
国
で
、
捜
査
権
限
の
縮
小
に
伴
い
、

事
例
も
、
少
な
か
ら
ず
散
見
さ
れ
た
。
こ
の
、

不
当
な
無
罪
・
不
処
罰
を
恐
れ
て
一
事
不
再
理

効
を
狭
め
よ
う
と
し
た
(
連
続
犯
の
廃
止
、
制
限
学
説
な
ど
)
こ
と
と
思
い
合
わ
せ
る
と
興
味
深
い
共
通
項
が
感
じ
ら
れ
る
。

な
お
、
「
自
然
的
事
実
」
説
に
落
ち
着
い
た
と
は
言
っ
て
も
、
本
章
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

判
例
に
よ
っ
て
、

あ
る
い
は
論
者
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に
よ
っ
て
、
そ
の
範
囲
の
捉
え
方
に
差
異
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
次
章
で
は
、

にー

の

「
自
然
的
事
実
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
考
え

(
一
九
八
三
了
一
一
・
七
稿
)

て
み
よ
う
と
思
う
。

一事不再理の客観的効力 (2)

(

1

)

ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
治
罪
法
典
三
六

O
条
の
変
遷
を
、
プ
ラ

I
ス
(
リ
エ

l
ジ
ュ
大
学
教
授
)
の
概
説
書
に
依
拠
し
て
跡
付
け
て
お
く
。

ベ
ル
ギ
ー
で
は
、
当
初
は
さ
六

O
条
に
よ
り
自
然
的
同
一
事
実
に
対
す
る
再
訴
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
一
八
五

O
年
四
月
二
一
日
解
釈
法
は
、
三
六

O
条
の

「
同
一
事
実
」
に
、
「
法
的
に
評
価
さ
れ
た
(
件
。
-
空
M
u
-
-
0
2
A
Z
と
尽
か
)
」
と
い
う
語
を
付
け
加
え
、
立
法
に
よ
っ
て
法
的
事
実
説
を
採
択
し
た
。
か
く
て
、
「
別
の

名
称
(
牢
ロ
O
S
5白
押
芯
ろ
を
付
与
さ
え
す
れ
ば
、
事
実
を
一
再
度
問
題
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
」
(
四
回
〉
〉
印
(
わ
-
Y
M
】
芯
ミ
旬
位
向

LVE円
泣
き
、
町
、
宮
b
~
F
匂

E
-
L・

5mo-
ロ。

H
a
-
H
Y
H
N
印
)
。
そ
の
結
果
、
故
殺
で
無
罪
と
さ
れ
た
被
告
人
が
殴
打
及
び
傷
害
の
訴
因
で
再
度
責
任
を
関
わ
れ
う
る
し
、
新
生
児
殺
に
つ
い
て
無
罪

と
さ
れ
た
婦
人
が
今
度
は
過
失
致
死
の
名
称
で
起
訴
さ
れ
う
る
(
い
ず
れ
も
判
例
)
(
切
河
〉
〉
印
(
わ
・
)
-
o
u・
門
戸
)
0

こ
の
よ
う
な
解
決
は
重
罪
院
の
最
高
性
や
陪
審

決
定
の
確
定
性
原
理
に
反
す
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
が
次
の
よ
う
な
理
由
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

、

、

、

、

、

、

、

「
無
罪
判
決
は
、
事
実
そ
の
も
の
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
裁
判
長
に
よ
る
設
問
に
よ
っ
て
事
実
に
与
え
ら
れ
る
罪
名
〔
法
的
評
価
〕
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
無
罪
判
決
は
、
提
出
さ
れ
た
設
問
を
排
除
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
犯
罪
行
為
を
除
去
し
な
い
、
と
」

(
-
E
P
-
-
u
-
H
N
印l
H
N
由)。

し
か
し
、
「
実
際
に
は
、
弁
論
に
お
い
て
事
実
が
他
の
名
称
な
い
し
罪
名
の
可
能
性
が
明
ら
か
な
場
合
、
た
と
え
ば
故
意
の
殺
人
が
殴
打
及
び
傷
害
に
変
更
さ

れ
う
る
場
合
、
重
罪
院
裁
判
長
は
陪
審
員
に
適
切
な
補
充
設
問
を
し
た
。
か
よ
う
に
し
て
、
再
訴
の
場
合
に
常
に
起
こ
る
困
難
き
が
避
け
ら
れ
た
」
公
ZP-MV-

H
N
A
Y

ロ
c
g
H
)

と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
ベ
ル
ギ
ー
で
は
前
訴
が
軽
罪
、
違
警
罪
裁
判
所
の
よ
う
な
敬
業
裁
判
官
の
場
合
、
「
罪
名
に
拘
束
さ
れ
ず
に
事
実
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
つ
い
て
、
ま
た

各
種
刑
罰
法
規
と
の
関
連
に
お
い
て
評
価
す
る
」
こ
と
を
理
由
に
、
伝
統
的
に
自
然
的
事
実
説
を
採
る
(
ル
ゲ
広
・
・
ロ
。

H

8
・司・

H
N
U
・)。

(
2
〉
の
〉
印
凹
ロ
ム
(
H
N
・)・

0]vnF-
唱
-

M
叶印・

(

3

)

第
五
章
第
一
節
第
一
款
参
照
。

(

4

)

フ一フ

γ
ス
の
論
者
は
余
り
自
覚
し
て
い
な
い
が
、
不
利
益
再
審
の
存
在
の
有
無
は
、
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
の
問
題
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
相
当
に
決
定
的

な
意
味
を
も
っ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
で
も
わ
が
国
は
ド
イ
ツ
よ
り
は
フ
ラ
ン
λ

に
近
い
問
題
性
を
有
す
る
と
い
え
よ
う
。
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Hokkaido L. Rev. 

Par d'ailleurs， comment les criminalistes de ce temps-la ont-ils estimes 

cette nouvelle jurisprudence (¥a th白 riedu fait juridique)? Au 19& siecle， 

beaucoup d'auteurs la soutinrent， en expliquant comme suit:“Sous le syst在medu

jury du C1C， le jury n'a pas d'initiative et n'a juge que sur les qualifications 

qui ont ete soumises a son examen. Pour les autres qualifications， il n'y a 

pas chose jug品e.Donc， elles peuvent faire l'objet d'une nouvelle poursuite 

et d'un nouveau jugement." (Tit. 11.， Chap. 1.， Sec. II1.) 

Mais， dans le monde des criminalistes， un changement s'est op釘邑主 la

fin du 19" siecle. Face a un d品veloppementde l'idee de l'humanitる， lama-

jorite des auteurs ont commence a critiquer la jurisprudence dont le 

fondement etait les pr品occupationsde paix sociale plutot que les protections 

de la libert岳 individuelleet a soutenir le “meme fait materielぺ

Pendant ce temps， a l'Assemblee nationale， on a pr品senteen vain des 

propositions favorables a la th岳oriedu fait materiel en plusieurs fois. Et 

puis， en 1941， sous le regime de Vichy， la loi du 25 novembre 1941 a ete 

adoptee， laquelle fit obligation au president de la cour d'assises d'envisager 

le fait d品lictueuxsous toutes ses qualifications possibles et substitua， dans 

l'article 359 du C1C， a l'expression“meme fait" au singulier， les mots 

“meme faits" au pluriel. Donc， il sembla que la jurisprudence a perdu son 

fondement 1品gislatifapres cette loi (Tit. 11.， Chap. II.) 

Enfin， la Cour de cassation a admis， dans l'arret Chevalot en 1956， 

l'exception de la chose jugee oppos品ea une seconde poursuite pour homicide 

invo¥ontaire apres un acquittement qui avait ete prononc岳 par la Cour 

d'assises pour coups et blessures ayant entraine la mort sans intention de la 

donner (Tit. II.. Chap. II1.). 

En 1958， l'article 368 du CPP a adopte cette nouvelle jurisprudence et a 

leve tous les doutes en ecartant les nouvelles poursuites "a raison des memes 

faits， meme sous une qualification di悦 rente."

Mais， cet article n'a tranche le probl在mequ'en mati色recriminelle; il 

est muet sur les poursuites nouvelles apres une premiere instance devant 

une juridiction correctionelle ou de police. C'est pour cela que la juris-

prudence et les auteurs ne peuvent pas faire l'unanimite sur ce point 

jusqu'ici， bien que la majorit品 ena伍rmerejeter ces poursuites (Tit. II.， 

Chap. IV.). 

En resum品， cette controverse品taitune lutte entre la disposition fondee 

sur l'ordre so 
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que la regle de l'autorite de la chose jugee au criminel sur le criminel 

renferme une irremplacable valeur de protection des libertes individuelles 

(Conclusion de Tit. 11ふ

(a suivre) 
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